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本
稿
は
、
私
の
専
攻
す
る
ド
イ
ツ
民
法
に
つ
い
て
の
研
究
ノ

i
ト
で
あ
る
Q

こ
の
よ
う
な
も
の
を
公
表
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
以
下
の

理
由
に
よ
る
。
明
治
以
来
、
ド
イ
ツ
民
法
学
は
わ
が
民
法
学
に
と
っ
て
導
き
の
里
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
第
-
一
次
大
戦
の
勃
発
に
よ
り

彼
我
の
交
通
が
社
絶
し
、
十
年
の
空
白
が
続
い
た
。

こ
の
空
白
は
今
日
に
い
た
る
ま
で
完
全
に
は
埋
め
ら
れ
て
い
な
い
。
他
の
分
野

く
に
刑
法
や
民
訴
)
で
は

以
前
に
も
ま
し
て
ド
イ
ツ
法
学
と
の
聞
に
緊
密
な
結
び
つ
き
が
再
現
し
て
い
る
の
に
く
ら
べ
、
注
目
す
べ
き
現

象
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
法
社
会
学
の
導
入
に
よ
る
わ
が
民
法
学
の
相
対
的
独
立
性
に
求
め
ら
れ
‘
第
二
は
、
比
較
法
的
視
野

が
拡
大
し
、
ド
イ
ツ
民
法
以
外
(
と
く
に
英
米
法
)
に
も
関
心
が
集
中
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
自
体
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、

わ
が
民
法
学
の
進
歩
を
喜
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

ド
イ
ツ
民
法
学
が
不
要
と
な
っ
た
と
と
を
意

味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
比
較
法
学
の
対
象
と
し
て
の
そ
の
重
要
性
は
、
今
日
こ
そ
大
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

日
本
の
民
法
学
は
、

現
在
多
く
の
新
し
い
問
題
に
遭
遇
し
て
い
る
。
そ
の
解
決
の
た
め
に
は
、
法
体
系
の
近
似
す
る
諸
国
の
実
情
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
学
は
こ
の
点
で
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
い
る
。
し
か
も
、

そ
の
ド
イ
ツ
民
法
学
は
も
は
や

B
G
B
制
定
当
時
と
は
同
一
で
な

い
。
法
解
釈
は
た
ん
な
る
概
念
法
学
で
は
な
く
、
現
在
の
社
会
的
諸
利
益
の
比
較
考
量
を
主
と
す
る
も
の
に
変

i
つ
つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
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の
学
ぶ
べ
き
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
民
法
学
で
あ
る
。
ま
た
、

B
G
B
制
定
後
六
十
年
を
経
た
今
円
の
ド
イ
ツ
民
法
学
に
は
、

B
G
B
 

自
体
を
、
当
時
の
学
説
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
一
つ
の
歴
史
的
産
物
と
見
る
立
場
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
。

と
れ
は
、

主
と
し
て
当
時
の

ド
イ
ツ
学
説
の
影
響
の
下
に
構
成
さ
れ
た
わ
が
民
法
学
に
対
し
、

反
省
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
最
近
に
お
け
る
ド
イ
ツ
民
法
学
の
発
達

は
、
わ
が
国
に
お
け
る
民
法
学
の
再
構
成
の
た
め
の
有
力
な
武
器
を
提
供
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

最
近

再
び
ド
イ
ツ
民
法
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
の
は

以
上
の
点
で
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

わ
が
国
に
お
い
て

大
家
が
空
白
を
埋
め
は
じ
め
、
中
堅
は
長
期
間
留
学
し
、
ま
た
ド
イ
ツ
民
法
の
研
究
を
以
て
学
界
ヒ
ス
タ
ー
ト
す
る
新
進
が
増
加
し
た
。

個
々
的
に
は
、
戦
前
を
上
廻
る
業
績
が
出
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
な
お
欠
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、

現
在
の
ド
イ
ツ
民
法
学
に
対
す
る
全
体
的
評
価
で
あ
る
。

ζ

の
視
点
が
欠
け
る
か
ぎ
り
、
比
較
法
学
は
不
毛
性
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

ド
イ
ツ
民
法
学
の
全
体
的
評
価
と
い
う
乙
と
は
、
個
人
の
能
力
を
超
え
る
問
題
で
あ
り
、
本
稿
の
果
し
う
る

乙
と
で
は
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
た
め
の
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
Q

す
な
わ
ち
、
本
稿
は
ド
イ
ツ
民
法
の
各
部
門
に
つ
き
、

如
何
な
る
学
者
に
よ
り
、
如
何
な
る
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
附
随
し
て
、
代

表
的
私
法
学
者
の
略
援
を
掲
げ
る
で
あ
ろ
う
Q

そ
れ
ら
の
多
く
は
、
す
で
に
わ
が
国
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
Q

し
か
し
、
未
紹
介
の
も
の

商ドイツ民法学の現況

も
含
め
て
、
個
々
の
問
題
を
組
織
的
に
開
拓
し
て
行
く
こ
と
に
よ
り
、
全
体
的
評
価
が
可
能
と
な
ろ
う
。
最
近
、
我
妻
教
授
に
よ
り
、
ド

イ
ツ
法
研
究
グ
ル
ー
プ
の
成
立
が
要
望
さ
れ
て
い
る
(
ヅ
ェ
り
ス
ト
二

O
四
号
一
七
頁
)

Q

本
稿
が
、
そ
の
気
運
の
助
長
に
役
立
て
ば
幸
い
で
あ

る
。
な
お
、
本
稿
と
同
一
の
目
的
を
有
す
る
も
の
に
、
鈴
木
禄
弥
教
授
の
労
作
が
あ
る
(
「
戦
後
西
ド
イ
ツ
私
法
学
界
の
展
望
」
季
刊
法
律
学
ご
0

・
一
一
一
一
号
)
。
本
稿
は
、

乙
れ
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
補
う
意
図
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
具
体
的
内
容
と
し
て
は
、
民
法
を
、
民
法
全
体
・
総
則
・
僚
権
・
物
権
・
親
族
・
相
続
に
分
け
、
各
部
門
ご
と
に
ま
ず
代
表
的

73 北法 11(1・73)
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説

教
科
書
を
か
か
げ

つ
ぎ
に
個
々
の
問
題
に
つ
い
て
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
を
中
心
と
し
て
学
界
の
現
状
を
伝
え
る
。

最
後
に
、
附
録
の
形
で
、

代
表
的
私
法
学
者
を
A
B
C
順
に
並
べ

業
績
を
紹
介
す
る
。

一
向
者

ω述
結
を
は
か
つ
て

本
文
の
学
者
に
許
号
を
付
け

そ
の
略
歴
と

論

、u
'

コ。

'
L
V
守
〆
弓

ー
民
法
全
体
に
関
す
る
も
の

ト)

入
門
書

現
在
、

ド
イ
ツ
で
は
、
民
法
全
体
の
請
義
の
は
じ
め
に
「
民
法
人
門
」
と
題
す
る
講
義
を
行
な
う
所
が
多
い
。
し
か

し
、
そ
の
た
め
の
教
科
書
は
少
な
く
、
し
か
も
推
薦
に
値
す
る
の
は
、
回

B
v
g
q
w
阿
古

E
F
E口
内
宮
岳
町
ぴ
ロ
認
め
ユ
江
戸
ぬ
回
出
向
島

F
Hゆ忠・

ハ8
)

(

叩
J

V

(

口
)

scω
・
の
み
で
あ
る
。
ぺ

I
マ

1
は
、
現
在
、
レ

I
マ
シ

(
F
o
r
B
E
D
)
、
へ

I
Jア
マ
シ
(
出
色
巾
B
E口
)
と
並
ぶ
長
老
で
、

い
ま
な
お
情
熱
的

な
筆
を
振
っ
て
い
る
。
本
書
は

一
九
三
二
年
に
で
た
同
名
の
入
門
書
の
再
版
で
あ
り
、
全
体
の
構
成
は
変
ら
な
い
が
、

内
容
は
一
変
し

て
い
る
。
全
体
を
、
総
論
に
続
き
、
家
族
生
活
と
経
済
生
活
と
に
分
け
、

B
G
B
の
編
別
を
追
わ
ず
、
独
特
の
構
成
を
し
て
い
る
。
内
容

も
、
終
始
、
概
念
法
学
と
闘
っ
て
き
た
著
者
に
ふ
さ
わ
し
く

一
読
に
値
す
る
Q

た
だ
、
家
族
法
の
部
分
が
、
民
法
改
正
に
よ
り
古
く
な

っ
た
の
が
惜
し
く
、
新
版
が
期
待
さ
れ
る
。

る
が
)
、
「
ド
イ
ツ
民
法
を
勉
強
す
る
な
ら
、
ま
ず
本
書
を
読
め
」
と
私
に
言
っ
た
こ
と
を
附
言
す
る
。
そ
の
他
、
入
門
書
と
し
て
は
(
筆
者

未
見
で
あ
る
が
て
当

g
ぉ
5
5ロ
ロ
"
の

E
E
g
mユ
向
。
仏

g
切
の
切
・
回
日
開

Z
E
F吋ロロ
mmw口
出
自
己

g
ロ
自
己

2
・
5ω
∞-Eω
・
が
ケ

1
ス
を

な
お

べ
1
マ
1
は
木
書
に
絶
大
な
自
信
を
有
し
て
お
り
(
も
っ
と
も
、
他
の
学
者
も
そ
う
で
あ

中
心
と
し
た
入
門
書
で
あ
り

一
流
の
私
法
学
者
の
も
の
で
あ
る
だ
け
に
期
待
さ
れ
る
。
同
種
の
も
の
で
、
演
習
用
の
教
材
と
し
て
、
わ

が
「
民
法
演
習
」
(
有
斐
閣
)
に
あ
た
る
も
の
で
は
、
切

qh刷、
cvzロ
m
g
E】
切
位
「

mo吋]』円
}
M
m
H
M

月
号

zwu-K凶口出・一
SumYHお
ω・
が
あ
る
。

(之)

基
礎
理
論

民
法
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
大
著
と
し
て
は
、
ロ

S
F
g
o
F
C
E
E
E
m
g
a
q
g円
問
。
ユ
江
戸
ゆ
ロ
岡
山
ゆ
円
宮

g
aロロロ
m-

74 北法 11(1・74)



同
憎
む

g
v旨
mo『
z
n
Z
河
内
約
伊
丹
即
日
師
、

HtL-mσσ
宮
内
田

σ円
。

g
ω
B丹『
R
町
民
的
。
昆
ロ

g
m
w
忌
8
・
口

¥
r
u
o
m
g
g
m沼田
nvWE--nyゅ
の
吋
ロ
ロ
色
印
m
g

s
m
m
g円
m
o
E
n
v
g
H同
R
Y
E
-
H
C
F
ロ¥N-
甲
信
反
骨
吋

3
v
g
E♀
g
p
n
v
g
R
E
1
5
m・
5
u
N
が
あ
る
。
ベ

I
マ
1
は
本
書
に
よ

り

直
ち
に
紹
介
が
な
さ
れ
た
(
第
一
巻
は
経
済
法
と
の
関
係
で
、
金
沢
・
法
協
七
O
巻一

戦
後
わ
が
国
で
も
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、

号
で
、
第
二
巻
上
は
、
矢
崎
「
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
」
時
報
二
五
巻
一
一
号
に
お
い
て
)
。
本
書
は
さ
ら
に
第
三
巻
と
第
四
巻
が
予
定
さ
れ
て
い
る

が
、
な
お
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
。
著
者
が
高
齢
で
あ
る
だ
け
に
、
気
の
も
め
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
前
掲
の
由
民
S
F
E
ロ
m
は
そ

の
代
用
を
な
す
し
、

ま
た
、
間
も
な
く
八
十
歳
を
迎
え
る
著
者
に
、
過
度
の
期
待
を
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
さ
て
本
書
は
民
法
の
基
礎

に
関
す
る
重
要
な
問
題
点
を
扱
っ
て
い
る
。
他
の
学
者
の
業
績
を
も
参
照
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
示
そ
う
。

第
一
巻
は
全
法
律
秩
序
に
お
け
る
民
法
の
地
位
を
J

論
ず
る
。

い
ま
、

西
ド
イ
ツ
で
は
、
私
法
学
は
重
要
な
危
機
に
遭
遇
し
て
い
る
。
私

法
学
は
法
学
中
の
王
座
と
し
て
の
地
位
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
ナ
チ
ス
は
乙
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
た
。

い
ま
ま
た
、
東
ド
イ
ツ
の
中
ま
で

迫
っ
て
き
た
社
会
主
義
化
と
闘
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
法
学
者
の
最
大
の
関
心
は
、
私
法
の
変
容
と
そ
の
独
自
性
の
認
識
に
あ
る
。

西ドイツ民法学の現況

第
一
巻
は
、
少
し
間
口
を
広
げ
す
ぎ
た
感
は
あ
る
が
、
現
在
に
お
け
る
私
法
の
地
位
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
同
様
な
問
題
は
、
と
く
に

私
法
と
公
法
と
の
関
係
如
何
と
い
う
観
点
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
冨
色
町

2
・
d
H】ゆえ山内野山口

E
n
v
g岡
山

R
Z
ロ
ロ
品
開

d
g可
R
F
F
E
S
は、

基
本
的
な
モ
ノ
グ
ラ
ブ
ィ
で
あ
り
、

ω-oZFMJ-4印可
on宮
山
田
切
巾
日
目
円
四
回

新
し
い
事
態
に
お
い
て
、

。時

OE--nvo吋
〈

2
4
S
Fロロ
m-NZ円
〉
V
唱
。
ロ
N
ロロ

m
ロ
ロ
仏
〈
母
国
ゅ
の
伊
丹
ロ
ロ
肉
〈

Oロ
OROロ丹
-wvog
河
ゅ
の
宮
ロ
ロ
仏
苛
立

4山門
司

onz・明
2
2
n沙門
即
時
同

こ
の
問
題
を
綜
合
的
に
論
じ
た
、

片野

z
a
2
5
3
R
U
]戸田
ω
は
、
一
九
五
三
年
度
の
私
法
学
会
の
報
告
で
あ
り
、
行
政
権
の
作
用
す
る
領
域
に
お
け
る
私
法
の
意
義
を
具

体
的
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
五
五
年
度
の
私
法
学
会
の
報
告
で
あ
る

mw尽
き
ロ
自
宅
ゆ
Y

N
ロ
B
〉
ロ

B
E
ロ
ロ
色
白
ヨ
マ

項
目
a
o
Z
5
0
5印
卑
宮
丘
町

R
宮
田

L
8叶
は

深
い
思
索
に
も
と
づ
く
論
文
で
あ
り
、
一
現
在
に
お
け
る
私
法
の
意
義
の
変
化
と
そ
の
独
自

j、
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鋭

性
を
、

と
く
に
公
法
と
の
関
係
で
論
証
し
て
い
る
。
文
章
は
難
解
で
あ
る
が
、

こ
の
間
題
に
関
す
る
西
欧
的
見
解
を
知
る
の
に
好
適
で
あ

る。

論

ぺ

I
マ
l
の
第
二
巻
上
は
、
民
法
の
理
論
史
・
学
説
史
を
と
り
あ
っ
か
う
。
現
在
の
ド
イ
ツ
で
は
、

こ
の
方
面
の
す
ぐ
れ
た
著
作
が
多

い
が
、
本
書
は
、
概
説
書
と
し
て
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

同
様
の
内
容
の
も
の
と
し
て
問
。

R
V巳
S
F
関口

gHMMWEロ
色
色
忠

そ
の
他

同
0
5
2の
VOMNRFFω-KF口
出
・
ぃ
志
向
山
∞
は
、
指
導
的
ロ

l
マ
法
学
者
の
手
に
な
る
も
の
で
、
ド
イ
ツ
民
法
に
至
る
ま
で
の
ロ

1
マ
法
の
発
展
を

詳
細
に
史
的
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
日
O
R
W
O
F
F
-
4民
話
各
g
m
g
n
E
n
v
g
母
吋

ZOENOW-HSN
は
、
近
世
私
法
史
の
テ
キ
ス
ト

と
し
て

本
来
次
項
で
論
ず
べ
き
で
あ
る
が
、

ま
た
開
立
】
内
君
。
-
F

私
法
の
思
想
史
と
し
て
最
高
の
詳
価
を
受
け
て
い
る
も
の
で
あ
り

。
円
。
官
同

R
宮
包

g
-
8
2砂町内出
O
E
R
v
g
c包
2
2
m
g
n開
HEMS-ω
・
〉
口
出
・
出
日
は
そ
の
中
に
多
く
の
私
法
学
者
の
評
伝
を
含
ん
で
い
て

重
要
な
文
献
で
あ
り
、
当
広
告
宮
♂
の
泣
百
円

H
R
ロ
ロ
仏
切
何
者
向
島
門
司
・
同

R
V
Z
Z
F
5
2ぽ円
5
5
5ロ
含

E
R
Eロ勺一ユ
S
R・2
E認め
mnvvhvF

5
g
も
同
じ
内
容
の
論
文
集
で
あ
る
。

さ
3

り
に

時
代
を
限
っ
た
も
と
し
て
、
吋
E
0
5
0・
巴

g

Z白昨日同一
R
宮
ロ
ロ
門
同
島
町

2
5旬以
gnyσ

岡
山
江
〈
仰
向
日

n
v
g
m
g
n
z
n
v
F
N
K
，Z白
・
巴
忠
は
近
世
自
然
法
の
意
義
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、

4
E
Z
-
E
U
N
Zユ
ロ
ユ
∞
門
広
島

g
宮
注
目

5
色
g
s

戸市町円
E
S
E
-
E宵
E
E
0
3・
。
母
国
耳
目
自
民
同
門
日
常
冨
丘
町

woao
司
E
-
F
m
gロ
島
田
山
口
明
弘
司
司
江
a

唱え

B
n
v
g吉
田
印
ぬ
ロ
∞
岳
山

F
H
8∞
は
公
法

学
者
ラ

I
パ
シ
ト
に
お
け
る
概
念
法
学
の
成
立
を
中
心
と
し
た
研
究
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
民
法
の
学
説
史
的
な
研
究
は
、
当
然

と
く
に
ロ

S
F
ロ
自

K
B
G
B
の
性
格
論
、

乙
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
文
献
の
ほ
か
、

さ
ら
に
は
そ
の
後
の
変
質
に
ま
で
及
ぶ
。

σe-moユ
W
Vゅ
の

22Nσ
ロ
nv
宮内田
R
C
o
m
oロ
者
向
け
司
皆
民
民
巴
包
戸
民

g
o『門田命的色
OHM神
的
。
ぴ
ぬ
ロ
切
の
戸
巴
旬
。
(
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行
五
十
年
記
念
祝
賀

講
演
)
と
ヨ

g
h
w
o
F
ロ
自
営

N
E
g。
身
ロ
弘
司

E
g
g
n
v
g
p・
芝
山
同
誌
の

v
g
m
m
g
R
g
n
F
2
5。
E
o
E
z
-
-
n
E
g
m
骨
司
自
。
母

3
2

明
治
以
来
の
日
本
民
法
学
の
再
検
討
の

。
20]広
島
邸
内
F
E
g
と
い
う
こ
つ
の
講
演
が
示
唆
的
で
あ
る
。

な
お
こ
の
部
門
の
研
究
書
は

7G 北法 11(1・7G)
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ト

説

(
卸
ぱ

と
-
フ

1
レ
シ
ツ
に
は

法
解
釈
に
つ
い
て
対
立

エ
ツ
サ

1
の
影
響
が
圧
倒
的
で
あ
る
。

西
ド
イ
ツ
の
私
法
学
者
聞
に
は

要
す
る
に

す
る
見
解
は
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
ず
、
先
人
の
業
績
を
後
人
が
発
展
さ
せ
る
と
い
う
面
が
顕
著
で
あ
る
。

こ
こ
に
、

わ
れ
わ
れ
は
ド
イ
ツ
法

論

学
の
伝
統
の
強
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
お
、
現
在
の
ド
イ
ツ
で
は
、
法
解
釈
の
客
観
性
を
確
保
す
る
も
の
と
し
て
、

か
つ
て
の
よ

う
に
唯
一
つ
の
要
素
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
多
面
的
な
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
何
々
法
学
と
い
う
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
強
い
て

す〈し、

;タえ
、 lま

自
然
法
の
影
響
が
い
ぜ
ん
強
く
、
ま
た
修
正
さ
れ
た
形
で
は
あ
る
が
、
利
益
法
学
が
中
心
的
地
位
を
占
め
(
と
く
に
グ
ェ
ス
タ
l

(
印
)

(

5

J

)

乙
れ
に
比
較
法
が
加
わ
る
(
エ
ツ
サ
ー
の
ほ
か
、
ツ
グ
ア
イ
ゲ
ル
ト
や
ベ
V

カ

1
0
な
お
、
ス
イ
ス
の
も
の
で
あ
る
が
、
口
三

R
E
2
2
w
m
n
y
e

件。ユルロ

ZHN2Eω
出ロハ同ロロ関口口

L
H
N
R
Z
2
2柱
。
町
長
出
口
問

wH由
日
む
は
こ
の
点
の
綜
合
的
研
究
で
あ
る
)
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
わ
が
国
に
く
ら
べ

生
産
的
で
は
あ
る
が
、

同
じ
伝
統
を
持
た
な
い
わ
が
国
に
ど
の
程
度
輸
入
で
き
る
か
疑
問
で
あ
ろ
う
。

(三)

近
世
私
法
史

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
き
わ
め
て
ア
ト
ラ
ク
テ
イ
ブ
な
こ
の
新
し
い
ジ
ヤ
ジ
ル
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
禄
弥
教
授
に

よ
り
全
貌
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
(
季
刊
法
律
学
一
一
一
一
号
五
九
頁
以
下
、
お
よ
び
「
ド
イ
ツ
近
代
私
法
史
学
り
発
達
L

比
較
法
研
究
二
ハ
号
)
、
こ
乙
で

こ
の
部
門
マ
は
、
す
で
に
富
。

z
Z
F
の
E
E
N
8
0
品
。
吋
ロ

E
S
P
-
g昨日
n
y
g
m
O
R
E
n
z
F
E邑
U

M
司

FOR-8F

は
簡
単
に
止
め
よ
う
。

同】江〈
M
W

同誌の

v
g
m
g
n
E
n
v
g
仏

R
Z
Oロ
NOR-HCUN(本
書
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
鈴
木
教
授
に
よ
る
撫
訳
が
す
す
め
ら
れ
て
い
た
が
、
近
く
刊
行

の
予
定
と
の
こ
と
ご
当

g
g
g叶
m
w
z
g角
ゆ
巴
巾

E
R
E
P
-
g同日
n
v
g
m
g
n
E
n伊
丹

P
H
C
S
と
い
う
三
冊
の
体
系
書
で
出
て
お
り
、
な
か
で

も
、
ヴ
イ
ア
ッ
カ
刊
の
も
の
は
古
典
的
評
価
を
受
け
て
い
る
が
、
難
解
す
ぎ
る
た
め
、
一
般
の
学
生
に
は
む
し
ろ
グ
ェ

1
ゼ
シ
ベ
久
門
が

推
薦
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
鈴
木
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
近
世
私
法
史
と
い
う
と
わ
れ
わ
れ
は
制
度
史
を
思
い
う

か
べ
る
が
、
西
ド
イ
ツ
で
は
ヴ
ノ
ア
ッ
カ

I
K
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
思
想
史
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
(
こ
の
行
き
方
が
正
当
で
あ
る

と
す
る
学
者
も
あ
る
。
た
と
え
ば
チ
l
乙
、
制
度
史
は
大
綱
が
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
Q

制
度
史
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
個
別
的
研
究
に

78 北法 11(1・78)



f 

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

乙
の
点
で
、
パ
イ
ア
I
レ
(
∞
巾
ヨ
ュ
と
と
ク
シ
ケ
ル
〈
関

E
Z
}
)
の
編
集
に
か
か
る
「
近
世
私
法
史

研
究
明

aamnvzロ
m
g
N己
吋
ロ

2
0
8ロ
句
ユ

g
同百円

UFZmo∞岳山
n
F
S」
叢
書
の
発
刊
が
注
目
さ
れ
る
。

今
日
ま
で
に
す
で
に
六
冊
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
内
容
を
略
述
す
る
と
、

2
a
s
s
-
巴ゆ同一叶『
4

司ゆ
mo
色
。
吋
巴
。
問
自
己

-w-gω
同
即
時
同
ロ
ロ
向
田
話
円
宮
u

巴
早
は
今
次
大
戦
に
戦
死
し
た

著
者
に
よ
る
中
世
以
来
の
財
団
法
の
学
説
史
的
研
究
で
あ
り
、
国

q
g
mロロ

H
h
B
m
p
p
g骨
5
2
8
R
Z
E
開示，
E
仲田仲

E
r
吉
田
一
洋
平

州

w-4庁内
W
吋

--nymロ
同州

R
Z
2
v
g江
9
5
E
は
現
在
キ
ー
ル
の
教
授
で
あ
る
著
者
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
で
の

E
m
w
z
z
a芯
ロ
由
民
ぴ
色
丹
(
教
授
資
格

論
文
)
で
、
中
世
に
お
け
る
損
害
賠
償
理
論
の
研
究
で
あ
り
、

ω
n
v
s
a
N包
括
P
句。日目

N色
。
昆
ロ
ロ
ロ

m
ロ
ロ
仏
句
ユ
J
S可
R
F
F
E
U
U
は
近
世
私

法
に
対
す
る
警
察
法
規
の
役
割
を
詳
細
K
研
究
し
た
六
百
頁
に
近
い
そ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
で
あ
り
、
当

2
2
R
C
O
R
F
-
h
v
g
門田命的岡山

H・σ
g
n
z
g

百
。

2
2
5
w
v
g伊
丹
含
吋
河

R
m
z
z
p
H
C印
吋
は
ロ

I
マ
法
の
継
受
よ
り
、
十
八
世
紀
に
か
け
て
の
オ
l
ス
ト
リ
ヤ
各
地
の
相
続
法
の
実
証

的
な
研
究
で
あ
り
、
間
宮
崎

B
S
F
問。

N
8位
。
ロ
ロ
ロ
色
白

g
田
富
。
。
。
円
ロ
ロ
白
色
巾
円
釦
門
広
三
品
目
白
〉

D
Z
E
B
L
S∞
は
現
在
の
不
法
行
為
法
の
前

身
で
あ
る

mn同
芯
ぽ
阿
佐
〉

DEF--8
が、
J

ロ
I
マ
法
継
受
と
ヲ
l
ス
ス
・
モ
デ
ル
ヌ
ス
の
時
代
に
如
何
な
る
運
命
を
辿
っ
た
か
を
、
当
時
の

判
例
を
中
心
と
し
て
研
究
し
た
も
の
で
あ
り
、
口
付
回
目

0
5
2目
F
巴

OHhmw昨
日
仏

g
出
口

m
o
C
8
5
H印
4
。
包
〈
命
日
胃

R
V
O
H
Y
E
S
は
グ
ロ
ヰ
ノ

ヲ
ス
の
約
束
理
論
の
中
に
、
近
代
的
契
約
法
の
基
礎
理
論
の
成
立
を
探
求
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
は
一
般
に
若
い
学
者
の
手

商ドイツ民法学の現況

に
な
る
も
の
で
あ
り
、
彼
等
の
研
究
関
心
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
と
も
に
、

こ
の
方
面
で
の
ド
イ
ツ
私
法
学
の
発
達
を
約
束
す

る
も
の
で
あ
る
。

個)

教
科
書
・
註
釈
書

民
法
全
体
を
蔽
う
教
科
書
と
し
て
は
、
戦
前
よ
り
権
威
の
あ
っ
た
開
口

5
2
R
5
a呂
志
i

君
。
毘
の
も
の
が
、

親
族
法
を
除
き
、

そ
れ
ぞ
れ
改
訂
版
を
出
し
て
い
ぜ
ん
指
導
的
地
位
を
占
め
て
い
る
ほ
か

戦
後
新
し
く
∞

R
W
社
よ
り
出
版
さ
れ
た

い甲信江田丹

EHVO
関口吋
N
h
o
y円
ぴ
片
付
宮
門
と
題
す
る
叢
書
が
あ
る
。
後
者
の
中
に
民
法
は
全
部
揃
っ
て
お
り
、
執
筆
者
に
人
を
得
る
と
と
も
に
、

守主j

人2

ぜJ

79 北法 11(1・79)



説

定
価
が
比
較
的
安
価
の
た
め
、
利
用
率
は
高
い
。
し
か
し
、

以
上
の
教
科
書
も
内
容
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
い
る
の
で
、
各
部
門
で

取
扱
う
乙
と
に
す
る
。

論

ヨ
シ
メ
シ
タ
ー
ル
は
あ
い
か
わ
ら
ず
賑
や
か
で
あ
る
Q

m
u
s
s
-
F
E
E
g
g
g
g円
N
Z
B
切
の

W
N
-
E白
・
居
留
の
両
者
が
便
利
で
あ
り
、

一
冊
に
ま
と
め
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
吋
向
込
山
口
己
?
一
回
O
P
E
-
K
F
Z白・
M
m
w
o
o
u

さ
ら
に
大
ゴ
シ
メ
シ
タ
ー
ル
の
う
ち
、
現
在
新
版

が
刊
行
中
の
も
の
と
し
て
は
、

ω同州吉弘山口
mhw吋
(
H
H

・
〉
口
出
・
)
・
問
。
河
合
同
・
〉
口
出

)Uω
。。吋
moナ
問
。
宮
ユ
(
中
・
〉
口
出
・
)
の
三
種
が
あ
る
。

乙
の
v

つ

ち、

ν
ュ
タ
ヲ
デ
イ
シ
ガ
ー
と
ゼ
ル
グ
ル
u
ジ
I
ベ
ル
ト
の
両
者
は
、
多
く
の
学
者
が
協
力
し
て
い
て
理
論
的
水
準
が
高
い
。
前
者
で
は
、

ゴ
I
イ
シ
グ
の
手
に
な
る
総
則
編
、
ぺ

1
マ
l
と
レ

l
マ
シ
が
協
力
し
て
い
る
相
続
編
が
こ
れ
に
あ
た
り
、
後
者
で
は
、
ジ

1
ベ
ル
ト
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
民
法
二
四
ニ
奉
〈
信
義
則
)
が
代
表
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

乙
の
ゴ
シ
メ
シ
タ
ー
ル
は
、
編
集
者
の
ジ

I
ベ
ル
ト
が
第
一

巻
の
出
た
後
に
急
死
し
た
の
で
、
今
後
の
難
行
が
予
想
さ
れ
る
。

(li) 

雑

民
法
関
係
の
論
文
の
掲
載
さ
れ
て
い
る
雑
誌
で
、
本
文
中
に
略
語
で
引
用
し
た
も
の
に
つ
い
て
、

一
言
す
る
。

誌、

k〉戸

rの白司?uk〉旨F可同
Rの
vE-守4
冨吋色骨ぽの丘号即守4
口巴凹凹

は
民
法
.
商
法
.
民
訴
に
関
す
る
本
格
的
な
論
文
を
掲
載
し
て
い
る
。
戦
後
、

一
八
二

O
年
に
創
刊
さ
れ
た
i

古
い
雑
誌
。
当
初
は
実
務
家
向
き
で
あ
っ
た
が
、
現
在

四
九
年
よ
り
復
刊
し
、
六

0
年
度
は
一
五
九
巻
自
に
あ
た

る
。
発
刊
は
年
六
因
。
書
評
欄
も
充
実
し
て
お
り
、
本
稿
全
体
は
こ
れ
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
な
お
、
現
在
の
編
集
者
は
イ

1
ゼ
バ

(同

E
E
で
あ
る
。

司
自
信
河
N
H開

V
O
C
E明
白
目
白
砂
町
出
同
尚
一
昨
4
m
gロロロ色町抽出叫ん
g
E
n
v
g
m
R
Z・

判
例
と
実
務
的
論
文
を
中
心
と
し
た
雑
誌
で
あ
る
が
、 家
族
法
に
関
す
る
専
門
誌
。

本
文
一

O
九
頁
参
照
。

最
近
は
理
論
的
論
文
も
多
い
。

M
N
U同
民
民
団
品
川

g
M
N
a
C
M旬開・

戦
前
の
り

g
g
n
g

同

C
号
同

OEO-Zロ
ぬ
の
後
身
で
あ
る
が
、
戦
後
、
四
六
年
に
発
刊
さ
れ
た
二
つ
の
雑
誌
、
盟
主

2仲
田

n
Z
E
3
Z
5
2
Eロ
聞
と

F
E
m
n
y
o
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河内

wnygtN巳
仲
良
官
即
時
同
が
合
併
し
て
、

五
一
年
度
よ
り
吉
江
田
同

g
N
a
Eロ
ぬ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
発
刊
は
月
二
回
。

Z
]司
司

u
z
o
c
o
M口
氏
凹
忠
良
F
0
4『
R
E
g
n
E
P

理
論
的
論
文
は
之
し
い
。

戦
前
の

E
号
4

判
例
速
報
を
主
た
る
目
的
と
す
る
雑
誌
。

寄
与
。
君
。

n
v
o
g
n
v吋
日
常
の
後
身
で
あ
る
。
文
字
通
り
週
刊
。

同州印ぴ

mw-mNuNO芹∞
n
F円
民
同
剛
院
円
山
口
∞
窓
口
門
出
回
の
F
h
w
m
w
E
D
a
g
g円
ロ
由
民
O
ロ
即
日
ゆ
印
刷
ν
1
4
m可
巾
円
伊
丹
・
カ
イ
ザ

1
・
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
(
現
マ
山
γ

ク
ス
・
ブ
ラ

ン
ク
)
外
国
私
法
お
よ
び
国
際
私
法
研
究
所
の
機
関
誌
と
し
て
、
一
九
二
六
年
に
ラ

1
ペ
ル
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
。
世
界
有
数
の
比
較

法
雑
誌
で
あ
る
。
戦
後
は
、
一
五
巻
目
に
あ
た
る
四
九
年
よ
り
復
刊
さ
れ
た
。
編
集
者
は
現
研
究
所
長
の
デ
レ
(
己
主
め
)
。
四
季
刊
で
あ
る
。

民

総

法

パ
M
U
V

H
只

(ー)

教
科
書

民
法
総
則
編
は
ド
イ
ツ
民
法
典
の
誇
り
で
も
あ
っ
た
が

比
較
法
的
に
追
随
者
が
乏
し
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
(
最

近
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
改
正
事
業
で
も
総
則
編
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

p
v
a
w
m
o
n
E
2
2四
-Eロ
r
g
L
O
切
刊
日

2
E口問
B
5
R
L
Oロ
(UDL巾

2
2
7
5
L
【凶器

切
出
同
開

Rrnro
の
22NH)ロ
nr・
〉
ロ
司

E
p
h肝バ
可
、
刊
)
、

ナ
チ
ス
時
代
に
は
そ
の
解
体
が
遂
行
さ
れ
た
c

戦
後
、
講
義
課
目
と
し
て
民
法
総
則
の
復
活

を
見
た
け
れ
ど
も
、
新
し
い
事
態
の
下
で
民
法
総
則
の
講
義
を
し
、
教
科
書
を
書
く
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
学
者
に
と
っ
て
も
至
難
の
業
で
あ

西ドイツ民法学の現況

る

そ
の
た
め
か

と
の
部
門
で
は
教
科
書
と
し
て
は
次
の
三
種
し
か
な
く

し
か
も
そ
の
二
つ
は
戦
前
の
も
の
(
初
版
は
第
一
次
大
戦
前

に
さ
か
の
ぼ
る
)
の
再
版
で
あ
る
。

回
出
口
ロ
巾
の
nmw門口凹
a
Zぽ
U
向島
ouJLPZmmH出
企
ロ

σ円
、
円
ゆ
口
会
話
回
目
世
円
相
阿
巾
ユ

Hnvoロ
H
N
o
n
v
z
-
N
切
色
。

.Hω
・
切
ゆ
山
門

σ
2
Zロ
m
u
E
ω

川町。。
umw件当
hw
]{U1ccω
・

rwFHHMmDP
〉
--mゆ
g
aロ
ゆ
吋
吋
0口
弘
mw凹
切
の
戸
]
戸
-
k
r
g白・

5
g
w
h
c
ω
・

FhwHMmp
切
の
切
-
k
v
ロ
m
o
E
Eロ
q
H，o
P
A
P
-
K戸口出・

5ω

∞"ω

。。ω
・
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一 一一→一市一一--ーヮァ 一一一

こ
の
う
ち
、

(
計
ゾ

エ
シ
ネ
タ
ツ
エ
ル
ス

l
一
ツ
パ

1
ダ
イ
の
も
の
は

す
で
に
戦
前
に

戦
前
か
ら
代
表
的
教
科
書
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で

ニ
ツ
パ

1
ダ
イ
の
版
が
で
て
い
た
。
戦
後
の
第
十
四
版
で
は
徹
底
的
に
書
き
改
た
め
ら
れ
、

上
下
二
巻
と
な
っ
た
。

一
ツ
パ

I
ダ
イ
は
進

論

歩
的
傾
向
を
有
す
る
指
導
的
私
法
学
者
で
あ
り
、
本
来
概
念
法
学
的
で
あ
っ
た
本
書
は
、
伎
に
よ
っ
て
新
し
い
方
法
と
問
題
を
も
っ
た
も

の
に
生
れ
変
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
彼
自
身
に
よ
る
新
説
、

た
と
え
ば
基
本
権
の
第
三
者
に
対
す
る
効
カ
(
拙
稿
「
ポ
ン
基
本
法
と
契
約
の
自

由
」
北
法
一

O
巻
松
岡
教
授
送
取
記
念
特
輯
号
所
収
参
照
)
、
意
思
表
示
理
論
に
お
け
る
の
巴

E
ロ
m∞F
O
R
-由、

刑
法
上
の
目
的
行
為
論
を
民
法
の

違
法
行
為
理
論
へ
導
入
す
る
試
み
(
不
法
行
為
の
所
で
後
述
)
な
ど
が
あ
っ
て
、
学
界
に
大
き
な
波
紋
を
投
じ
た
ほ
か
、
他
の
学
者
の
新
説
を

い
ち
早
く
採
用
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
ラ
l
レ
シ
ツ
の
行
為
基
礎
論
(
拙
稿
「
私
法
の
一
般
理
論
と
し
て
の
行
為

基
礎
論
」
私
法
一
八
号
一
ニ
三
↑
ヒ
一
(O).}=
二
頁
参
照
)
や
、

ジ

l
ベ
ル
ト
の
失
効
の
理
論
(
成
富
「
権
利
の
自
壌
に
よ
る
失
効
の
原
則
」
昭
和
一
二
一
一
年
)

用
が
乙
れ
に
あ
た
る
。
要
す
る
に
本
書
は
私
法
全
体
の
総
論
に
値
す
る
唯
一
の
書
物
で
あ
り
、
本
書
を
抜
き
に
し
て
ド
イ
ツ
民
法
総
論
を

語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
こ
の
た
め
に
分
量
が
増
大
し
、
最
近
の
第
十
五
版
は
上
下
で
千
七
百
頁
と
な
り
、
も
は
や
通
読
が
不
可
能

と
な
っ
た
o
v--内の
初
版
も
速
く
一
九

O
九
年
に
さ
か
の
ぼ
る
Q

同
一
人
に
よ
っ
て
同
一
教
科
書
が
五
十
年
間
に
わ
た
っ
て
書
き
直
さ
れ
よ
乙

そ
の
構
成
は
、
当
初
よ
り
必
ず
し
も
民
法
典
の
順
序
に
従
わ
ず
、
教
育
的
配
慮
が
払
わ
れ
て
い

と
は
、

わ
れ
わ
れ
に
と
り
驚
異
で
あ
る
。

た
。
し
か
し
内
容
は
今
回
で
は
保
守
的
で
あ
り

一
般
に
新
学
説
に
は
好
意
を
示
し
て
い
な
い
(
と
く
に
伝
統
的
法
律
行
為
理
論
を
固
執
し
、
一
事

実
的
契
約
関
係
理
論
に
反
対
し
て
い
る
点
が
典
型
的
、
後
述
)
。
と
も
あ
れ
、

レ
I
マ
シ
は
ド
イ
ツ
民
法
学
界
の
最
長
老
で
あ
り
、
本
書
は
分
量
も

適
当
な
の
で
、
教
科
書
と
し
て
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ハ回一
v

-
フ
シ
グ
の
も
の
は
、
戦
後
ペ
ツ
ク
社
の
叢
警
の
一
冊
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
-
フ
シ
グ
は
ナ
チ
ス
時
代
か
ら
大
い
に
活
躍
し
、

82 ~t法 11 (1・82)
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と
く
に
相
続
法
改
正
委
員
会
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
が
、
本
書
に
そ
の
面
影
は
う
か
が
わ
れ
な
い
。
本
書
は
全
体
と
し
て
や
や
簡
単
す
ぎ

て
、
特
色
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
と
の
部
門
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

ω片
山
口
島
町

Mm巾吋自の。片岡
Mm
の
ゴ
シ
メ
シ
タ
ー
ル
が
量
的
に
も
質
的
に
も
す
ぐ
れ
て
お
り
、

す
る
と
と
が
で
き
な
い
。

(.:) 

個
別
的
研
究

(1) 

人
・
人
格
・
人
格
稼

民
法
総
一
則
上
の
問
題
と
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
人
司

2
8ロ
」
、
「
人
格

pw円
急
巳
-
n
V
W
2己
、
「
人
格

権
問
ν
再開

g-wyvno伊
丹
凶
古
島
神
」
f

に
日
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。

乙
れ
は
現
在
ド
イ
ツ
私
法
学
の
最
大
の
問
題
で
あ
る
。

こ
の
間
題
が

νリ
ア
ス

に
論
ぜ
れ
ら
る
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
で
は
ナ
チ
ス
時
代
に
人
格
が
完
全
に
無
視
さ
れ
た
。
戦
後
の
自
然

法
の
再
生
は
、
同
時
に
人
間
性
の
復
活
で
あ
っ
た
。

し
か
も
今
や
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
人
間
性
の
否
定
(
と
彼
等
は
考
え
る
)
と
闘
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ボ
シ
基
本
法
一
条
、
二
条
は
こ
れ
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
Q

以
上
の
こ
と
は
、
法
的
に
は
「
人
」
や
「
人
格
」
の
概

念
に
つ
い
て
の
再
評
価
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
。
と
く
に
人
格
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
保
護
に
つ
い
て
、
人
格
権
の
問
題
が
大
き
く
ク
ロ

I

こ
の
点
の

B
G
B
の
規
定
は
不
備
で
あ
る
。

こ
こ
に
乙
の
問
題

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
と
れ
は
現
在
世
界
共
通
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
も

西ドイツ民法学の現況

が
、
解
釈
上
も
大
い
に
論
ぜ
ら
れ
る
必
然
性
が
あ
る
。

ま
ず
、
人
や
人
格
に
関
す
る
法
的
概
念
の
理
論
的
分
析
を
す
る
も
の
と
し
て
は
、
。
C
5
m
p

巴
日
問
。

n
v
z
g噴
出
品

2
5
8
R
E
-
n
F
B

句

R
gロ
ロ
ロ
門
同
品
目
。
吋
回
路
耳
目
。
ロ
色
町
『
冨

g切の
FBEn-HF
切ゆ伊丹円

mwmN己
認

ω・同ロ円巾吋

E
昨日。

E
Zロ
問
。
ロ
ぬ
『
ゆ
め
苫
叶
嗣

N
R宮
2
R
m
s
-
n
gロ
m
E

(
崎
一
》

H
L
。
ロ
品
。
P
H
u
g
u
J君

2
8吋白州出回
p
p肖
由
。
回
ロ
ロ
仏

pw吋
由
。
己
主
H
W
色
丹
回
目
白
調
。
吋

Z
B
N
-
i
-吋
ゆ
n
y
p
H
C
U
叫
が
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
て
真
新
ら
し

い
結
論
が
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
・
が
、
基
本
的
な
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
後
者
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
法
上
の
人
の
概 逸
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説

念
は
権
利
能
力
の
主
体
と
し
て
意
味
を
も
つ
が
、
。
。
ロ

Hm円
Y
H
E
Z広
E
M
g
ロ
ロ
仏
の
ゆ

B
O
E
R
E
P
B
骨
門
司
ロ
〈
伊
丹
円
宮
宮

g
Eロ
ロ
ロ
肉
色
町
田

同∞・

5
む
宮
内

S
E
E
S
巴
・
』
島
岳
ロ
ロ
内
同
ゆ
え
印
u

巴
旬
。
は
、
す
べ
て
の
人
聞
に
権
利
能
力
を
附
与
し
た
の
は
オ
!
ス
ト

H
ヤ
民
法
典
が
最
初

論

で
あ
り
、

そ
れ
に
は
カ
シ
ト
哲
学
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
立
証
し
た
論
文
で
あ
る
。
な
お
、
前
掲
ゴ

1
イ
シ
グ
の
論
文
に
も
、

概
念
の
歴
史
的
叙
述
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
権
利
概
念
に
つ
い
て
の
比
較
法
的
研
究
も
有
益
で
あ
り
、
。
。

E
m
J
T
5
8ロ
h
sロ
E
g
w
一O
B

回ロ

σ吉田内包
4
0
河
内
の
宮
ロ
ロ
仏
骨
円
河

R
Z
g
n
vロ仲
N
a
2
p
w吋由。ロロ円
v
w
m
F
一
戸
田
市
町
は
一
九
五
八
年
の
ド
イ
ツ
比
較
法
学
会
に
お
け
る
ド
イ
ツ
、

イ
ギ

D
ス
、
ス
エ

l
Jア
シ
の
法
学
者
の
報
告
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
権
利
能
力
に
つ
い
て
は
、
君
。
民
ロ
・

2Mwi。

zw〉
民
ω
ロぬ

民
白
内
凶
同
出
品

o
a
o吋同一命
n
v
z
E
E
m
w
o
x
母
聞
記
。
ロ
印

n
y
o
p
H担
切
と
い
う
注
目
す
べ
き
モ
ノ
グ
ラ
ブ
イ
が
あ
る
。
こ
れ
は
医
師
ナ
ワ
ヨ
!
ク
ス

と
私
法
学
者
ヴ
オ
ル
フ
と
の
共
著
で
、
人
の
権
利
能
力
の
始
期
お
よ
び
終
期
に
つ
い
て
、
ま
ず
ナ
ク
ヨ

l
ク
ス
が
、
医
師
の
立
場
か
ら
現

行
法
の
難
点
を
指
摘
し
、
ヴ
オ
ル
フ
が
法
律
家
と
し
て
そ
れ
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ヴ
オ
ル
フ
も
自
然
法
の
立
場
か
ら
現
行

法
に
対
し
批
判
的
で
あ
り
、

と
く
に
胎
児
に
対
し
一
般
的
に
権
利
能
力
を
認
め
る
べ
き
乙
と
を
主
張
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
人
格
権
の
問
題
に
移
ろ
う
。

こ
こ
に
現
在
ド
イ
ツ
私
法
学
の
最
大
の
焦
点
が
あ
る
。
出
発
点
は
、
人
格
権
を
一
般
的
に
は
承

ζ

れ
が
現
在
の
法
生
活
に
適
合
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

認
せ
ず
、
し
か
も
不
法
行
為
の
要
件
を
制
限
し
て
い
る
B
G
B
に
あ
る
。

ま
ず
学
説
上
、
一
般
的
人
格
権
が
現
行
法
上
(
と
く
に
基
本
法
一
条
一
一
条
の
下
で
)
承
認
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
た
Q

授
フ

1
プ
マ
シ
(
間
企
ロ
ロ
岳
民
己
「
宮
古
ロ
〉
の
り

mw印刷
vq息
ロ
ロ

n
v
r一日仲間
BnvFH8ω
が
こ
の
点
の
基
礎
的
な
モ
ノ
グ
ラ
ブ
ィ
で
あ
り
、

エ
ル
ラ
シ
グ
シ
の
新
鋭
教

パ
ー
ダ
イ
を
は
じ
め

多
く
の
私
法
学
者
の
賛
成
を
え
た

(
た
、
た
し
、

FRmHMNw

ロg
m
-
K
O
B
Eロ
め
吋
今
回
び
ロ

u
n
r
r
2
2
B
n
Z
仲
間
H
m巾
口
「
お
《
目
白

ロロ叩同

-E}MHg
忠
告
ι
Zロ
m
o
p
z
-話
回
目
u

日

NN
は
一
般
的
人
格
権
概
念
に
反
対
。
エ
ツ
サ
ー
も
同
旨
)
。
判
例
も
こ
の
道
に
従
い
、
著
々
人
格
権
概
念

を
拡
張
し
た
。
こ
う
し
た
中
に
、
人
格
権
保
護
の
必
要
は
ま
す
ま
す
痛
感
さ
れ
る
。
と
く
に
、
近
代
的
技
術
、
マ
ス
コ
ミ
の
発
達
は
、
個
人

人
格
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の
名
誉
や
経
済
的
評
判
を
侵
す
可
能
性
を
増
大
さ
せ
、
さ
ら
に
プ
ラ
イ
パ
ジ

I
の
侵
害
が
現
実
的
と
な
っ
た
。
「
二
十
世
紀
中
葉
に
お
け
る

ド
イ
ツ
私
法
学
」
と
題
し
た
レ

1
マ
シ
八
十
歳
記
念
論
集
中
の
民
g
w
p
v
g
g告
げ
待
。
ロ
ロ
己

g
a
2
5
J
u
n
F
E
w
-
明

g

Z

E斥
宮
司

国
-
T
w
v
g釦ロ
P
回
色

-H・
5
8
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
。
フ
ラ
イ
パ

V
I
権
に
つ
い
て
の
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
論
文
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
一
九

五
七
年
秋
ジ
ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
ブ
で
聞
か
れ
た
法
嘗
大
会

G
5
5
5ロ
宮
町
)
は
、

そ
の
テ

I
マ
の
一
つ
と
し
て
「
現
行
法
の
諸
規
定
は
、
と
く

に
近
代
的
報
道
手
段
の
発
展
と
関
連
し
て
、
私
生
活
を
秘
密
暴
露

(
H
E尻
町
呂

S)
か
ら
守
る
た
め
に
充
分
で
あ
る
か
?
」
と
い
う
問
題
を

選
び

あ
ら
か
じ
め
プ
ス
マ

y

a己
8
5
E
S
の
詳
細
な
意
見
書
を
発
表
し
た

(。Ep
n
r
g
L
R
J
1
2
Eロ
b
c口
市
川
め
ロ

L
O
m
b

・。2
2
n
r
g

M
Z
1
ω
符
ロ

g!由
。

mw]戸由
印
、
吋
)

Q

こ
れ
と
前
後
じ
て
、
同
巾
ロ
ク
ロ
q
ω
n
v
E
N
己
q
℃
耳
目
。
己

-
n
y
g
巴
凶
吋
巾
ロ
ロ
仏
含
目
当
日
ユ
印
岳
山
内
E
n
v
o口
問
丘
町
印
即
日

聞
い

H・守山門司巾
n
v
p
s
u吋
(
判
例
を
中
心
と
し
た
も
の
)
や
出
口

σHHHmwロ
P
U
R
N
一i-吋
R
Z
-
w
v
o
ω
n
v
E
N
門
日
常
司

2
思
ロ
ロ

nyw色丹
mmwmmロ
同
ロ
門
出
回

WBt

位
。
ロ
」
N
切
口
〉

U
N
H
(
解
釈
上
も
人
格
権
保
護
は
充
分
で
あ
る
が
、
立
法
は
よ
り
望
ま
し
い
と
す
る
も
の
)
が
発
表
さ
れ
た
。

(

町

)

〈

剖

〉

ツ
パ

l
ダ
イ
と
-
フ

l
レ
シ
ツ
が
報
告
を
し
、
討
論
が
行
な
わ
れ
た
。

さ
て
法
曹
大
会
で
は

ニ
ッ
パ

I
ダ
イ
は
現
行
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
、

私
生
活
の
保
護
は
充

分
で
あ
る
の
で
、

立
法
の
必
要
性
な
し
と
し
た
が
、

-フ

1
レ
シ
ツ
は
反
対
に
立
法
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
結
局
、
ラ

I
レ
シ
ツ
の
見
解

が
大
勢
を
占
め
、
局
面
は
民
法
改
正
へ
と
展
開
す
る
(
〈
2
z
z
-
5
m
g
去
切
除
・

0
2
5
r
S
7
2
5
5£
F

E

戸
口
同
開
)
。
ラ

I
レ
シ

西ドイツー民法学の現況

ツ
説
が
勝
利
を
得
た
理
由
の
一
つ
は
、

B
G
B
で
は
精
神
的
損
害
を
一
般
的
に
認
め
な
い
点
に
あ
っ
た
が
、

五
八
年
の
判
例
は
ニ
ツ
パ

1

ダ
イ
に
従
い
、
人
格
権
の
侵
害
の
場
合
に
も
慰
籍
料
を
認
め
た
ち
0
5
m咽
N
R
肘
主
主
円
E
E
m
r
:
5
Z円互山口
r
g
pロ
E
r
F
Z
g
n
r
z仲間
r

M
N
g
u
E
g。
し
か
し
、

(
と
く
に
、
刃
包
己
戸
円
L
C
U
R
∞
可
。
ユ
ロ
日

LOロ
旬
。
ロ
αロ
F
H
F

〈

叫

)

日向。伊丹
mmnrEN
ロmw
円
r
r
B
剛
耐
え
開

HOロおロ
ω三
者
百
円
同
仏
E
H
Wロロ牛
2
1
2
-
N
B
5
5件。同
EHHHmu
』

N
印

my
台
・
な
お
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
教
授
は
、
戦
前
よ
り
人
格
権
の
研

な
お
学
説
の
多
く
は
立
法
の
必
要
性
を
と
い
て
い
る

究
に
従
事
し
て
お
り
、

U
S
F円
払
ロ
-
w
r
r
a
g
B
n
E
5
L
R
m
m
F
O
E
S
M
N
R
E
S
Eロ
E
m
w
H
S
H
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
業
績
で
あ
る
)
。
か
く
し
て
、
い 一
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ま
民
法
改
正
案
が
国
会
で
審
議
さ
れ
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
法
案
の
内
容
は
、
民
法
一
二
条
(
民
名
権
)
を
改
正
し
て
一
般
的
人
格
権
を
規

定
し

一
一
二
条
以
下
(
現
在
廃
止
)
に
個
別
的
人
格
権
の
保
護
を
規
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
不
法
行
為
の
規
定
も
改
正
し
、
と
く
に
慰
籍
料

輸‘

を
認
め
た
も
の
で
あ
る
(
同
s
g
r
u
R
H
Wロ
ミ
ロ
民

E
ロ
冊
目
。
2
2
N
2
8円

Z
E
C
Eロ
ロ
ロ
四
品
開
由
自
丘
町
出
口
E
H口
E
ロ

F
2
3
z
h
F
Z
T
E
L
巴
肖

8
・

田口
γ
E
5
9
』
N
E
w
印
民
)
。
こ
の
よ
う
な
民
法
改
正
に
対
し
、
政
策
的
な
反
対
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
人
格
権
の
保
護
の
強
化
は
必
然
的
に

言
論
の
自
由
の
制
限
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
報
道
関
係
者
か
ら
の
反
対
が
予
想
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
Q

と
の
問
題
を
扱
う
も
の
と

し
て
は
円
。
自
oF
勺
耳
目
αロロ
n
v
w
a
z
R
F
E
N
Cロ
己
冨
命
日
ロ
ロ
ロ

m団内吋
a
z一
タ
巴
留
が
あ
る
ほ
か
、
開
2
2
q
-
一句。門的。ロ

-RYWmw山門田由
V
E
N
ロロ仏

HMHJ080州
諸
宮
市
町

F
Eき
い
の
。
zm-
何回凶吋ゆロ∞

n
v
E
N
C
D仏
F
・2
凹

q
m
n
z・
】
じ
き
と
い
う
こ
つ
の
パ
シ
フ
レ

y
ト
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

lと

立
法
の
た
め
に
は
比
較
法
も
必
要
で
あ
る
。

最
近
マ
ッ
ク
ス
・
プ

前
述
の
五
八
年
の
比
較
法
学
会
の
報
告
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、

-
ブ
シ
ク
比
較
私
法
研
究
所
よ
り
、

N
5
2
2
2
E
g
m
己
E
N
-
-
-
g
n
F
E各
自
司
2
5ロ
-wFW巴
門
的
ロ
ロ
己
開
F
5
5
n町
E
N
g
-
巴

g
と
い
う

詳
細
な
研
究
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
機
会
に
人
格
権
の
庭
史
的
研
究
も
有
意
義
で
あ
る
。

ω円
F
3
1
y
z
m
w
N
Z叶
の
g
n
v
w
z
m

ま
た

内
田

g
句。吋問。ロロ
nvwo日g
g
n伊
丹
田
山
口
回
忌
・
』
凶
}
回
『
VZロ
骨
3
・
KMn勺
HU∞
(
]
E
G
g
-
8
ω

は
こ
れ
を
果
し
て
い
る
。

以
上
が
人
格
権
に
つ
い
て
の
大

様
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
は
わ
が
国
で
も
切
実
な
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
多
く
の
学
者
の
協
力
に
よ
り
開
拓
さ
る
べ
き
領
域
で
あ
り
、

さ
し
あ
た
り
わ
れ
わ
れ
も
詳
細
な
研
究
を
発
表
す
る
子
定
で
あ
る
こ
と
を
一
言
す
る
(
な
お
、

最
近
、

法
律
時
報
二
二
巻
五
月
号
で
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
権
の
特
集
を
し
た
と
き
に
、
大
、
陸
法
が
完
全
に
無
視
さ
れ
た
Q

は
な
は
だ
不
当
な
編
集
で
あ
る
)
。

(2) 

か
つ
て
ド
イ
ツ
法
学
の
お
家
芸
で
あ
り
、
法
学
者
を
、
法
人
に
つ
い
て
何
か
書
い
た
こ
と
の
あ
る
人
と
、

な
い
人
と
に

法
人

二
分
で
き
る
と
さ
れ
た
ほ
ど
の
法
人
理
論
は
、
今
日
で
は
、
昔
日
ほ
ど
論
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
中
で
、

ω司
片
付
・
同
ゅ
の
宮
田
町
耳
目
ロ
ロ
仏

問。
ω吾
川
間
同
]
同
町
民

m
n
v
R
F
W吋
moロ
o
p
H
u
g
が
注
目
す
べ
き
モ
ノ
。
ク
ラ
ブ
ィ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ア
メ
り
カ
で
激
し
く
議
論
さ
れ
、
わ
が
商
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法
学
者
に
よ
っ
て
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
と
く
に
大
隅
「
会
社
の
法
形
態
の
濫
用
」
民
商
三
五
巻
六
号
は
本
書
を
引
用
し
た
研
究
)
法
人
格
否
認

の
法
理
に
関
す
る
ド
イ
ツ
判
例
を
中
心
と
し
た
比
較
法
的
研
究
で
あ
る
が
、
従
来
の
法
人
理
論
に
反
省
を
求
め
る
も
の
で
も
あ
る
(
な
お
、

ゼ

l
リ
ッ
ク
は
比
較
私
法
研
究
所
の
出
身
で
、
現
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
教
授
)
。
も
っ
と
も
、
現
在
の
ド
イ
ツ
で
は
、
法
人
を
劃
一
的
に
理
論
構
成
す

そ
れ
ぞ
れ
の
法
人
の
種
類
に
よ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に
お
い
て
具
体
的

κ考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が

有
力
で
あ
り
、
ミ
ユ
ラ
!
フ
ラ
イ
エ
シ
フ
エ
ル
成
v

(

宮
巳
HOH'Hり
3
2
0
F
)
の
本
書
に
対
す
る
詳
細
な
批
判

(
N
R
F
E
o
g
S
E
m
o
E
5
5

べ
き
で
は
な
く
、

3UZHnr四
丘
、
宮
ニ
ロ
ユ
注
目
n
r
g
M
V
2
8
5ロ
吉
岡
ν
z
g可
R
Z・
〉
ロ
匂
広
少
印
NN)
が
乙
れ
を
代
表
す
る
。

こ
の
見
解
の
方
が
よ
り
注
目
に
値
す

る
。
そ
れ
は
、
最
近
に
お
け
る
わ
が
園
の
動
向
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
の
方
が
な
お
一
歩
進
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

(3) 

法
律
行
為

乙
れ
は
一
ド
イ
ツ
民
法
総
則
の
中
心
的
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
中
核
を
形
成
す
る
意
思
表
示
理
論
は
、

九
世
紀
普
通
法
学
の
結
実
で
あ
る
と
と
も
に
、
当
時
の
社
会
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
に
お
け
る
社
会
構
造
の
変
革
は
、

乙
の
部
門
に
最
大
の
打
撃
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
行
為
基
礎
論
と
事
実
的
契
約
関
係
論
の
始
頭
は
ま
さ
に
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
し

こ
の
二
つ
の
問
題
は
債
権
法
で
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
総
則
プ
ロ
パ

l
の
問
題
に
か
ぎ
る
こ
と
に
す
る
。

す
で
に
論
じ
っ
く
さ
れ
た
か
に
思
わ
れ
た
錯
誤
論
に
つ
い
て
盟
ロ

B
P
思
想
ロ
∞
与
え
仲
田
町
ユ
C
B
ロ
ロ
己
関

E
F
E色
が
現
わ
れ
た
。
本
書

か
し

況現の学法民ツイロ'濁
一
凹
n
E
r
5
g
E
d
E
F区間一一同区ロ問問片岡三回目
w司
開
閉
仲
間
島
同
片
岡
ユ
母
国

-
F
m
v
g
gロト・
ω-NHωlNgu
切門

DHUU目
。
何

5
2
r
H皆
宮
口
問
門
田
巾
H
H
ロ
Z
B
g民
2
r
g
m
w

lま

デ
ー
テ
ル
マ
シ

(
N
5
5
2ロ
)
以
来
の
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
る
、

性
質
の
錯
誤
は
動
機
の
錯
誤
で
あ
る
と
い
う
説
に
対
し
、
性
質
の

87 北法11(1・R7)

錯
誤
と
い
え
ど
も
表
示
の
錯
誤
と
な
り
う
る
乙
と
を
、
新
た
な
角
度
か
ら
証
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
錯
誤
論
を
こ
え
て
、
意
思
表
示
理
論

一
服
、

履
行
義
務
論
に
対
し
て
も

そ
の
後
の
学
説
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る

(
と
く
に
、

ωnrgH含
l

岡山日目立
R
V
M
W仲間巾ロ・

さ
ら
に
は



鋭3

5
2・
後
者
は
最
近

ω注
目
す
4

ぺ
き
業
績
で
あ
り
、
独
立
に
紹
介
の
必
袋
が
あ
る
。
な
お
、
現
在
の
ド
イ
ツ
錯
誤
論
に
つ
い
て
は
、

法
演
習
工
一
四
六
|
一
五
一
頁
に
要
領
の
よ
い
概
観
が
あ
る
Q

松
坂
「
錯
誤
と
詐
欺
」
民

論

代
理
に
つ
い
て
は
、
富
一
巳

-q匂
B
Wロ
p
z・
巴
巾
〈
ゆ
え

5
2ロ
m
σ
a
B
河内

n
y
g
m
m
m
n
g
p
呂
田
が
注
目
す
べ
き
業
績
で
あ
る
。

こ
の
分

授
権
行
為
と
代
理
行
為
の
峻
別
と
い
う
こ
と
が

B
G
B
の
下
に
お
け
る
通
説
的
ド
グ
マ
で
あ
っ
た
が
、

ラ
イ
エ
シ
ブ
エ
人
巧
は
、
具
体
的
状
況
に
お
け
る
利
益
の
比
較
考
量
と
比
較
法
的
方
法
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

野
に
お
い
て
は

ミ
ユ
ラ

l
・ブ

こ
の
ド
グ
マ
に
挑

戦
し

授
権
行
為
と
代
理
行
為
の
統
一
的
考
察
に
よ
っ
て
実
り
多
き
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
主
張
し
た
(
た
と
え
ば
代
理
権
の
非
撤
回
性
に

つ
い
て
)
。
こ
の
主
張
は
ド
イ
ツ
の
通
説
を
動
か
し
つ
つ
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
遠
回
・
浜
上
両
氏
に
よ
っ
て
詳
細
に

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
と
く
に
遠
回
「
任
意
代
理
効
果
基
礎
理
論
」
広
島
大
政
経
論
叢
八
巻
二
一
号
未
完
、
浜
上
「
代
理
理
論
に
お
け
る
本
人
行
為
説
と
代
理

人
行
為
説
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
ご
六
、
一
一
八
号
が
代
表
的
。
今
後
の
発
展
を
期
待
し
た
い
)
。

ヱ
一
債

権

法

(ー)

債
権
法
こ
そ
現
代
民
法
学
の
中
心
領
域
で
あ
り
、

学
者
の
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
せ
い
か
、

こ
の
部
門
で

教
科
書

は
す
ぐ
れ
た
教
科
書
が
多
く
出
て
い
る
。
以
下
、
現
行
の
も
の
を
か
か
げ
る
。

E
o
g
m
q
oア
〉

-HmOEO-no凹
ω
n
v
c
E円
-R宮
"N-K戸
口
出
・
巴

ω戸
ωBω
・

同

5
2
n
R
g
h
o
y
g
g
p
ω
♀
巳
同
町
ゅ
の

V
F
E・
出
。
同
門
宮
山
吉
ロ

m-
思
g
u
H
O∞仏
ω・

何
回

m
o
F
ω
n
v
g
E
B
n
F
P
N・
krcm-Hug-
。。Nω
・

出
向
門
ぽ
自
治
ロ

Pω
の四回巳仏
H

・0
己
昇
。
g
wの切切
ω-K戸口出・
5
s
w
b
N
ω
・
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~
戸
山
日
ロ

N
h各
円
ぴ

c
n
v
a
g
ω
n
v
a
a吋常伊丹
mw
切
-
F
品
・
〉
口
出
・
巴

8
・
ω
t
m日
・
戸
品
・
〉
口
出
・

5
2・
tωω
・

富。-伊丹
2
・
W
V巳円同誌の伊丹
w
∞・

H・a・k
p
ロ出
-
E
g
w
H∞
H
ω
J
∞
-
戸
品
-
k
p
z
ぬ
・
呂
町
∞
w
M
M斗
ω
・

こ
れ
ら
は

エ
シ
ネ
ク
ツ
エ
ル
ス
u
レ
1
マ
シ
、
ラ

l
レ
シ
ツ
お
よ
び
エ
ツ
ナ
ー
が
代
表
的
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
特
色
が
あ
る
が
、

シ
ネ
ク
ツ
エ
ル
ス
u
い
I
マ
汁
の
も
の
は
、
戦
前
か
ら
標
準
的
教
科
書
と
し
て
の
評
価
を
受
け
て
い
た
が
、
戦
後
は
レ
!
マ
シ
に
よ
っ
て
、

つ
ね
に
新
し
い
素
材
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
体
の
体
系
は
原
形
を
と
ど
め
て
お
り
、

ー
レ
シ
ツ
の
も
の
は
、
同
州
富
島
ぴ
ロ

nv
と
の

E
D
aユ
め
の
中
聞
を
行
く
真
の
門
ぬ
宵
σロ
nF
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
目
的
で
新
た
に
書
か
れ
た
。

エ
ツ
サ
ー
の
も
の
は
最

こ
こ
に
本
書
の
限
界
が
あ
る
。
-
フ

明
快
な
体
系
と
文
章
の
故
に
、
急
激
に
支
持
を
得
て
お
り
、
最
近
は
わ
が
国
で
も
最
も
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

も
特
色
が
あ
る
。
最
近
よ
う
や
く
第
二
版
が
で
だ
が
、
全
体
と
し
て
千
頁
を
超
え
る
大
著
と
な
り
、
分
量
に
お
い
て
も
エ
シ
ネ
ク
ツ
エ
ル

ス
u
レ
I
マ
シ
と
匹
敵
す
る
。

本
著
は
、
従
来
の
ド
イ
ツ
の
教
科
書
の
伝
統
を
破
り
、

体
系
を
追
わ
ず
、
問
題
中
心
主
義
を
と
り
、

を
重
視
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
り
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
の
教
科
書
は
本
書
第
二
版
に
お
い
て
、

は
じ
め
て
判
例
索
引
を

も
つ
に
至
っ
た
。
ま
た
各
節
の
最
初
に
簡
単
な
ケ

I
ス
を
あ
げ
、
読
者
に
具
体
的
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
本
文
を
読
ま
せ
る
よ
う
に
し
て

あ
る

(
乙
の
方
法
は
他
の
学
者
γ

に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
Q

わ
が
国
で
も
試
み
て
は
如
何
百

内
容
的
に
も
新
し
い
問
題
が
詳
細
に
論
ぜ
ら
、
れ
て

西ドイツ民法学の現況

い
る
。
以
上
の
三
著
を
一
言
で
い
え
ば

レ
I
マ
シ
は
過
去
の
、
ラ
!
レ
シ
ヅ
は
現
在
の

エ
ッ
サ
ー
は
将
来
の
ド
イ
ツ
債
権
法
を
示
す

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
今
後
は
エ
ッ
サ

I
の
一
新
版
を
抜
き
に
し
て
、

ド
イ
ツ
債
権
法
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
た
だ
、
あ
い
か
わ
ら
ず
本
書
も
は
な
は
だ
難
解
で
あ
る
。

ハ
8
〉

そ
の
他
の
も
の
で
は
、
プ
ロ
マ
イ
ヤ
ー
が
注
目
に
値
す
る
Q

本
書
は
債
権
総
論
だ
け
で
あ
る
が

一
ブ
!
ベ
ル
(
開
門
口
洋
列
島
色
)
の
弟
子

で
、
比
較
法
学
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
著
者
に
よ
る
斬
新
な
体
系
と
、
判
例
中
心
の
実
際
的
方
法
を
釘
す
る
点
で
、

エ
ッ
サ
!
と
同
一
の コ二

判
例
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一←守一ー ペ一円「守l

、も
昨 I

， 

税

志
向
を
示
し
て
い
る
f
(

な
お
、
本
書
に
対
す
る
エ
V

サ
!
の
批
評
中
に
教
科
書
論
が
書
か
れ
で
あ
っ
て
面
白
い
Q

〉
門
司
同
日
ωw
反
日
'
教
科
書
を
香
か
か
ん
と

す
る
人
に
一
読
を
お
す
す
め
し
た
い
可
否

P
ト
l
ル
の
も
の
は
、
ペ
ツ
ク
社
の
叢
書
の
一
冊
と
し
て
戦
後
書
か
れ
た
。
と
の
労
働
法
の
大
家
の

へ
I
デ
マ
シ
の
も
の
は
古
く
か
ら
あ
る
教
科
書
だ

論

手
に
な
る
教
科
書
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
簡
単
す
ぎ
て
、
あ
ま
り
特
色
が
な
い
Q

が
、
も
と
も
と
概
念
法
学
的
で
な
く
興
味
深
か
っ
た
Q

戦
後
書
き
直
さ
れ
た
が
、

さ
ら
に
新
版
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

戦
前
の
教
科
書
で
、
現
在
で
も
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
出

Rww
の

E
ロ
仏
ユ
岱
仏

2
昨日
E]母
2
F
F
5
N
G
だ
け
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。
い
う
ま
一
で
も
な
く
、
利
益
法
学
の
建
設
者
の
手
に
な
る
本
書
は
、
方
法
論
的
に
同
釘
の
価
値
を
有
す
ろ
か
ら
で
あ
る
Q

最
近

(
五
八
年
)
本
書
が
復
刊
さ
れ
た
ζ
と
は
、
本
書
の
卓
越
性
と
現
在
に
お
け
る
利
益
法
学
の
影
響
力
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

債
権
法
の
分
野
に
は
、
そ
の
全
体
に
通
ず
る
注
目
す
べ
き
比
較
法
的
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
そ
れ
を

と
り
あ
げ
る
。
第
一
が
、
同
与
mwf

口
忠
岡

o
n
z
a
g
者間吋

g
w
m
c
F
N
四
円
円
呂
田
で
あ
る
。
本
書
は
、
も
と
も
と
ラ

1
ベ
ル
が
中
心
に
な

(=) 

比
較
法

っ
て
や
っ
て
い
た
動
産
売
買
法
の
統
一
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
巻
は
す
で
に
一
九
三
六
年
に
出
版
さ
れ
て
い
た
(
五
七
年

に
復
刊
)
。
し
か
し
、
ラ

I
ペ
ル
が
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
た
た
め
、
続
巻
は
中
断
し
、
第
一
巻
も
禁
書
の
う
き
め
を
見
た
。
本
書
は
商
品
売
買

法
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
債
権
法
の
重
要
な
問
題
は
す
べ
て
比
較
法
的
に
取
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い
る
。
第
一
巻
は
債
務
不
履
行
論
一
般
と

売
主
の
義
務
を
あ
つ
か
っ
て
い
た
が
Y

第
二
巻
は
買
主
の
義
務
、
殻
庇
担
保
、
危
険
負
担
を
論
じ
て
い
る
。

そ
の
方
法
は
た
ん
な
る
条
文

の
比
較
で
は
な
く
、

判
例
を
重
視
し
、

と
く
に

畷
庇
担
保
論
は
本
書
に
よ
り
新

乙
の
た
め
英
米
法
系
と
の
比
較
に
成
功
し
て
い
る
。

た
な
方
向
を
示
さ
れ
た
(
拙
稿
「
毅
庇
担
保
と
比
較
法
」
民
商
四
一
巻
三
号
六
号
参
照
ω

な
お
、
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
間
取
庇
担
保
論
に
つ
い
て
ラ
|

ベ
ル
と
同
一
方
向
を
示
す
も
の
と
し
で
は
、
フ
ル

l
メ
の
前
掲
書
の
ほ
か
、
隣
国
凶
ロ

w
p
S
F
n
Z
1
2
2
n
r
E
z
r
a
z
z山口
mo--RFF

同

N
g
u
企
が
あ
る
が
、
ラ
J
ベ
ル
の
影
響
は
な
い
)
。
本
書
お
よ
び
本
書
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
国
際
動
産
売
買
統
一
草
案
は
、
わ
れ
わ
れ
の
今
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後
の
債
権
法
の
研
究
の
た
め
に

実
際
的
.

理
論
的
に
き
わ
め
て
重
要
な
文
献
で
あ
る
(
本
書
第
一
巻
に
よ
る
研
究
と
し
て
は
、
高
木
「
他
人
の

物
の
売
主
の
責
任
」
神
戸
法
学
八
巻
四
号
未
完
が
あ
る
)
。

。1R
4巾円
4
2
F
Eロ
m-
∞丹
H
d
H
W

丹ロコ山口円四巾印

英
米
契
約
法
の
比
較
法
的
研
究
と
し
て
、

cmmσ
ロ。℃同町
H

・

第
二
に
、

ωnvロ
5
8各
仲
間
釦
口
同
己
負
の
円
ロ
ロ
告
白
m
o
a
g
g
m
g
B印
B
R
-
E
E田
n
y
g
t
n
r
o
n
F自
己

E
E
}
S
B・-か
3
8
5∞・

5ω
∞
と
い
う
、
副
題
を
読

ベ
ツ
カ
ー
は
も
と
も
と
英
米
法
の
専
門
家
で
あ
る
が
、

w
o
n
w
m
F
 

ロロ仏

ま
な
い
と
何
の
本
だ
か
分
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。

本
書
は

2
5広
mwg円
安
)
ロ
を

中
心
と
し
て
、
英
米
契
約
法
の
4

本
質
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、

H
N
F
2
E
R
S
-
同)ぼ

ωc・口付門戸
H

吋
己
巾
印

〈
巾
円
H
U
H
-

山
内

znyoロ
ωnvロ
-a40吋-
E

g
F同居∞
o
z
s
g
m
z
s向
g
o吋F
W
M
W

包由

n
Eロ
河
ゅ
の
宮
・
巴

ωN
以
来
の
本
格
的
研
究
書
一
で
あ
る
。

し
か
も
、
著
者
の
目
的
は
英
米
契
約
法
の

比
較
研
究
に
よ
っ
て
、
債
権
法
一
般
の
再
構
成
を
め
ざ
し
て
い
る
点
で
、

と
こ
に
取
り
あ
げ
る
価
値
が
あ
る
。

し
か
し
、
文
章
は
晦
渋
を

き
わ
め
、
内
容
も
思
弁
的
な
と
こ
ろ
が
多
く
、

日
ブ
イ
シ

ν
ュ
タ
イ
シ
を
し
て
、

二
度
精
読
し
て
も
な
お
理
解
し
が
た
い
と
嘆
ぜ
し
め
た
ほ

ど
で
あ
り

(
F
Z
F
N
g
g
u
a
H
)、
近
よ
り
が
た
い
Q

J
 

G耳h

個
別
的
研
究

、‘，，'E
A
 
(
 

事
実
的
契
約
関
係

従
来
、
契
約
に
よ
る
債
務
関
係
の
成
立
が
支
配
し
て
い
た
領
域
に
お
い
て
、
今
日
そ
の
妥
当
性
が
疑
わ
れ
、

商ドイツ民法学の現況，

事
実
に
よ
る
債
務
関
係
の
発
生
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
有
力
に
な
っ
て
い
る
Q

〈

2H担問
ω
話
岳
町
F
E
E
S
で
あ
り
、
総
則
・
債
権
法
を
通
じ
て
最
大
の
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
事
実
的
契
約
関
係
は
多
く
の
場
合
に
認
め
ら

こ
れ
が
事
実
的
契
約
関
係
説

(
E
E
R
Z

ζ

の
理
論
を
最
初
に
提
起
し
た
ハ
ヲ
プ
ト
(
の
日
三
常
国

E
宮
)
は
、
社
会
的
接
触
に
よ
る
も
の
(
た
と
え
ば
、
契
約
締
結

上
の
過
失
)
、
事
実
的
共
同
関
係
に
よ
る
も
の
(
無
効
な
組
合
・
雇
傭
契
約
)
、
社
会
的
給
付
義
務
に
よ
る
も
の
(
交
通
・
電
気
・
ガ
ス
の
供
給
等
)

の
三
穫
を
認
め
た
(
出

E
事

C
Z片
岡
係
官
会
。
〈

2
5開
2
2
E
5
5
P
H
1
2
z
n
y正
Z
T
ω
同

ZHWH甲台)。

れ
る
と
さ
れ
る
が
、

ハ
ヲ
プ
ト
の
主
張
の
中
に
は

91 

ナ
チ

北法 11(1・91)



税

ス
的
色
彩
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
在
に
お
.
げ
る
契
約
現
象
の
変
遷
に
対
応
す
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
枚
に
、
戦
後
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て

論

論
ぜ
ら
れ
る
に
至
っ
た
a

と
く

K
、
第
三
の
類
型
は
、
一
フ

1
レ
シ
ツ
に
よ
っ
て
、

め
ら
れ

(
C
Bロ
N
W
H
h
r
z
n
r
w
F
t
)
‘
連
邦
裁
判
所
の
判
例
と
も
な
っ
た

さ
ら
に
、
巴

B
E
P
巴
-
o
p
w江田円四回目ロ

社
会
類
型
的
行
為
に
よ
る
債
務
関
係
と
し
て
発
展
せ
し

(
切
の
国
N
N
Y
ω
同
市
中

)

Q

J

刊号門
g
m由
4
R
V山
-
z
-
8
0
ω
z
k
r
c
a吋ロ何回同色
2
m
o者
回
口
己
巳
円
。
ロ
印
。
N
S
Fロ
司
ロ
ロ

wtoロ
仏
ゆ
門
別
巾
円
一
戸
Z
E凹
片
足
己
完
(
同
町
田
勺
ユ
〈
向
洋
吋

REm-]5勾

と
い
う
六
百
頁
を
と
え
る
大
モ
ノ
グ
ラ
フ
イ
が
出
現
し
、
注
目
を
浴
び
た
。
著
者
は
若
い
ギ
リ

ν
ヤ
人
で
あ
る
。
彼
は
、

こ
の
著
書
の
中

で
、
法
律
制
度
を
形
式
と
内
容
に
わ
け
、
後
者
は
そ
の
社
会
的
機
能
の
変
還
に
よ
っ
て
変
遷
し
、

と
い
う
根
本
理
論
に
立
っ
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
法
律
制
度
を
改
廃
す
る

ハ
ク
プ
ト
の
第
二
・
第
三
類
型
の
綜
合
的
把
握
を
め
ざ
し
た
。
こ
の
よ
-
つ
な
法
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、

わ
が
国
に
お
い
て
追
随
者
を
見
出
す
の
は
容
易
で
あ
る
(
と
く
に
、

神
田
「
公
益
事
業
に
お
け
る
法
律
関
係
の
一
一
考
察
L

上
智
法
学
創
刊
号
コ
一
一
一
一
頁

以
下
。
な
お
下
井
「
い
わ
ゆ
る
継
続
的
法
律
関
係
の
無
効
・
取
消
に
つ
い
て
」
熊
本
商
大
論
集
八
号
も
、
シ
ミ
チ
ス
に
好
意
的
で
あ
る
)
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
で

(
切
乙
一

2
2
0
L同
w

〉わ】
V

]
戸
向
日
、
円
]
{
]
{
叶

U

待
っ
て
い
た
運
命
は
き
わ
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
り
、

4
5
8
n
r
F
岡
山
タ
お
Y
F
5♂
F
Z
Z
N
g
v
昌也)。

本
書
は
指
導
的
学
者
に
よ
り
袋
叩
き
に
あ
っ
た

要
す
る
に
、
事
実
を
そ
の
ま
ま
解
釈
理
論
の
中
に
導
入
し
た
点
が
問
題
な
の
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
支
配
的
見
解
は
、
事
実
が
法
解
釈
に
影
響
を
与
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
な
お
り
。

m
g
m丹
野
の
独
立
性
は
放
棄

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

V
ミ
チ
ス
の
著
書
は
、

わ
が
国
に
お
け
る
法
社
会
学
の
立
場
か
ら
い
っ
て
も
批
判
の
余
地
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

乙
の
現
象
は
わ
が
国
の
法
社
会
学
の
す
ぐ
れ
た
業
績
が
、

ド
イ
ツ
で
い
か
な
る
評
価
を
受
け
る
か
を
子
測
さ
せ
る

-
も
の
で
あ
る
。

そ
の
是
非
は
留
保
し

乙
こ
で
は
日
・
独
両
私
法
学
の
聞
に
存
す
る
断
層
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
事
実
的
契
約
関
係
説
が
い
か
な
る
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
か
。
そ
れ
を
集
中
的
に
表
現
す
る
の
は
、

老
レ

1
1内
に
よ
っ
て
、
か
ね
て
の
持
論
に
従
い
、
事
実
的
契
約
関
係
は
不
要
・
危

一
九
五
七
年
秋
の
私
法
学
会
で
あ
る
。

乙
こ
で
は
、
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験
な
概
念
で
あ
り

そ
乙
で
の
問
題
は
す
べ
て
、
従
来
の
法
律
行
為
理
論
K
よ
っ
て
解
決
で
き
る
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
た

(
r
r
g
g
p

司
削
除

r
n
r
o
J
N
E
ω
田

2
2
E
E
E
P
Z』
4
『

g
u
同〉。

こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
学
者
が
発
言
し
た
。

大
勢
は

事
実
的
契
約
関
係
説
に
否
定

的
で
あ
っ
た
。
し
か
し

ハ
ク
プ
ト
の
第
三
類
型
の
場
合
に
も
、
従
来
の
法
律
行
為
理
論
で
充
分
で
あ
る
と
い
う
レ

1
マ
シ
の
楽
観
的
見

解
に
対
し
て
は
異
議
も
多
く
、
法
律
行
為
理
論
の
改
訂
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
声
が
大
で
あ
っ
た

(
F
m
F
O
E
E
Zロ
自
乙
)
c
m
B
g
r

L
2
h
o
r
c
ω
n
r
oロ
ωnrロ
5
4
0
H
r
m
p
E
E免除
w

〉
門
司

H日叶
u∞
汗
国
与
mnrEP
ロ
2FRHEu
〉
ロ
可

H日
戸

5
3
Q
い
ま
一
つ
近
時
の
傾
向
と
し
て
は
、
事
実

的
関
係
と
さ
れ
て
い
る
個
々
の
場
合
に
具
体
的
な
考
察
を
な
す
べ
き
で
あ
り
、
統
一
的
理
論
の
樹
立
は
望
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

AUH〉

乙
の
傾
向
を
代
表
す
る
も
の
は
、
盟
ゆ
ぴ
o
p
p
w
w
H
-
R
V
m
〈
ゆ
吋
昨
日
明
40吾
住
吉
g
p
E
U∞
で
あ
り
、
生
存
の
配
慮

(
0
5
0
5
2
2
2お
&
、
組

合
法
、
労
働
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
お
け
る
契
約
法
の
変
遷
を
考
察
し
て
い
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
す
で
に
多
く
の
学
者
に
よ
り
利
用
さ
れ
て
い
る
Q

事
実
的
契
約
関
係
説
は
、

た
し
か
に
便
利
な
概
念
で
は
あ
る

が
、
慎
重
な
配
慮
が
望
ま
れ
る
と
と
も
に
、
本
格
的
な
学
説
史
的
検
討
を
必
要
と
す
る
理
論
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
比
較

法
的
に
み
て
も
〆
事
実
的
契
約
関
係
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は

イ
タ
リ
ヤ
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
(
切
開
件
同
F
C
Z円

わ
が
国
以
外
で
は
、

由。開伶ロ白ロロ
g
p
r
z∞
nro
〈民同
gmω40Hr町一
EH間
印

0・問。
mznyH仲
間

計

片

山

同

ForBω
ロ
P
同-H甲山酌)。

西ドイツ民法学の現況

継
続
的
契
約
関
係

(2) 

こ
の
問
題
は
、

オ
ッ
ト
・
ギ
1
ル
ケ
の
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
、
約
合
や
一
雇
傭
契
約
に
お
け
る

無
効
・
取
消
の
遡
及
効
の
制
限
を
め
ぐ
っ
て
と
く
に
論
、
せ
ら
れ
て
い
る
。

ハ
ヲ
プ
ト
の
事
実
的
契
約
関
係
説
の
第
二
類
型
は

こ
の
問
題

の
解
決
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、

ナ
チ
ス
時
代
よ
り
提
唱
さ
れ
た
労
働
関
係
理
論
も
こ
れ
を
放
っ
て
い
た
(
片
岡
「
労
働

契
約
と
労
働
関
係
L

民
商
三
八
巻
五
、
六
号
参
照
)
。
戦
後
、

ζ

の
問
題
を
本
格
的
に
論
じ
た
の
は
、
回
a
R
W
P
Z一n
y
c
m
w
o
F
k
r
z由。∞ロロ
m
cロ【同

d
g
m
g
ω
-
Zロ
ぬ
き
ロ
ロ
E
巾
同
門
向

n
v
Z
4
0円
E
P
E
E
S
-
E島
で
あ
る
。
今
や
家
族
法
の
第
一
人
者
で
あ
る
パ
イ
ツ
行
は
、
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
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説

プ
ィ
の
中
に
お
い
て
、
継
続
的
契
約
関
係
と
い
う
一
般
理
論
よ
り
無
効
・
取
消
の
遡
及
効
の
制
限
が
導
き
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
具

体
的
に
個
々
の
法
律
関
係
に
お
い
て
、
従
来
の
理
論
を
用
い
て
同
様
な
結
果
を
導
き
出
す
ζ

と
が
可
能
で
あ
る
こ
よ
を
論
証
し
た
(
下
弁
・

論

こ
の
主
張
は
一
般
に
承
認
さ
れ
、
事
実
的
契
約
関
係
の
第
二
の
類
裂
を
不
必
要
と
す
る
の
に
貢
献
し
た
。
さ
ら
に
と

く
に
労
働
契
約
の
取
消
に
つ
い
て
、
同
州
民
HH5・
口
広
〉
ロ
r
n
F
Zロ
m己
gkH『
σ
2
S
4
m吋丹
E
m
g
L
u
a
は
、
や
は
り
労
働
関
係
理
論
に
去
る
取

前
掲
は
本
書
の
紹
介
)
。

消
の
遡
及
効
の
否
定
に
一
対
し
痛
烈
な
批
判
を
加
え
、
憲
法
そ
の
他
の
実
定
法
を
動
員
し
て
、

同
様
な
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
論
じ
た
(
す
ぐ
れ
た
紹
介
と
し
て
、
花
見
・
法
協
七
四
巻
二
号
)
。

こ
れ
ら
の
問
題
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
、

事
事
的
契
約
関
係
説
と
綜
合

し
て
研
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
な
お
、
こ
の
問
題
を
論
じ
た
花
見
・
下
井
・
片
岡
三
氏
の
研
究
が
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
)
。

(3) 

信
義
誠
実
の
原
則

債
務
者
の
履
行
義
務
の
中
に
主
と
し
て
規
定
さ
れ
士
一
四
二
条
)
、

B
G
B
に
お
け
る
信
義
則
は

必
ず
し
も

中
心
的
地
位
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

そ
の
後
、

裁
判
官
に
よ
る
法
形
成
が
す
す
む
に
つ
れ
、
本
規
定
は
最
も
主
要
な
武
器
と
な
り
、

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
に
お
い
て
、
学
者
の
任
務
は
、
判
例
を
山
管
理
し
、
指
針
を
与
え
る
に

ゼ
ル
グ
ル
・
ゴ
シ
メ
シ
タ
ー
ル
に
お
け
る
ジ

1
ベ
ル
ト
で
あ
り
、

い
ま
や
ほ
う
大
な
判
例
群
を
も
つ
に
い
た
っ
た
。

そ
れ
を
果
し
た
の
が
、

百
頁
に
わ
た
っ
て

ほ
う
大
な
判
例
を

整
理
し

体
系
化
す
る
の
に
成
功
し
た

(
第
ご
版
は
こ
の
部
分
た
け
独
立
に
入
手
で
き
る
Q

ω芯
ゲ

OHHw
吋
見
ロ
ロ
ロ
ハ
同
の
一
日
c
r
E
r
ω
D
ロ乱。吋《同吋戸
M
n
r
2
M
mめ

ωOOH問
。
「
由
。
官
立
切
の
切
w
山山・〉口出・

5
g
w
問。
E
F
E
H
M同
H百
円
ゆ
り
ζ

∞・

N
S
Q

こ
の
よ
う
な
研
究
の
あ
と
を
受
け
て
、

二
四
二
条
に
つ
い
て
い
て
理

論
的
な
分
析
を
し
た
の
は
、
者
ぽ

m
n
w
m
p
N
R
E
n
F
S
F
g
B
E
R
Y
E
-
M
5
N
E
A
W
Eロ
肉
色
町
印
叩
忠
N

切
の
切
・
巴
忠
で
あ
る
。

ー
は
、
乙
の
小
冊
子
に
お
い
て
、
二
四
二
条
に
関
す
る
判
例
を
機
能
的
に
三
種
に
分
け
る
。
第
一
が
、
制
定
法
の
秩
序
計
画
の
具
体
化
の

グ
イ
ア
ッ
カ

た
め
の
も
の
で
あ
り
、

ζ

の
規
定
の
本
来
の
目
的
を
果
す
も
の
で
あ
る
。
第
二
が
、
法
倫
理
的
な
行
為
の
原
則
と
し
て
働
い
て
い
る
も
の

一
で
あ
る
が
、

か
か
る
原
則
は
本
来
は
民
法
全
体
の
冒
頭
に
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
三
が
、
法
倫
理
的
立
場
か
ら
制
定
法
に
反
し
て
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J 戸う

新
し
い
法
を
創
造
す
る
場
合
で
あ
る
が

こ
の
ヴ
イ
ア
ツ
カ

I
の
指

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
例
外
で
あ
る
と
す
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、

摘
ば
重
要
で
あ
る

(
な
お
、
鈴
木
藤
弥
「
財
産
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
理
論
の
機
能
」
法
律
時
報
三
一
O
巻一

O
号
は
、

同
様
な
万
法
論
を
駆
使
し
た
み
ご
と

な
説
み
で
あ
る
)
。

行
為
基
礎
論
(
巧
ω
m
E
Z
O
H
P
R
E吉
m
E
E
Z。)

解
釈
技
術
上
は
信
義
則
の
一
適
用
で
あ
る
が

い
ま
や
独
立
の
法
制
度
と

(ω 
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
、
行
為
基
礎
論
が
あ
る
。

ζ

れ
は
事
情
変
更
の
原
則
の
ド
イ
ツ
版
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
戦
後
の
新

私
自
身
学
会
で
報
告
を
し
(
「
私
法
の
一
般
理
論
と
し
て
の
行
為
基
礎
論
」
私
法
一
八
号
)
、

理
論
中
も
っ
と
も
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
が
.

近
く

¥
詳
細
な
研
究
を
発
表
す
る
予
定
な
の
で
、
こ
こ
で
は
か
ん
た
ん
に
と
ど
め
る
。
行
為
基
礎
論
は
、
。
ゅ
3
5山
口
戸
口
一
ゅ
の
g
n
y以
内
宮
内
吋
ロ
ロ
色
印
刷
州
P

E
自

に

よ

っ

て

創

始

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

が

、

-

フ

I
レ
シ
ツ
の
功
績
で
あ
る

そ
の
今
日
あ
る
は

(戸田

HOロ
P
0
2
n
r山片付
ω
間
同
ロ
ロ
色
白
問
。
己
ロ
仏

S
H
E四
85M-rawH・
〉
色
・
巴
印
N
I
M
-
k
r
邑
-E30
ラ
1
レ
シ
ツ
は
、
行
為
基
礎
を
主
観
的
と
客
観
的
に
分
け
、
前
者
を
共
通
錯
誤
の
問

題
と
し
て
錯
誤
論
で
と
り
あ
っ
か
い
、
後
者
を
の

}
S
E
E
R
-】口町田山
A
H

由

Z
E
5
5
の
場
合
と
し
、
乙
れ
を
さ
ら
に
等
価
関
係
の
破
壊
の
場

合
と
契
約
目
的
の
不
到
達
の
場
合
と
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
要
件
と
効
果
を
確
立
し
た
。

乙
の
理
論
は
学
界
で
一
両
く
評
価
さ
れ
る
と
と
も
に
、

は
げ
し
い
賛
否
両
論
を
ま
き
お
こ
し
た
。

五
二
年
秋
の
私
法
学
会
で
は
、
-
フ

1
レ
シ
ツ
の
報
告
を
め
ぐ
っ
て
論
議
が
な
さ
れ
た
(
〉
白

5NU

西ドイツ民法学の現況

主
3
0
さ
ら
に
、
五
三
年
の
第
四

G
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
は
、
「
経
済
生
活
の
基
礎
的
な
変
更
が
契
約
に
及
ほ
す
影
響
を
立
法
に
よ
っ
て

規
制
す
る
と
と
は
望
ま
し
い
か
?
」
と
い
う
テ

1
マ
で
論
議
が
闘
わ
さ
れ
た
。
ζ

の
会
議
の
た
め
に
書
か
れ
た
ケ

I
グ
ル
の
意
見
書
は
比
較

そ
の
結
論
は
一
般
的
規
定
の
必
要
性
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た

(阿内巾間巳"何日目
ν同
町

mLHmω

法
的
に
み
て
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
り

伯
仲

n
Y
R
H
g
M
W
E出
品
開
吋

g

p開。
E
m
H
〈
伺
円
山
口
伝
E
ロ
m
g
仏
2
4司
弓
仲
良
「
阻
止
ω-oZ口
印
白
え

3
2
H宮
内
問
。
田
喜
一
5
2
5
m己
口
吋
の
E
R
Z
S
宗
門
常
国

ち
-
H
V
H
F
-
H
8
8
0
会
議
広
お
い
て
弁
護
士
ジ

I
フ
エ
キ
シ
グ
(
回

2
Eロ
間
)
は
、

事
情
変
更
に
対
し
て
あ
ら
か
じ
め
規
定
を
設
け
る
こ
と
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説

は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
望
ま
し
く
な
い
。
む
し
ろ
事
後
に
特
別
法
を
判
定
し
て
対
処
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
報
告
を
し
た
。

ζ

れ
に
対

し
、
ラ

1
レ
シ
ツ
は
行
為
基
礎
論
に
も
と
づ
く
一
般
条
項
の
制
定
の
必
要
性
を
強
調
す
る
報
告
を
し
た
。
討
論
は
必
ず
し
も
活
滋
で
は
な

論

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
大
勢
は
ラ

1
レ
シ
ツ
の
行
為
基
礎
論
を
理
論
と
し
て
は
承
認
す
る
と
と
も
に
、
一
般
条
項
の
制
定
は
信
用
経
済
の

回
復
を
阻
害
す
る
と
い
う
理
由
で
し
り
ぞ
け
た

2
R
r
g
L
z
a
g
仏
2
ち
り
司
-
F
Z
戸
切
H
l
S
)
。

そ
の
後
も
、
行
為
基
礎
論
を
め
ぐ
っ

て
論
争
は
続
け
ら
れ

τい
る
。
ラ

1
レ
シ
ツ
の
理
論
は
ニ
ツ
パ

l
ダ
イ
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
た
ほ
か

吋
色
・
口
)
、
そ
の
客
観
的
行
為
基
礎
の
面
に
お
い
て
、

ν
ュ
ミ
ッ
ト
H
H
ノ
シ
プ
ラ
ー
に
よ
っ
て
発
展
せ
し
め
ら
れ
た

(ω
岳
日
苧
回
目
立
R
N
E
B

(HWロロ
-ZM司
唱
。
一

H
L
a
i
〉
己

m-

H
V
B
Z
m白
色
旬
。
2
岳山内同国間同ロロ門出
mm0・明。
mznr正
門
広
岡

Z
3
0
H
L
a
U
5
8・
紹
介
、
玉
田
・
法
律
論
叢
三
O
巻
三
号
七
九
頁
)
。
し
か
し
、
ブ
ロ
マ
イ
ヤ

r
、
ケ
1
グ
ル

エ
ツ
サ
1
等
、
比
較
法
学
者
の
側
か
ら
批
判
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。
彼
等
は
、
問
題
を
も
っ
と
実
質
的
に
危
険
の
分
配

(
列
佐
野
0
4
町
立
。
ロ
ロ
ロ
四
)

と
い
う
観
点
か
ら
解
決
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る

a
r
s
a
F
k
r白
5
N
W
N
斗
汗
開
。
mσ
「
白
・
白
・
。
・

ω
-
H
S
同
-
u

何
回
目
白
"
司
OHZnrH伊
丹
件
。
ロ
ロ
島
。
日
ロ
NOロ
仏
市
円
、
H'r伶
OHHOJ刊
C
ロ
《
山
氏
。
2
n
y山内宮出
E
ロ仏
}mwm%σEHhREMN唱し
『

N
]戸市
町

gu
ロ
ω)
・

(5; 

損
害
賠
償
論

乙
の
分
野
で
は
、
戦
後
多
く
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
植
林
助
教
授
に
よ
る
精
力
的
な
研
究
成

果
が
あ
い
つ
い
で
発
展
さ
れ
て
い
る
の
で
、

か
ん
た
ん
に
す
ま
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
問
題
は
、

主
と
し
て
悶
果
関
係
論
を
め
ぐ
っ
て
展

閲
さ
れ
て
い
る
。
理
論
的
に
中
心
に
位
す
る
の
は
相
当
因
果
関
係
説
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
従
来
、

乙
の
占
山
に
つ
い
て
は
ト
レ

l
ガ
l

.
3
g
a
R〉
の
公
式
が
判
例
で
採
用
さ
れ
て
お
り

そ
れ
が
わ
が
国
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
(
山
田
・
来
栖
「
損
害
賠
償
の
範
囲
お
よ
び
方
法

に
関
す
る
日
独
商
法
の
比
較
研
究
」
損
害
賠
償
責
任
の
研
究
・
上
)
。

一
九
五
一
年
の
連
邦
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て

公
式
の
機
械

し
か
る
に

的
適
用
を
廃
し
、

公
平
を
顧
慮
す
る
に
至
っ
た
た
め
、
学
説
上
賛
否
両
論
を
ま
き
お
こ
し
た
。
判
例
の
方
向
を
是
認
し
、
そ
れ
に
理
論
的

基
準
を
与
え
よ
う
と
す
る
ド
も
の
の
中
で
は
、
田
町
一
日

-nv
円白ロ
m
刊
少
出
向
ロ
与
え
さ
旨
己
〈

R
F一
日
己
負

Z
V円
。
〈
。

B
E
E
S
R口
問
釦

5m凶]
1
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一司

e
h
E
g
g
s伶
回
伊
釦
ロ

m-
〉
の
阿
川
閉
め
]
F
H
A
H

が
・
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
私
に
は
、
師
ラ

I
ペ
ル
の
理
論
を
発
展
さ
せ
、
比
較
法
な

か
↓
ん
ず

4
ア
メ

p
カ
法
…

κ学
び
な
が
ら
、
相
当
因
果
関
係
説
の
不
毛
性
を
指
摘
し
、
問
題
は
む
し
ろ
「
損
害
賠
償
責
任
を
根
拠
づ
け
る
規

範
の
保
護
目
的
と
保
護
の
範
囲
」
に
あ
る
こ
と
を
明
快
に
論
じ
た
ケ
メ
ラ

I
S
E己
〈
自
の
凶
作
日
目

2
2
)
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学
総
長
就

任
演
説
己
目
司

g
z
o
g
a
g関
g
g
H
N
g
E
5
5
2
E口
問
三
宮
司
1
4
え吋

R
F
F
5
8
が
将
来
の
路
線
を
示
す
よ
う

K
思
わ
れ
る
Q

そ
れ
は

と
も
あ
れ
、
ド
イ
ツ
の
新
傾
向
は
?
従
来
、
古
典
的
相
当
因
果
関
係
説
の
支
配
下

K
あ
っ
た
わ
が
国
ピ
も
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い

で
あ
ろ
う
(
こ
の
問
題
は
)
最
近
に
な
っ
て
、
植
林
「
ド
イ
ツ
法
上
の
因
果
関
係
論
」
法
律
時
報
三
二
巻
七
月
号
に
お
い
て
は
じ
め
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
す

ヤ
れ
た
研
究
で
あ
る
が
、
著
者
は
ド
イ
ツ
の
新
傾
向
に
対
し
批
判
的
で
あ
る
。
ケ
メ
ラ
ー
が
参
照
さ
れ
て
い
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
)
。

乙
の
分
野
で
、
実
際
上
も
っ
と
も
争
わ
れ
て
い
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
邑
)
南
町
色
。
ロ
号
関
山
口
白
色
広
曽
の
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
あ
る
原

因
凶
に
因
っ
て
現
実
に
損
害
が
発
生
す
る
と
同
時
、

ま
た
は
そ
の
後
に
、

そ
の
原
因
が
な
く
て
も
、
同
様
の
損
害
を
惹
起
し
た
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
原
因
倒
が
発
生
し
た
場
合
に
、
原
因

ωの
意
起
者
に
い
か
な
あ
範
囲
の
賠
償
義
務
を
負
担
せ
し
む
べ
き
か
」
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
戦
前
の
判
例
は
、
不
顧
慮
説
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
戦
後
、

顧
慮
し
た
判
例
が
あ
い
つ
い
で
現
わ
れ
た
た
め
、
学
説
は
、

な
る
基
準
で

顧
慮
と
不
顧
慮
と
を
分
け
る
べ
き
か
で
苦
慮
し
て
い
る
。

そ
の
v

つ
払
J

、
関口即日)日以内
y

ロ
宙
開
u
g
E
σ
g
a巾
円

院

σ
R
V。
-oロ色。ロ

西ドイツ民法学の現況

関白ロ印釦】仲件以ゲ

5
E
は
利
益
法
学
の
立
場
か
ら

解
決
の
道
を
見
出
そ
う
と
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
イ
で
あ
る
が

学
界
の
評
価
を
得
る
に
失

敗
し
た

(
Z
E
E山
口
乱
。
H
V

〉
白

5
ω
w
h
N
)
。
乙
の
問
題
の
き
す
う
は
ま
だ
分
ら
な
い
が

因
果
関
係
理
論
の
再
析
討
を
必
要
と
す
る
こ
と

ほ
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
ハ
植
林
「
損
害
賠
償
と
潜
在
的
後
発
的
事
情
の
考
慮
L

法
学
雑
誌
一
ニ
巻
一
1
1
四
号
は
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
、
き
わ
め
て
詳
細
な
研

究
で
あ
り
J
叫
損
害
賠
償
額
算
定
と
潜
在
的
・
後
発
的
事
情
酪
酌
の
可
否
」
民
荷
四
三
巻
一
号
に
そ
の
要
約
が
あ
る
。
な
お
、
現
状
を
知
る
に
は
、

Z
E
O同日間
E
2・

出

3
2
z
g
n
y巾
ωnr島
内
目
。
ロ
お
お
お
ロ
5
2
・
M
N
E
二
戸
吋
一
一
何
回
見
♂

ω口
F
色
合
2
7
F
間
毘
が
便
利
で
あ
る
が
、
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
い
)
。

、

てが ? い

か
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説，

な
お
、
損
益
相
殺
に
関
し
て
も
、
従
来
は
相
当
因
果
関
係
説
が
適
用
さ
れ
て
い
た
が
、
戦
後
の
判
例
は
乙
れ
に
修
正
を
加
え
て
い
る
。

学
説
に
お
い
て
も
、
。

ω
E
N
Z吋
wHXO
〈
。
江
巳
-
g
g
m
u
a
n
F
g
H
M
m
σ
2
5
ω
♀
包
巾
ロ
巾
吋
由
同
件
N釦ロ回目
)
E
n
y
k
t門
司
ロ
タ
巴
は
損
益
相
殺
を
相
当

論

因
果
関
係
か
ら
き
り
は
な
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
(
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

沢
井
「
損
益
相
殺
」
関
大
法
学
論
集
八
巻
三
号
五
号
、

九
巻
一
号
未
完

が
く
わ
し
い
)
。

さ
い
ど
に
、
共
同
不
法
行
為
に
関
し
て
、

五
九
年
秋
の
私
法
学
会
に
お
い
て
、

グ
ラ

1
ツ
大
学
教
授
ピ
ド
リ
ン
ス
キ
ー
に
よ
っ
て
、
士
ハ

同
不
法
行
為
者
の
責
任
を
認
め
る
前
提
と
し
て

因
果
関
係
を
論
ず
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
旨
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
(
切
吋

S
S
F

冨
笠
宮
角
田
口
宮
内
昨
日
目

ω
各
包
g
∞
円
相

nzw
〉

nHUHau
出
(
)
)
0

損
害
賠
償
法
に
お
け
る
因
果
関
係
論
は

い
ま
や
ま
さ
に
試
金
石
上
に
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
過
去
の
理
論
が
、
現
在
の
複
雑
な
社
会
現
象
に
お
い
て
充
分
に
機
能
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
証
明
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

伏)

契
約
各
論
に
お
い
て
は
、
と
く
に
賃
貸
借
が
問
題
に
な
る
。
戦
後
の
住
宅
難
が
多
く
の
問
題
そ
提
起
し
た
か
ら
で
あ
る
。

賃
貸
借

し
か
し
、

ド
イ
ツ
で
は
特
別
立
法
が
比
較
的
ゆ
き
と
ど
き
、
実
務
家
の
活
躍
が
目
ざ
ま
し
か
っ
た
が
、

私
法
学
者
の
関
心
を
ひ
く
乙
と
は

少
な
か
っ
た
た
め
、

理
論
的
に
興
味
あ
る
も
の
は
乏
し
い
。

そ
の
中
で
、
見
。
門
H
E
R
o
-
Z
H
2
2
n
y
F
K
H・
K
M
ロ
戸

E
E
は
民
法
の
賃
貸
借
と

特
別
法
と
を
綜
合
的
に
叙
述
し
た
も
の
と
し
て
、

つ
い
て
は
、
回
2
8吋
B
S
F
問。
g
B
O
E
R
N
C
B
冨
ぽ
z
a
n
y口同
Nm巾凹
Z
P
S
S
R
-
が
き
わ
め
て
詳
細
な
ゴ
シ
メ
ジ
タ
ー
ル
で
高
く
評
価

〈

7
ば

さ
れ
て
い
る
。
ペ
ツ
タ

I
マ
シ
(
現
在
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
で
、
む
し
ろ
公
法
学
者
と
し
て
令
名
高
い
)
に
は
、
そ
の
他
に
同
)
忠
君
。
F
E
E肉
質
宮
宮

ス
タ
シ
ダ
l
ド
な
も
の
で
あ
る
。
特
別
法
の
う
ち
、

と
く
に
重
要
な
賃
借
入
保
護
法
に

ω】
回
目
刊
号
明
円
以
ロ
内
出
血
州
何
回
河
ゅ
の
伊
丹
凹
mm玄
2
・
H
C
h
p
m
v
(
邦
訳
・
篠
塚
「
独
自
法
域
と
し
て
の
住
居
法
」
一
九
五
八
年
あ
り
Q

労
作
だ
が
、
改
訳
が
必
要
)
と
い
う

小
冊
子
が
あ
り
、
わ
が
国
で
注
目
さ
れ
て
い
る
(
戦
後
の
ド
イ
ツ
借
家
法
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
研
究
が
多
い
Q

代
表
的
な
も
の
は
、
有
泉
編
「
借
地
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何)

不
当
利
得

ま
す
ま
す
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
と

借
家
法
の
研
究
」
中
の
ド
イ
ツ
法
の
部
分
(
鈴
木
線
弥
教
授
執
筆
)
で
あ
る
)
。

私
法
学
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
と
称
さ
れ
る
こ
の
分
野
で
は
、
戦
後
、

ロ
ー
マ
法
に
立
ち
か
え
る
研
究
が
多
く
、

こ
れ
に
よ
り
、

古
典
時
代
の
不
当
利
得
法
の
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

の
吋
ロ
ロ
。
-ω
ぬ

σahw吋
noロ門出円伸一。即
S
E
E
m
-
m
n
v
oロ
HOB-∞
nyo口
問

R
Z
L
h
v
u
N
一
4
・円
C
σ
g
t
F
切
企
庁
吋
防

m
o
N
C門
戸
内
山
}
戸
円
。
〈
。
ロ
内

Hqmu。ロ門出
2
5

ロ
m
w
n
v
s
g山田
n
v
o
g
cロ
品
向
。

-
Zロ
a
o
g
H同
R
F
F
H
S
N
一
Z
E
R
Eロ
aoF
巴
何
回
ゆ
円
。
一
門
町
巾
円
ロ
ロ
向
田
町
民
吉
ロ

m
-
B
E山
印
印
は
門
げ

8
5
5
2
n
Zロ
ハロ一〉

勾

2
z
-
一
巴
自
の
三
著
が
代
表
的
で
あ
る
。
乙
れ
に
伴
な
い
、
理
論
的
な
発
展
も
め
ざ
ま
し
い
。
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ケ
メ
ラ
!

が
思
師
ラ

I
ペ
ル
に
捧
げ
た
切

2
2
n
v
zロロ
m
ロ
ロ
円
山
口
口
巾
ユ

z
z
o
国
自
己

E
ロ
mvpw印
仲
良
宵

5

E
吋
岡
山
げ

mY
切
・
戸
出
日
と
い
う
七

O
頁
に

わ
た
る
論
文
で
あ
る
。
と
の
論
文
は
、
不
当
利
得
に
お
け
る
統
一
的
原
理
は
可
能
か
と
い
う
問
題
を
取
り
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
最
近
に
お

P
ユ
プ
ト
ク
に
よ
っ
て
そ
の
可
能
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
ケ
メ
一
フ

1
は
、
戦
前
に
お
け
る
二

い
て
も
、

の
代
表
で
あ
っ
た
グ
イ

ル
プ
ル
グ

(dEZHm-
ロo
c
r
g
Sロ
仏

R
E
m
O
B与
仲
間
⑦

S
m
H
S
F
E
n
r
m
E口
問

E
n
r
r
R
3
5
5
Z日
ロ
ロ
仏

L
2
5
r
o己
HNonvFH甲
信
〉
を

発
展
さ
せ
、
統
一
的
原
理
を
求
め
る
よ
り
も
、
各
種
の
類
型
に
分
け
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
提
唱
し
、

学
凶
作
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

(
本
論
文
に
つ
い
て
の
、
す
円
、
れ
た
示
唆
に
富
む
紹
介
と
じ
て
、
磯
村
・
論
叢
六
三
巻
一
二
号
)
。

こ
の
点
に
関
す
る
わ
が
学
界

υ傾
向
も

ケ
メ
ラ
!

西ドイツ民法学の現況

と
大
体
同
じ
方
向
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が

な
お
そ
の
線
に
そ
っ
た
研
究
が
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
吏
で
あ
ろ
う
(
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学

説
の
現
状
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
、
伊
宮
ユ

5
p
r
E
E凹
ω
r
D
E
F
t
g
E仏
切

2
0
E
M
m
Eロ
加
工
ロ

ω
g
a悶
2
4ぐ
2
z
j
〉
h
】

UH印
吋
二
凶
戸
が
便
刻
で

あ
る
。
シ
ヤ
イ
イ
ン
グ
自
身
、
統
一
的
原
理
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、

結
局
、

調
整
機
能
と
い
う
と
こ
ろ
に
溶
ち
つ
か
ぎ
る
を
え
な
い
が
、

そ
れ
で
も
無
意
味
で

は
念
い
と
論
じ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
磯
村
教
授
の
研
究
が
、
ド
イ
ツ
の
理
論
的
発
展
を
と
り
入
れ
た
も
の
と
し
て
高
く
評
仰
む
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
掲

紹
介
の
ほ
か
、
「
不
当
利
得
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
五
八
年
二
一
号
参
照
)
。
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説

な
お
、
不
当
利
得
の
効
果
に
関
す
る
問
題
で
は
、
双
務
契
約
に
お
い
て
履
行
が
な
さ
れ
た
後
の
利
得
の
返
還
義
務
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て

従
来
か
ら
争
い
が
あ
り
、
最
近
で
は
差
額
説
〈
ωと
ι
2
Z
2
5
)
が
判
例
通
説
で
あ
っ
た
が
、
今
日
そ
の
地
位
が
ゆ
ら
い
で
い
る
。
す
で
に
、

ケ
メ
ラ
1
の
前
掲
論
文
も
差
額
説
の
不
当
性
を
具
体
的
に
論
証
し
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、

E
ロ
g
p
己
司
君
。
肉
片
山
口

弘
司
回

o
z
w
v
o
g口
問
宮
内
回
再
開
旦
項
目

n
w
Z口
問
〈

O
S
5
8広
島
g
Nロ
g
m主
席
ロ
己
g
H
N
R
Z・
明

mamnFコ
常
時
骨
Z
F包
∞
吋
自
身
oFHCUω
岨

ω・

論

HCωl口
。
が
、
独
自
な
立
場
か
ら
異
な
る
解
決
法
を
提
唱
し
、
有
力
な
学
説
の
支
持
を
え
て
い
る
(
と
く
に
、
戸
内
}
5
5
P
F
Z
n
E
n
r
S
E開

品

開

同

時

ん

町

長

wロ岡
山
門
司

2
σ
0
5
0吐
p
g
u島内
WHHω
田

n
y
o
mめ
ヨ
同

nrお
ロ
〉
広
君
。
ロ

L口
口
問

g
r
E
仏
白
切
の

Han72戸ロ
mmr町民
門
戸

Hロ
mu
明
。
羽
詰
ロ
プ
丘
町
昨
日

H
Xぽ
-uOHL巾リ
F

わ
が
国
で
は
す
で
に
谷
口
教
授
に
よ
っ
て
す
す
め
ら
れ
て
い
る

q
不
当

Hjugu
盟
C
5
4
2・
〉
門
司

H
F
8
6
0
差
額
説
に
対
す
る
批
判
は
、

利
得
の
研
究
」
〉
。

q¥) 

不
法
行
為

乙
れ
ま
た
問
題
の
多
い
領
域
で
あ
る
が
'
す
で
に
他
の
場
所
で
ふ
れ
た
。
不
法
行
為
全
体
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
業

績
は
存
在
し
な
い
。
最
近
の
判
例
学
説
が
も
っ
と
も
論
じ
た
の
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
人
格
権
侵
申
告
を
不
法
行
為
と
し
て
承
認
す
る
か
ど

う
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
、
民
法
改
正
草
案
は
こ
の
判
例
学
説
の
発
達
の
上
に
立
っ
て
、

人
格
の
侵
害
を
不
法
行
為
と
し
、

さ
ら
に
愚
薄

料
請
求
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

理
論
的
に
争
わ
れ
た
問
題
と
し
て
は
、
不
法
行
為
の
要
件
と
し
て
の
、
「
過
失
」
と
「
違
法
性
」
の
理
解
を
め
ぐ
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ニ
ツ
パ

1
ダ
仔
が
民
法
総
則
の
教
科
書
に
お
い
て
、
刑
法
の
目
的
的
行
為
論
を
導
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
論
じ
、

ζ

の
点
に
関
し

波
紋
を
投
じ
た

(
k
-
m
-
c
p
F
呂
田
"ω
・印
4
N

ご。

こ
れ
に
対
し
、
刑
法
学
者
ニ

1
ゼ
に
よ
る
詳
細
な
反
論
が
提
起
さ
れ

(
Z
g
F
U
F
O

B
E
e
g
A
w
m
x
g
h
s
o
z
a
c司
自
主
r
g
H円
山

内

山

田

m
N
i
z
w
n
F
】

N
g
u
仏印
4

・
抄
訳
、
中
谷
・
宮
沢
、
法
学
研
究
二
一
O
巻
七
号
、
八
号
)
、

こ
れ
が
判
例
お
よ
び

私
法
学
者
の
支
持
を
え
て
お
り
、

一
応
失
敗
に
終
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
と
の
問
題
に
関
し
て
は
、
薮
「
現
代

一
ツ
パ

1
ダ
イ
の
提
案
は

100 北法 11(1・100)



十一一一

刑
法
理
論
(
目
的
的
行
為
論
)
と
民
法
に
お
け
る
遼
訟
・
責
任
理
論
」
北
六
法
学
部
十
周
年
記
念
・
法
学
政
治
学
論
集
が
詳
し
い
)
。
も
っ
と
も
、

戸

y
パ

1

ダ
イ
は
最
近
の
新
版
に
お
い
て
も
、
な
お
自
説
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。

危
険
責
任
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
特
別
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
の
で
、

理
論
的
な
研
究
は
少
な
い
。

こ
れ
と
本
来
の
不
法

行
為
、
責
任
と
を
統
'
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
乏
し
い
。
今
日
に
お
け
る
危
険
責
任
法
の
全
貌
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
、
田
口
nww

の
広
島
丘
ロ
ロ
向
島
民
宮
口
m
v
s
s
が
便
利
で
あ
る
(
な
お
、
著
者
は
ゲ
V

チ
ン
ゲ
ン
の
教
授
で
あ
る
)
。

四

物

法

権

←→ 

教
科
書

乙
の
領
域
も
、
新
旧
と
り
ま
ぜ
て
教
科
書
が
多
い
。
現
行
の
も
の
と
し
て
は

目。
V}OFHロ
笠
宮
色
。
ロ
σロ
島
g
ω
R
Z
R
R
V仲間
wHW
巴
ω
P
N
O
H
m
w
口
¥
H
W
E
U
F
H
H
¥
N
U
E
E・
2
吋∞-

4
・
の
-
m
H
W
0
・
0
2
ω
釦

nvoロ
円
ぬ
の
宮
内
回
何
回
切

CFhp-K戸
己
片
山

-HmvswN
∞。
ω・

国
a
o
g
g
p
ω
R
Zロ
『
ゅ
の
言

"ω-KFロ白・

5
g
w
色。

ω・

円
。
ロ
ク

ω州
wnyゆロ吋閉山一
nvp
∞-kvzp]志。。・
N。∞
ω・

商ドイツ民法学の現況

当
g
B『
B
S
F
ω
R
V
Oロ
話
内
宮
・

hF・
kp口出・】
EGO-吋
ωcω
・

君。
-RE河
内
包
括
『

urn-M包
括

n
v
p
H
0・回
E
『
ぴ
・
巴
切
戸
∞

NUω
・

ζ

の
う
ち
、

ヴ
オ
ル
フ
u
ラ
イ
ザ
1
と
ヴ
エ
ス
タ
!
マ
シ
が
最
も
一
日
間
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
オ
ル
ブ
土
フ
イ
4
1
の
物
権
法
は
、

一
O
年
に
エ
シ
ネ
グ
ツ
エ
ル
ス
叢
書
の
一
冊
と
し
て
誕
生
し
た
が
、

明
快
な
概
念
と
体
系
を
も
ち
、

そ
の
後
の
ド
イ
ツ
私
法
学
界
に
君
臨

し
た
名
著
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヴ
オ
ル
ブ
が
ナ
テ
ス
に
追
わ
れ
た
た
め
、

二
五
年
間
新
版
が
中
断
し
て
い
た
Q

今
度
の
新
版
は
、

101 
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説

ヴ
ォ
ル
ブ
の
死
後
に
完
成
し
た
Q

旧
版
の
長
所
を
維
持

し
な
が
ら
、
新
し
い
発
展
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
り
、
再
び
昔
日
の
地
伎
を
と
り
も
ど
す
で
あ
ろ
う
。
グ
エ
ス
タ

I
マ
ン
は
こ
れ
に
対
す

ル
ブ
が
そ
の
弟
子
の
ラ
イ
ず

I
と
一
緒
に
計
画
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、

論

る
最
大
の
対
抗
馬
で
あ
る
@
本
書
は
一
九
五
一
年
に
出
版
さ
れ
た
が
、

ヴ
オ
ル
ブ
の
欠
け
て
い
た
当
時
は
、

的
一
の
本
格
的
教
科
書
と
し

て
独
占
的
地
位
を
保
持
し
て
い
た
。
ヴ
エ
ス
タ

1
マ
シ
は
現
役
私
法
学
者
中
も
っ
と
も
利
益
法
学
の
傾
向
が
強
引
一
本
書
も
具
体
的
事
案

が
中
心
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
利
益
考
量
が
あ
ざ
や
か
で
あ
る
。
加
う
る
に
、
帰
属

(NS三
口
己
主
)
と
物
機
的
前
求
権
り
二
つ
を
物
権
法
の

原
理
と
し
て
、
体
系
化
を
果
し
て
い
る
J

ヴ
オ
ル
フ
ム
ブ
イ
ザ
ー
よ
り
本
警
の
い
々
を
汗
似
し
た
い
Q

は
の
新
し
い
発
展
に

私
と
し
て
は

対
処
す
る
ド
め
に
は
、
新
し
い
方
法
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
木
警
は
、

エ
ッ
ナ

1
の
債
権
法
と
と
も
に

(}) 

し
い
傾
向
を
代
表

す
る
教
科
書
ぜ
あ
り
、

い
ず
れ
も
、
出
版
社
(
富
山
一

-F
同

R
E
E
F
)
を
同
じ
く
す
る
姉
妹
書
で
あ
る
。

ア
イ
ヒ
ラ
ー
で
あ
る
。
上
巻
を
物
権
法
総
論
に
あ
て
、
下
巻
ノ
一
で
は
、
所
有
権
と
占
有

分
量
に
お
い
て
前
二
著
に
匹
敵
す
る
の
は
、

権
を
有
機
的
に
と
り
あ
っ
か
う
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
新
味
を
出
し
て
い
る
が
、
両
名
著
の
間
に
あ
っ
て
、
ど
れ
だ
け
の
存
在
理
由
を
ほ
こ
る

戸
田
J

V

(

幻
ゾ

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ギ
1
ル
ケ
と
へ

l
Jア
マ
シ
の
も
の
は
、
第
一
次
大
戦
後
ま
も
な
く
初
刊
が
で
て
ハ
、
ろ
古
い
も
の
で
あ
る
。

ギ
1
ル
ケ
の
も
の
は
か
ん
た
ん
で
特
色
は
な
い
が

へ
1
デ
マ
シ
の
も
の
は
分
量
も
て
ご
ろ
で
、
独
自
の
存
主
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
両

(
出
J
V

レ
シ
ト
の
も
の

著
が
、
高
齢
の
著
者
自
身
の
手
に
よ
っ
て
、
最
近
あ
い
つ
い
で
新
版
を
見
る
に
至
っ
た
こ
と
は
敬
服
せ
ざ
お
を
え
な
い
Q

は

ベ
ッ
ク
社
の
叢
書
の
小
教
科
書
で
あ
る
が
、

入
門
畜
と
し
て
推
薦
に
値
す
る
。

き
わ
め
て
明
快
で
要
領
よ
く
書
か
れ
て
あ
り
、

な
お
戦
前
の
も
の
で
は
、
国

o
n
F
C
Eロ円四円広号∞
ω
R
Z
R
o
n
y
z
L
8
0
一
司

FEn-S吋場一切。仏
3
5
n
E
L
S∞
の
一
両
者
が
、

い
ま
も
特

ヘ
ツ
ク
の
も
の
は
、
債
権
法
と
同
じ
く
、
利
益
法
学
の
つ
法
論
を
民
間
し
た
も
の
で
あ
り
、

色
あ
る
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
グ
イ
ア
ッ
カ

1
の
土
地
法
は
高
名
の
教
授
の
若
き
日
の
力
作
で
あ
り
、

ナ
チ
ス
的
色
彩
の
濃
い
も
の
で
あ
る
が
、

な
お
将
来
の
発
展

102 北法 11(1・102)



の
道
を
一
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

は)

個
別
的
研
究

(1) 

所
有
権

乙
こ
数
十
年
来
の
社
会
的
変
遷
は
、
私
法
制
度
の
去
礎
を
な
す
所
有
権
概
念
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ナ
チ
ス
時
代

に
は
従
来
の
抽
象
的
な
統
一
的
所
有
権
概
念
が
批
判
さ
れ
、
対
象
の
相
違
に
よ
る
具
体
的
な
考
察
が
強
調
さ
れ
た
(
と
く
に
グ
イ
ア
ッ
カ
|
)
。

い
ま
で
も
、
統
一
的
所
有
権
概
念
の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
論
争
が
続
い
て
い
る
(
通
説
は
、
そ
の
寄
在
を
是
認
す
る
。
反
対
説
と
じ
て
∞
口
E
F
N
O
J
?

戸
白
∞
凶
ロ
-HU

〉口一句
H
2
u
A
F印

ω)
。
乙
の
論
争
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て

各
種
の
所
有
権
制
度
の
具
体
的
な
考
察
の
必
要
性
は
否
定
で
き
な

ぃ
。
河
口
色
。
-
H】

}MWU目
。
切
宮
内
宮
ロ
肉
巾
ロ
品
。
田
岡
山

m
g
Z自
由
・
巴
ロ
ゆ
吋
巾
の
伊
丹
田
〈
巾
「

m
z
w
y
g己ゆ
ω
Z
E
P
5
8
は
、
比
較
法
的
立
場
か
ら
こ
の
間
題

に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、

ま
ず
所
有
権
の
自
由
と
拘
束
に
つ
い
て
一
般
的
に
笑
・
米
・
独
法
を
比
較
し
、

い
く
つ
か

さ
ら
に
住
宅
を
は
じ
め
、

の
生
活
領
域
に
お
け
る
所
有
権
の
拘
束
性
を
具
体
的
に
検
討
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
結
論
と
し
て
、
川
山
人
米
法
と
大
陸
法
と
の
架
橋
は
可

能
で
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

所
有
権
の
面
に
お
け
る
戦
後
最
大
の
改
正
は
、

一
九
五
一
年
法
に
よ
る
住
居
所
有
権
の
新
設
で
あ
る
。

こ
れ
は
戦
後
の
住
宅
政
策
の
一

環
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

か
つ
て
の
階
層
所
有
権
の
復
活
で
あ
り
、

そ
の
法
律
構
成
が
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
本
法

西ドイツ民法学の現況

は
、
わ
が
国
に
お
け
る
将
来
の
立
法
論
に
関
連
し
て
、
本
格
的
な
研
究
を
必
要
と
す
る
。
木
法
の
ゴ
シ
メ
ジ
タ
ー
ル
は
立
法
当
初
に
数
種

で
た
が
、
そ
の
中
で
、
切
骨

5
8
P
当

ovロ
ロ
ロ
顎
∞
一

m
g
g
g印唱団巾門
N
w

問。
E
B
O
D
S
F
N
-
K
F
Z出・

Eω
∞
L
N
S
ω
・
は
比
較
法
的
な
序
文
を
ふ

く
む
詳
細
な
も
の
と
し
て
推
薦
に
値
す
る
(
わ
が
国
で
は
、
鈴
木
線
弥
教
授
が
確
実
な
基
礎
を
提
供
し
て
い
る
Q

有
泉
編

-
m地
借
家
法
の
研
究
八
八
頁

以
下

一
三
三
頁
以
下
)
。

な
お
、
と
れ
に
関
連
し
て
、
地
上
権
法
に
つ
い
て
一
言
。
現
在
こ
の
点
で
も
改
正
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
∞
E
E
Y
R
E
-
〈。

a
n
v
s
m
o
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税

同号、一

z
g
o
aロ
ロ
ロ
他
州
島

gHW一
号
宮
民
諸
島

FN-KFロ
出
・
巴

g
が
そ
の
た
め
の
提
案
と
し
て
注
目
さ
…
れ
よ
う
。

(2) 

そ
れ
は
イ
ン
ミ
ツ
ジ
オ
シ
ピ
お
い
て
で
あ
る
。

現
代
文

相
隣
関
係

乙
の
古
色
蒼
然
た
る
制
度
が

い
ま
脚
光
を
浴
び
て
い
る
。

論

明
の
発
達
は
、
騒
音
・
煤
煙
・
振
動
等
の
イ
シ
ミ
ッ

ν
オ
シ
を
飛
躍
的
に
増
大
さ
せ
、

イ
シ
ミ
ッ

ν
オ
シ
放
出
者
の
保
護
に
重
点
を
お
く

相
隣
法
は
も
は
や
不
充
分
と
な
っ
た
。

新
し
い
要

近
時
の
判
例
は

イ
シ
ミ
ッ

ν
オ
シ
忍
容
者
に
補
償
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り

求
一
に
応
え
た
ぺ
他
方
、
立
法
に
よ
る
解
決
も
企
て
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
指
導
的
役
割
を
果
し
た
の
は
、
当

2
Rコロ
S
F
君
。

-nvomゆ
認
定
l

回
目

ny巾
ロ
富
島
ロ

m
w
y
g
g
N
Z門
戸
国
恒
常

B
S
Fと
Z
D
m
z白
色

Nロ
円
〈
ゆ
叶

σ
2印
肉
ロ
ロ
m
H

己

g
Z
R
V
E門叶四円伊丹出回
-
E
2向
。
丘
四
吋

}Fny
吋
出
切
∞
-
討
∞
-

A
U

胡一
v

で
あ
る
。
ヴ
エ
ス
タ

I
マ
シ
は
、

乙
の
ム
中
で
、

一
方
で
は
各
種
の
公
法
的
規
定
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
民
法
九

0
4ハ
条
を
改

，

E
し、

イ
シ
ミ
ッ

V
オ
シ
忍
容
者
に
、

そ
れ
を
忍
容
す
る
代
償
と
し
て
補
償
請
求
権
を
認
め
る
べ
き
こ
と
を
捜
索
し
、
結
局
そ
の
線
に
そ

っ
た
改
正
が
実
現
し
た
(
一
九
五
九
年
十
二
月
ご
十
ご
日
法
)
。
し
か
し
、

と
の
よ
う
な
相
隣
法
の
発
展
で
問
題
が
解
決
さ
れ
う
る
か
疑
問
で
あ

ろ
う
。
現
在
の
朗
題
は
、
む
し
ろ
相
隣
関
係
よ
り
き
り
は
な
さ
れ
た
と
ζ

ろ
に
あ
り
、
根
本
的
な
改
革
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
。
国
角
田

nyo--

U
W
R
2
2ぬ
g
S
F
g
m
骨
師
同
日
田
町
即
日
。
ロ
由
吋
ゅ
の

F
F】
N
S
W
J
E
は
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
ヴ
エ
ス
タ

l
マ
シ
を
批
判
し
、

k
p
E
0
1
2ロロ
m
?

陶器開】
E
n
v
に
類
似
し
た
制
度
を
作
る
べ
き
で
あ
る
と
提
唱
し
て
い
る
。

こ
の
よ
一
つ
な
傾
向
は
、
問
題

ω解
決

ω
方
向
を
英
米
法
の
ニ
ユ

ー
サ
シ
ス
に
近
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、

比
較
法
的
に
き
わ
め
て
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
が
国
も

事
同
様
な
問
題
の
解
決
に
迫
ら
れ
で
い
る
が
、

ニ
ュ
ー
ナ
シ
ス
と
イ
シ
ミ
ッ

ν
オ
シ
の
綜
合
的
比
較
か
ら
得
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ
う
(
最

近
、
法
律
時
報
三
二
巻
ご
月
号
で
「
生
活
妨
害
の
法
理
」
を
特
集
し
、
問
題
を
比
較
法
的
な
面
か
ら
も
捉
え
た
の
は
有
意
義
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
を

担
当
し
た
植
林
「
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
に
お
け
る
イ
ン
ミ
ツ
シ
オ
ン
の
法
理
」
は
、
最
近
の
判
例
・
学
説
に
触
れ
て
お
ら
ず
、
物
足
ら
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か

し
そ
の
後
、
沢
弁
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
隣
法
の
基
礎
理
論
L

関
法
九
巻
五
・
六
号
が
、
最
近
の
判
例
と
、
ヘ
ル
シ

I

N
に
至
る
学
説
の
発
達
を
詳
細
に
論
じ
、
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前
掲
論
文
の
欠
を
補
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
グ
ェ
ス
タ
!
?
ン
が
と
り
あ
げ
ら
れ
な
い
の
は
ど
う
し
た
わ
け
か
)
。

(3) 

即
時
取
得

動
産
物
権
の
即
時
取
得
の
制
度
の
存
在
理
由
を
め
ぐ
る
争
い
が

つ
ぎ
に
注
目
に
値
す
る
。

B
G
B
は
こ
の
点
に
関

こ
れ
も
無
視
で
き
な
い
問
題
で

し
、
近
代
的
公
信
の
原
則
を
採
用
し
為
そ
れ
が
わ
が
国
の
学
説
に
圧
倒
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
、

あ
る
。
ま
ず
ア
イ
ヒ
ラ
(
刊
に
よ
っ
て
、
民
法
の
全
領
域
に
お
け
る
信
頼
の
法
理
の
綜
合
的
研
究
が
な
さ
れ
た
後
(
回
円
E
O
H
・
0
5
m
m
n
Z己
岳
円
。

吉
田
〈
ぬ
吋
仲

5
5ロ
-
p
z
m
w
R
R
Z
F
V
O
C
E
R
E
n
r口
口
問
。
ロ
ロ
σ
2
ι
2
ω
円
E
R
L
2
〈何円昨日戸

g
p
g
g
-
紹
介
、
喜
多
・
一
一
橋
論
叢
二
七
巻
三
号
)
、

九
五
五
年
に
二
つ
の
本
格
的
な
研
究
が
現
わ
れ
た
ο

そ
の
一
つ
は
、
〈

-
E号
吉

F
回
目
仏
語
与
話
国
自
己
・
句
作

2
R
Y門
腎
仏

R
Hロ
ユ
丘
町

n
Zロ

公
信
の
原
則
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
ロ

1
マ
法
に
お
い

一、司
m
w
w巳
蕗
丹
弘
司
明
吋
m
L
O
ロ

C
E・
回
官
民
ロ

Nロ
S
A
F
H
-
U』
吋

wHmwupωHHmwNω
吋
で
、

て
、
取
得
時
効
の
制
度
が
そ
の
役
割
を
果
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
、

と
主
張
し
た
。
い
ま
一
つ
は
出
色
ロ

N
同
位
σロ
on
巴
号
河
内
n
z
s
q
Z印

t
B
冨
c
E
H
R
g
n
F
2
5
n
y庁
何
回
口
切
色
昨
日
向

Nロ
吋
回
角
川
鴨
位
協
合
ロ

m

と
の
ロ

1
マ
法
的
解
決
こ
そ
が
、
将
来
の
方
向
と
し
て
も
正
し
い

口
出
品
駅
喰
・

8
包
括
円
四
2
8
n
v
g吋
R
}丘一
n
v
g
J
1
0
号
E
g
g
n
v
E
N
g
-
H
C
U切
で
あ
る
Q

本
書
は
、

従
来
の
見
解
が
善
意
取
得
者
の
保
護

西ドイツ民法学の現況

に
重
点
を
お
い
て
い
た
の
に
対
し
、
所
有
者
の
権
利
を
中
心
と
し
、
そ
れ
が
第
三
者
の
た
め
に
尖
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
如
何
を
問

う
て
い
る
。
そ
れ
は
、
結
局
、
処
分
者
の
占
有
を
信
頼
せ
し
め
る
外
観
を
作
り
だ
し
た
こ
と
が
、
所
有
者
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
場
合
に
か
ぎ

る
と
さ
れ
る
(
な
お
、
著
者
は
ザ
|
ル
ブ
り
ユ
ツ
ケ
ン
O
教
授
)
。
以
上
の
業
績
を
う
け
つ
い
で
、

Nt司
2
m
2
Y
}向。円}戸仲田〈
2mg-nyoロ門平町山昨日出
n
v
g

N自
己

m
E
m
E
z
z
m
oロ
言
。
E
E『
ゆ
円
要
。
円
ダ
一

m与
o
Z
N
N
ω
(
s
u
g
L
が
現
わ
れ
る
Q

あ
る
が
)
比
較
法
的
立
場
に
立
ち
、

こ
れ
は
五
七
年
心
私
法
学
会
に
報
告
さ
れ
た
論
文
で

と
く
に
笑
米
法
の
成
果
を
利
用
し
て
、
立
法
論
と
し
て
、
即
札
取
得
は
商
取
引
の
面
で
は
無
条
件
に

認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
民
法
で
は
原
則
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

ヨ
日
ゴ
}
、

ナ
J

手
J

所
有
者
が
非
権
利
者
の
処
分
権
能
の
レ
ヒ
ツ

と
の
ツ
ヴ
ア
イ
グ
ル
ト

ω主
張
は
必
ず
し
も
学
会
で

V
ヤ
イ
シ
を
作
り
だ
し
た
と
き
に
例
外
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

K
Q
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吋-

こ
れ
ら
の
業
績
に
共
通
の
傾
向
は
、

承
認
を
う
る
ζ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
(
〉
仏
二
日
戸
口
H
R
)
、

民
法
の
即
時
取
得
の
制
度
、
に
対
し
批

鋭

こ
れ
は
一
見
大
勢
に
逆
行
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
お
そ
ら
く
、

判
的
な
点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
最
近
見
ら
れ
る
の
は

動
産
の

論

占
有
が
観
念
化
し
た
た
め
に

占
有
へ
の
信
頼
を
無
条
件
に
保
護
す
る
こ
と
は

真
の
所
有
者
に
と
ハ
〆
あ
ま
り
に
も
不
当
に
な
勺
た
と
い

う
事
実
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
と
す
る
と

こ
れ
ま
た
現
代
的
現
象
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
に
に
省
を
求
め
る
も
の
が
あ

る
(4) 

譲
渡
担
保

こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
今
日
の
わ
が
闘
で
も
っ
と
も
論
議
さ
れ
て
い
る
領
川
で
あ
る
が
、

ド
イ
ツ
も
同
様
で
あ

る
。
そ
こ
で
も
最
近
、
譲
渡
担
保
と
所
有
権
留
保
が
、
動
産
お
よ
ひ
債
権
の
担
保
手
段
と
し
て
の
重
要
性
を
苓
し
く
増
大
し
て
お
り
、
判

例
も
ま
た
実
務
界
の
需
要
に
応
じ
て
、
従
来
両
制
度
に
課
し
て
い
た
制
限
を
綬
和
し
、

グ
エ
ス
タ

1
マ
シ
の
活
躍
は
め
ざ
ま
し
い
。

の
批
判
壬
治
び
て
い
る
。

こ

ωiだ
め

そ
の
中

で
も

彼
は
一
九
五
四
午
に
行
な
っ
た
講
演

ヨ
巾
印
同
町
円
日
出
円
5
・
E
3
5回目。ロ
}
S
E
a。ロ
O
H
M

ロ
ロ
円
ご

F
5
5
z
o円
E
n
V
0
4『
q
Zロ
m
g
z
g∞一円『巾吋ロロ
B
B
n
y
Zロ
2
3
F司
E
田
口
H
H

己
問
。

E
2
5
m
g
w
巴
印
・
に
お
い
て
、
例
の
通
り
、

利
益
法
学
の
立
場
か
ら
、
現
在
の
判
例
は
、
譲
渡
担
保
各
当
事
者
の
利
益
を
充
分
に
調
和
さ
せ
て
い
た
い
と
批
判
し
た
Q

つ
い
で

五
五
年
ベ
ル

p
シ
で
聞
か
れ
た
法
曹
大
会
に
お
い
て
、
「
譲
渡
担
保
と
所
有
権
留
保
に
つ
い
て
立
法
に
よ
る
規
制
を
す
べ
き
か
?
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
、

V
シ
ポ
ジ
ク
ム
が
行
な
わ
れ
た
。

て
の

は
、
前
述
の
ご
と
く
今

と
こ
で
も
、
ま
ず
ノ
ヴ
ユ
ス
タ

1
マ
シ
が
報
告
を
し
た
Q

臼
の
判
例
は
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
実
際
界
の
自
主
的
解
決
と
判
例
の
発
展
に
ま
ず
期
待
す
べ
き
で
あ
い
、
立
法
は
最
後
の
手

段
と
し
て
の
み
考
え
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
め
ぐ
「
一
て
、
学
者
・
実
務
家
に
よ
る
詳
細
な
討
論
が
続
け
ら
れ
、
結
局
、

今
日
は
な
お
立
法
の
時
期
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
が
、
各
種
の
調
査
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た

(〈

2
r
mロ
《
己
己
口
問
伶
ロ
ハ
目
。
ω

人
口
・
り
し
『
吋
切
2
-
5
5印
mwu

切
・
口
w

阿り・

ω-H
同・)。

と
の
ド
イ
ツ
の
法
曹
大
会
の
議
事
録
は
、

わ
が
同
に
お
け
る
譲
渡
担
保
法
の
立
法
問
題
に
つ

/ 
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い
て
、
貴
重
な
資
料
で
あ
ろ
う
(
こ
の
意
味
で
、
昨
秋
の
日
本
私
法
学
会
の

yzuジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
三
の
成
巣
が
ほ
と
ん
】
}
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は

残
念
で
あ
っ
た
コ
ド
イ
ツ
で
は
そ
の
後
も
判
例
の
発
展
が
目
ざ
ま
し
く
、
学
者
の
研
究
も
続
い
て
い
る
。
そ
の
巾
で
、

F
H巳
5
・司

g
Z
2
5

ロ
ロ
門
凶
富
。

m
-
w
V
W
2
8ロ門田
2

5師同
伊
丹

E
5
5
-
Uロ
〉
己
的
問

2
5
5問
。
。
司

ω
R
F巾吋
E
m
Z
σ
印
可

σ仲間ロロロ
m
L
N
U戸
叶
口
白
が
譲
渡
担
保
の
制
度

化
の
可
能
性
を
論
じ
た
も
の
と
し
て

も
っ
と
も
本
格
的
な
論
文
で
あ
る
Q

他
方

刑
法
の
立
場
か
ら
こ
の
間
山
胞
を
詳
細
に
論
じ
た

切
回
口

B
2
5・
巴
ゆ
吋
即
円
円
山
内

g
n
v仲間
n
y
o
ω
n
v
E
N
ず
包
色
。
ロ

ω-nvo吋
ロ
ロ
向
田
完
門
町
宮
口
色
町
田
目
。
品
。
円
ロ
合
口
当
]
吋
門
凹
円
}
戸
山
内
門
的
〈

2
r
σ
F
3・
5
8
は
わ
が

国
に
類
書
の
見
当
ら
ぬ
研
究
と
し
て
注
目
さ
れ
る
(
わ
が
国
で
最
近
の
ド
イ
ツ
の
譲
渡
担
保
を
論
じ
た
も
の
と
レ
て
、
浜
上
「
日
誌
波
担
保
の
法
的
性
質
」

阪
大
法
学
一
八
、
二

O
号、

植
林
・
私
法
一
一
一
号
一
七
五
頁
、

七
巻
一
号
が

植
林
「
譲
渡
担
保
の
法
律
構
成
に
関
す
る
若
干

ω疑
問
L

法
学
雑
誌
六
巻
四
号
、

あ
る
。
い
ず
れ
も
綿
密
な
す
「
れ
た
業
績
で
あ
る
が
、
本
文
で
あ
げ
た
文
献
は
利
用
さ
れ
て
い
な
い
)
。

五

親

族

法

(吋

民
法
改
正

親
族
法
の
領
域
で
は
、
戦
後
大
規
模
な
民
法
改
正
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
こ
で
、

ま
ず
そ
の
過
程
を
問
題
に
せ
ざ
る

を
え
な
い
。
そ
れ
は
四
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。

西ドイツ民法学の現況

(1) 

こ
こ
で
は
占
領
平
に
よ
る
ナ
チ
ス
的
法
律
の
一
掃
が
行
な

第
一
期
は

一
九
四
九
年
の
ポ
シ
基
本
法
成
立
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。

わ
れ
た
。
親
族
法
の
分
野
で
は
、

た
だ
ナ
チ
ス
的
色
彩
の
濃
い
規
定
を
廃
止
し
た
に
す
ぎ
な
い
(
本
法

ρ
紹
介
と
し
て
、
太
田
・
論
叢
五
九
巻
三
号
三

一
九
四
六
年
に
管
理
法
と
し
て
、
婚
姻
法
が
成
立
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
内
容
は
一
九
三
八
年
の
婚
姻

法
の
承
継
で
あ
り
、

も
本
法
は
占
領
法
規
の
た
め
に
、
基
本
法
の
男
女
同
権
の
規
定
の
影
響
を
-
つ
け
る
こ
と
が
な
く
、

そ
の
後
の
労
女
同
様
法
に
よ
る
若
干
の

改
正
を
経
た
だ
け
で
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
婚
姻
法
の
コ
シ
メ
シ
タ
ー
ル
と
し
て
は
、

。
R
O
E
-
〈
・
。
。
門
出

p
z
c
R
B山口口
ω付
冊
目
岳
山
富
の
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，悦

コ
一
種
'
が
あ
る
(
い
ず
れ
も
何
日

5
m
g
2
P
Sち
)
。
わ
が
国
で
は
、
山
田
歳
・
ド
イ
ツ
婚
姻
法
(
宮
崎
編
・
新
比
較
婚
姻
法
型
的
収
)
が
刊
行
さ
れ
れ

ば
、
乙
の
部
門
の
基
礎
的
文
献
と
な
る
で
あ
ろ
う
.

ω
第
二
期
は
ボ
シ
基
本
法
の
成
立
よ
り
一
九
五
三
年
三
月
一
三
日
ま
で
の
期
間
で
あ
る
。
基
本
注
三
条
は
男
女
同
権
を
規
定
し
、

;繍

の
期
間
中
に
民
法
改
正
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
の
た
め
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
民
法
学
者
が
改
正
問
題
に
つ
い
て
発
言

し
た

(
そ
の
詳
細
は
、

鈴
木
緑
弥
「
男
女
問
権
の
西
ド
イ
ツ
的
理
解
」
法
学
雑
誌
一
巻
一
号
一
一
号
、

川
井
「
東
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
男
女
同
権
論
の
対
立
に

つ
い
て
」
法
協
七
三
巻
六
号
七
四
巻
一
号
の
文
献
り
ス
ト
参
照
)

Q

そ
の
中
で
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
切
2
H
N
r巾
ロ
ロ
仏
国
忌
uロ
2.・り目。

。-2
5
R
o
n
v
z
m
g
m
4
8
E
Sロ
ロ

E
F
E
L
u
u
p
r
z
B
2
z
z
z
zア
巴
ゅ
の

-2nFぴ巾
5
E
m
5
m
c
q
早
2
・

3円
E
E
-

-
ロ
ロ
向
。
ロ
品
。
m
w
ω

∞-
H
)
回、
H
J
吋

2
-
一切切]戸一。
m
H
U

国
史
凶
巾
旨
国
ロ
P

H

)
ぽ
阿
川
巾
門
町
訴
え
丘
一
ロ
ロ
尚
己
ゆ
「
司
門
出
ー
ロ
〈
mw
門ぬ一戸口

mσ
ロ}百一昨ロロ門凶

N
C
W
ロロ片
F
]戸市W
U
N
U

図
。
∞
乱
グ
司
ω
S
E
Oロ
『
ゅ
の
宮
回
目
向
。
円
H
F
S
G
N・
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
Q

ハ
却
ゾ

も
読
む
に
値
す
る
。
へ

1
Jア
マ
シ
の
も
の
は
婦
人
の
法
的
地
位
の
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て
簡
潔
に
記
述
し
た
も
の
で
、
非
常
に
分
り
や
す

く
、
か
つ
比
較
的
進
歩
的
で
あ
る
。
ポ
ッ

ν斗
は
現
在
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
婚
柄
法
の
最
大
の
指
導
者
で
あ
り
、

こ
の
う
ち
、

後
の
一
一
著
は
一
般
的
な
も
の
と
し
て
今
日

乙
の
著
書

は
カ
ト

P
ツ
ク
の
立
場
を
知
る
の
に
最
適
で
あ
る
。
記
述
は
分
り
や
す
く
、
納
得
力
も
あ
る
の
で
、

カ
ト
リ
ッ
ク
を
毛
嫌
い
す
る
学
者
に

一
読
を
お
す
す
め
じ
た
い
。

乙
う
し
た
う
ち
に

五
二
年
に
な
っ
て
や
っ
と
政
府
草
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
(
冨
邑

E
-
R
ロ
2
5
5
司
EHF-MgHRZー
の
Enr紅白

B
P
V
件
仲
間
出
回
聞
き
ロ
置
き
ロ
ロ
ロ
《

H
F
S
L
u
g
o同閉
め

ω
g
Z口
広
忌
日
・
そ
の
紹
介
と
し
て
、
椿
-
論
叢
五
九
巻
五
号
)
。
し
か
し
、

三
年
四
月
一
日
を
迎
え
た
。

異
論
が
多
い
ま
ま
に
、
五

"(8) 

第
三
期
は
、

そ
れ
よ
り
男
女
同
権
法
が
成
立
す
る
五
七
年
六
月
一
八
日
ま
で
で
あ
る
。

こ
の
期
間
中
は
、
基
本
法
三
条
二
項
が
直

10R 

乙
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接
に
適
用
さ
れ
、
男
女
同
権
に
反
す
る
民
法
の
規
定
は
効
力
を
宍
い
、
そ
れ
に
代
る
法
を
裁
判
官
が
形
成
し
た
。

こ
の
結
呆
、
法
の
不
安

定
が
続
い
た
。
こ
の
時
期
の
指
導
的
論
文
と
し
て
、
り
ん
法
ク
ロ

-o
白
色
円

5
2
R
E
m
E
m
4
8
E
Sロ
ロ

E
P
2
5
3
E宏
司
R
Z
e

M
N
8・
8
Y
回

B
n
y
z
a
g
o
同一ゅの宮

g
Eロロロ
m
E
巴
お
ロ
ロ
仏
】
刊

hwHU--5・
H
E串
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
デ
レ
は
比
較
的
進
歩
的

立
場
に
立
っ
て
、

男
女
同
一
様
の
実
現
に
努
め
た
。

こ
れ
に
対
し

ボ
ツ
V
V

ユ
は
も
ち
ろ
ん
カ
ト

P
ツ
ク
の
立
場
を
強
硬
に
主
張
し
て
い

る
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
判
例
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
は
、

krso-PKFロ
常
項
目
色
丹

O
E
O
-
n
v
r月
の
町
長
官
ロ

m-Emam戸
自
己
ゆ
ロ
B
n
y
F

-mossgEM--HmwE
が
便
利
で
あ
る
(
わ
が
国
で
は
、

福
地
陽
子
・
現
代
外
国
法
典
叢
書
「
独
逸
民
法
[
百
]
親
族
法
L

補
遺
が
こ
の
状
態
を
忠
実
に
伝

え
る
ほ
か
、
川
井
・
前
舗
は
乙
の
時
期
を
も
扱
っ
て
い
る
)

C

他
方
、
立
法
へ
の
努
力
も
続
け
ら
れ
た
。
政
府
は
五
三
年
末
に
規
模
を
結
少
し
た
第
二
草
案
を
国
会
に
提
出
し
、
早
期
実
現
を
は
か
つ

た
。
し
か
し
、
あ
い
か
わ
ら
ず
異
論
が
多
く
、
な
か
な
か
進
展
し
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
に
お
い
ト
て
注
目
す
べ
き
は
、
五
四
年
度
よ
り
ボ

ツリ
V

ユ
の
手
に
よ
っ
て
、
家
族
法
の
専
門
誌
、
何
日
5
5ロ
仏
明
記

さ
れ
た
と
と
で
あ
る
。

こ
の
雑
誌
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
に
偏
す
る
こ
と
な
く
、
広
く
内
外
か
ら
執
筆
者
を
集
め
、

家
族
法
に
関
す
る
公
法
・

私
法
の
論
文
と
判
例
を
も
う
ら
的
に
の
せ
て
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

西ドイツ民法学の現況

(4) 

男
女
問
権
法
は
五
七
年
六
月
一
八
日
に
よ
う
や
く
成
立
し
、
民
法
の
改
正
は
実
現
し
た
。
施
行
は
五
八
引
七
月
一
日
で
あ
る
が
、

乙
の
と
き
よ
り
第
四
期
に
入
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
同
権
法
の
成
立
と
同
時
に
数
種
の
解
説
が
出
現
し
た
が
、
大
規
模
な
コ
シ
メ
ジ

タ
ー
ル
も
出
版
さ
れ
た
。
関
同
位
向
巾

?ω50HNW082c者
mwnFC-any-)σE円
}
戸
門
前
川
口
口
ぬ
印

m
O
R
F
欠
。

E
g
g
Eア
HUU∞・∞
ωωω
・
が
そ
れ
で
あ

る
。
こ
の
ゴ
シ
メ
シ
タ
ー
ル
は
、

西
ド
イ
ツ
最
大
の
女
権
論
者
で
あ
る
ク
リ
ュ

I
ガ

1
女
史
の
↑
一
百
頁
に
わ
た
る
序
文
を
有
す
る
、

的
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
新
法
に
対
す
る
批
判
的
な
研
究
も
輩
出
し
た
。
と
く
に
、
妻
の
相
続
分
を
阿
F

刀
の
一
一
尚
め
た
こ
と
に
対
し
、
法

109 
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説

技
術
的
な
批
判
が
集
中
し
た
。
と
こ
ろ
で
、

か
ね
が
ね
、
わ
が
民
法
学
者
の
注
目
し
て
い
た
と
乙

西
ド
イ
ツ
の
男
女
同
権
法
の
問
題
は
、

ろ
な
の
で
、
新
法
制
定
後
ま
だ
日
が
浅
い
の
に
、
す
で
に
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い
る
(
問
権
法
の
中
心
を
な
す
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
は
、

論

浅
見
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新
法
定
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
L

北
法
八
巻

2
7
四
号
、

同
権
法
全
体
の
解
説
と
し
て

太
田
・
格
「
西
ド
イ
ツ
の
男
女
同
権
法

に
つ
い
て
」
家
裁
月
報
一

O
巻
九
号
一

O
号、

同
権
法
の
翻
訳
と
し
て
は
、
太
田
・
格
「
西
ド
イ
ツ
男
女
同
権
法
」
家
裁
月
報
一

O
巻
一
一
一
号
、

二
巻
三
号

五
号
、

問
権
法
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
椿
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
婚
姻
と
家
族
L

法
律
時
報
=
二
巻
一

O
号
.

唄
「
ド
イ
ツ

と
く
に
民
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

に
お
け
る
夫
婦
の
氏
」
都
立
大
学
十
周
年
記
念
論
文
集
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
す

t
れ
た
研
究
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
文
献
は
以
上
で
山
一
苅
会
に
ち
う
ら
さ
れ
て
い
る
)
。

以
上
の
よ
う
な
、
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
家
波
法
の
変
遷
は
、
教
科
書
を
書
く
こ
と
を
間
離
に
し
た
。
第
一
期
に

教
科
書

お
い
て
は
、
新
た
に
切

a
R
W
0・
H
4
M
W
8
5
8
5
n
v
F
5
h
が
刊
行
さ
れ
た
ほ
か
、
旧
著
の
新
版
と
し
て
、

-h各
自
由
ロ
P
円

)
2
g
n
v
g
明白

g
E
t

。ロ吋

R
Z
u
N
-
K
F口
出
・
巴
島
一
富
山
昇
。
片
田

-
p
w
g
E
O号
R
Y
F
h
F・
〉
口
出
・

5
色
な
ど
が
出
版
さ
れ
た
が
、
結
局
、
各
段
階
に
応
じ
て
新
版
を
出

(
e
J
V
 

し
て
こ
れ
に
フ
ォ
ロ
ー
し
た
の
は
、
パ
イ
ツ
ケ
だ
け
で
あ
っ
た
。
パ
イ
ツ
ケ
の
教
科
書
も
ベ
ツ
ク
社
の
議
室
田
の
一
冊
で
あ
る
が
、
き
わ
め

て
要
領
よ
く
重
点
的
に
説
明
さ
れ
て
あ
り
、
学
問
的
水
準
も
高
く
、
業
主
閏
中
の
名
著
に
属
す
る
Q

た
だ
し
、
そ
の
家
族
法
観
は
比
較
的
保

守
的
で
あ
る
(
∞
・
〉
口
出
・

5
S
U
N
N出
ω・)。

問
権
法
成
立
後
、
数
年
を
経
た
今
日
に
至
っ
て
、

よ
う
や
く
各
種
の
教
科
書
が
出
版
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
で
に
、

F
各
国
同
ロ
P

。gg
n
v
g
明知

5
5
8円。
nzwω-KFCぬ
-
H
む
き
が
刊
行
さ
れ
た
ほ
か
、

ハ回一
v

n

U

)

シ
ブ
エ
ル
ヌ
に
よ
る
も
の
や
、
新
た
に
ペ
ツ
ク
社
よ
り
、

c
q口町民
σ
2・
円
巾
可
σロ円}同門凶巾印明白
gH]ぼロ吋
R
F
Z
が
川
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

エ
シ
ネ
ク
ツ
エ
ル
ス
の
教
科
書
と
し
て
、

ミ
ユ
ラ

l
・
フ
ラ
イ
エ

(三)

男
女
問
機
法
に
関
す
る
個
別
的
研
究
が
多
い
こ
と
、

ζ

と
で
は
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
一
言
す
る
。

い
う
ま
で
も
な
い
が
(
と
く
に
夫
婦
財
産
制
て
す
べ
で
前
掲

個
別
的
研
究

文
献
に
ゆ
ず
り
、

110 ~G法 11 (1・110)



(1) 

離
婚

こ
の
分
野
で
指
導
的
役
割
を
演
じ
た
の
は
、
亡
。

}
]
P
C
E
E回以
E
E
M
2
2白
河

E
R
Y
2含
ロ
ぬ
凹
吋

R
Z
u
出

色

と

戦
後
、

い
う
講
演
で
あ
る
。
そ
の
方
向
は
、
離
婚
数
の
減
少
と
家
族
関
係
の
強
化
で
あ
っ
た
。
以
後
、

こ
の
方
向
で
各
障
の
研
究
が
す
す
め
ら
れ

た
が
(
手
続
法
に
関
し
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
家
事
裁
判
制
度
」
家
族
問
脳
と
家
族
法
刊
一
例
収
参
照
)
、
も
っ
と
も
大
規
模
な
も
の
は
、
君
。
一
回
同
tHbw中

ヴ
オ
ル
フ
教
授
を
中
心
と
す
る
フ
一
ブ
シ
ク
フ
ル
ト
大
学
の
メ
シ

出血

M
w
r
F
O
E
g
m
s
a
p
Z百
g
m回
目
。

Z
L由
。
で
あ
る
。

と
れ
は
、

ラ
イ
シ

γ
ュ
タ
イ
シ
教
授
の
い
る
V
カ
ゴ
大
学
と
共
同
し
て
、
家
族
の

ω
Z
E
-
-
S同
に
つ
い
て
研
究
を
し
た
結
果
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
各
種
の
統
計
資
料
を
使
い
、
社
会
学
的
な
出
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
お
り
、
従
来
の
ド
イ
ツ
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
研

号

、

ま

ノ

1
・ヵ

究
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
業
績
で
あ
る
Q

(2) 

私
生
子

私
生
子
の
法
的
地
位
の
改
善
も
基
本
法
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

こ
の
方
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
組
定
と
解
さ
れ
て
い

る
の
で
、
前
途
程
遠
い
状
態
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
ま
と
ま
っ
た
改
正
提
案
と
し
て
は
、
問
。
ロ

E
仏
国
己
)
ロ
巾
円
増
己
一

mwUHMEmo
同

R
F
g
s

回件。ロロロ

m
舟
田
ロ
ロ

ovo-wvoロ
巴
ロ
骨
タ

]52
が
あ
る
。
私
生
子
法
の
解
釈
上
の
大
問
題
と
し
て
は
、

ゃ
い
生
子
の
父
子
関
係
を
決
定
す
る

1普

手
続
如
何
(
い
わ
ゆ
る

k
r
g
g自

g
g宮
rgmm)
が
争
わ
れ
て
い
る
が
、

日
本
法
と
の
関
連
性
が
な
い
の
で
、
省
略
す
る
。
な
お
、
嫡
出
・
非

嫡
出
を
間
わ
ず
、

父
子
鑑
定
が
問
題
と
な
る
。

法
学
者
と
医
学
者
の
共
同
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
が

国
色
丹
N
W巾
t

こ
れ
に
関
し
て
は

西ドイツ員法学の現況

国
S
O
B
S守
口
与
で
ω
n
z
a
9
J
N
m
w
g
g
n
E岸
田
空

Z
n
z
g
E吋
色
巾

mqHnyEnyo
吋

E
M内
F
E
E
は
こ
れ
を
果
す
も
の
で
あ
る
。

養
子

戦
後
、
ま
す
，
ま
す
重
要
性
を
増
し
た
養
子
制
度
に
関
し
て
も
論
述
が
多
い
。
す
で
に
、
改
正
草
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
て

(3) 
い
る
が
(
そ
の
内
容
に
つ
き
、
山
田
・
法
協
七
五
巻
四
号
、

山
本
・
法
経
学
会
雑
誌
二
八
号
)
、

比
較
法
的
研
究
も
よ
う
や
く
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。

C
5
8宮
mw
〈。

E
ロ明白

O
Rロ
Dmmwロ
ao円
〉

aoH)色。
P
何日ロ

mw
『巾

nygH)O]ERYσ
ロロ仏

g
n
y片的
4
2
m
E円
Vmwロ己巾
ω
E門出
O
E
U叶
(
紹
介
、
阿
部
・
法

律
時
報
三
一
巻
九
号
)
に
続
き
、
最
近
出
命
日

E
R
E
-
一回

2
E
-
mロ
ロ
関
口
口
門

H
Z
n
E一m
z
u
b
q
〉
号
宮

F
o
p
E
S
が
刊
行
さ
れ
、
養
子
制
度
全
体
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説

v
ト
つ
い
て
の
パ

I
ス
ペ
グ
テ
イ
プ
が
与
え
ち
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

法
」
比
較
法
研
究
二

O
号
が
く
わ
し
い
当

(
ド
イ
ツ
の
養
子
制
度
の
現
在
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
川
井
「
ド
イ
ツ
の
養
子

論

-L  

ノ¥

中目

続

法

H
J
教
科
書

こ
の
分
野
は
、
戦
後
比
較
的
変
動
の
少
な
い
領
域
で
あ
る
が
、

さ
す
が
に
相
続
法
と
も
な
る
と
教
科
書
も
之
し
い
。

現
行
の
も
の
と
し
て
は

自
宅
8
9
S明
即
σznvp
ロ
・
回
向
島
げ
・
巴

8
・
u
u
∞
ω・

回目出
H
A
V
O
F

。s
a
R
F別叶
σBnvPAP-
〉ロ白・

]
5
g・
ω邑
ω・

の
二
著
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
他
、
戦
後
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
ロ

~2Nw
開吋
σ円
m
n
y
F
田
口
の

E
ロ
E
P
E
S‘
N

∞N
ω

・
が
要

キ
ッ
プ
u
ゴ

l
イ
シ
グ
は
、

領
の
よ
い
も
の
と
し
て
、

か
な
り
利
用
さ
れ
て
い
た
Q

さ
て
、

エ
シ
ネ
ク
ツ
エ
ル
ス
教
科
書
の
一
冊
で
あ
り
、

キ
ッ
プ
の
あ
と
を
'
つ
け
て
、
戦
後
(
九
版
よ
り
〉
コ
!
イ
シ
グ
に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
大
綱
は
動
か
な
い
が
、
新
た
に

法
史
学
的
、
法
政
策
的
記
述
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
模
範
的
な
改
訂
版
と
な
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
。
バ
ル
ト
ロ
マ
イ
九
九
の
も

の
は
ベ
ツ
ク
社
の
関
口
RSFmv号
ロ
与
の
一
冊
と
し
て
、
五
四
年
に
初
版
が
出
た

o
wロ
ロ
の
名
に
背
い
て
、
四
百
貨
に
近
い
か
な
り
詳
細

な
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
ナ
チ
ス
時
代
よ
r

り
相
続
法
の
専
門
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
だ
け
に
、
大
い
に
期
待
さ
れ
た
新
著
で
あ
γ

っ
た
が
、

内
容
は
一
技
術
的
説
明
に
終
始
し
、
失
望
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
ぺ

I
マ
1
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
も
、
も
っ
と
法
史
学
的
、
比
較
法
的
、

批
判
的
な
妓
述
を
期
待
し
た
い
(
本
書
院
対
す
る
ベ
!
?
l
の
批
判
は
痛
烈
で
あ
る
。
初
版
に
対
し
、
〉
白

H
F
勾
・
三
版
に
対
し
て
も
、

M
N
S
L
S」。

な
お
、
近
ぐ

E
ロ
m
p
U
F号
脅
げ
仏
命
的
開
号
B
n
v
g
H
g
o
w
が
公
刊
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ラ
シ
時
は
ナ
チ
ス
時
代
の
相
続
法
改
正
委
員
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会
の
委
員
長
で
あ
っ
た
だ
け
に
、

こ
の
新
著
も
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
Q

な
お
、

ν
ュ
タ
ウ
デ
イ
シ
ガ
ー
の
ゴ
シ
メ
シ
タ
ー
ル
の
相
続
編
は
、
ベ

l
マ
ー
や
レ

I
マ
シ
が
執
筆
し
て
お
り
、
学
問
的
水
準
が
高
い
。

と
く
に
ぺ

I
マ
I
の
書
い
た
長
文
の
序
論
は
、

ゴ
シ
メ
シ
タ
ー
ル
と
し
て
は
異
色
的
で
あ
り
、
相
続
法
的
基
本
的
原
理
の
考
察
の
た
め
に

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
、

わ
が
国
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。

に)

相
続
法
に
関
し
て
は
、
最
近
注
目
す
べ
き
業
績
は
見
当
ら
な
い
。

そ
れ
に
、
ド
イ
ツ
相
杭
法
は
日
本
民
法
と
体

個
別
的
研
究

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
あ
ま
り
考
察
す
べ
き
対
象
が
な
い
。
お
そ
ら
く
、
前
述
の
相
続
法
の
基
本
原
理
の
問
題
の
ほ

一
子
相
続
法
が
今
後
の
研
究
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
(
一
子
相
続
法
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、
川
井
「
西
独
シ
ュ
グ
ア
ル
ツ
グ
ア
ル
ト
地
方
に
お

け
る
農
地
の
末
子
相
続
」
北
法
一

O
巻
松
岡
教
授
退
転
記
念
特
輯
号
を
は
じ
め
と
す
る
個
別
的
研
究
の
完
成
を
朔
待
し
た
ハ
)
。

系
を
異
に
す
る
た
め
、

か
に
、
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附・ドイツ私法学者の経歴と業績

研究所とともに TubingenIζ移る。 46年に講師， 48年に教授となる。連

邦裁判官を兼ねていた。 56年に研究所とともに，さらに Hamburgに移

る。研究所の中心メシパーであり，比較法，国際私法の第一線で活躍して

いる。とくに比較法の理論に関しては，指導的地位を占めているa 著書は

すべて共著である。 戦時中のものでは， Die Einwirkung des Krieges auf 

Vertrage， 41 (mit Kegel und Rupp，前掲)， 戦後のものでは Kommentar

zum Gesetz Nr. 52 uber Sperre und Beaufsichtigung von Vermogen， 47 

(mitDりlle);Rechtsvergleichung im deutschen Hochschulunterricht，52 

(mit Aubin，前掲)がある。最後のものは，比較法の理論についても重要な

貢献をしている。 その他，理論的論文としては， RechtsvergJeichung als 

universale lnterpretationsmethode， RabeJs Z 15 (1949/50，紹介，高木・東洋法

学2巻 2号); Die Rechtsvergleichung im Dienste der巴uropaischenRechts-

vereinheitJichung， RabelsZ 16 (1951); Ziele und Stoff der juristischen 

Ausbildung， Rabe!sZ 22 (1957)がある O 比較法を民法に応用した最近の論

文として，子手Rechtsvergleichend-kritischeszum gutglaubigen Mobiliarer-

werb， Rabels Z 23 (1958)がある。
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西 Fイツ民法学の現況

dung und Scheidungsrecht， 59 (mit Luke und Hax)がある。

(49) Wol貸， Martin (マルチシ・グォノレブ 1872年9月 26日に BerIin

で生れ， 1953年7月20日に Londonで死んだ。 Berlinでずっと育ち，学

界へのスタートもそこで切った。 Marburg，Bonnで教授生活を送った後，

1921年に BerlinIC::帰った。 ナチス時代には， ドイツを追われイギ Pス

応渡り，ついに死ぬまでそこにとどまった。 20世紀前半の民法 Dogma-

tikerとして最高の評価をうけており， その教科書はわが国でも広く読ま

れた。初期の業績は民法の解釈に捧げられている。 Dasbeneficium excus-

sionis realis， 94 (Dissertation); Der Bau auf fremdem Boden， insb. der 

Grenzuberbau n日chdem BGB， 1900; Der Mitb巴sitznach dem BGB， 

Jherings Jb， 44 (1902); Die NeugestaJtung des Familienfideikommis-

rechts in Preusen， 04などが代表的である。 しかし， Wol妊の能力を最も

よく示すものは教科書である。 Enneccerus，Kippと共同に執筆した教科

書のうち，物権法と婚姻法が彼の手になるものである。者Sachenrecht，10， 

9. Au臼.32， 10. Auf!. 56 (mit Raiser); Familienrecht， 12 (mit Kipp) 7. 

Auf!.31がそれであり， この叢書の占める高い地位は彼に負うところが大

きいといってよい。イギリスでは国際私法と比較法の方iIDで活躍した。国

際私法については，すでに Berlin時代より関心を示しており， その成果

は， Internationales Privatrecht， 33， 2. Auf!. 49となり， 最近まで標準的

教科書の地位を保っていた。さらに，イギリス国際私j去に関じて， Private 

International Law， 45， 2nd ed. 50があ J， コモンロ一日百回に }i~ :~~~ノエヲ二

た。 11免orには，比較法にも従事し， Commercial Law， Manuel of German 
Law， 1， 50; Traite de droit compare， 50-52 (avec Arminjon et Nolde)〆ξ

勿担した l後者vこっき，五十嵐「三つの比較法J比較法研究7号)。

(5Q) Zweigert，区onrad(コシラート・ツヴァイグノレト 1911年 1月22

日， Posenで生れる。 37年に比較私法研究所の研究員となる。戦後は，
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附・ドイツ私法学者の経歴、と業績

Rudolf von ]hering， 42; Vom romischen Recht， 44; Das romische Reoht 

und das deutsche Rechtsbewustsein， 44がそれである。戦後も，ローマ

法の研究は続けられている。 Vomromischen Staat als Rechtsordnung， . 

49; Uber das Klassische in der romischen ]urisprudenz， 50; Lebenslaufe 

klassischer Schriften in nachklassischer Zeit， SavignyZ. Rom. 67 (1950); 

Vulgarismus und Klassizismus im Recnt der Spatantike， 55 ; Vorjustinia-

nische Exemplare und Ausgaben spatklassischer Schriften， 59などがそ

れである。以上のような背景を有する Wieackerが，思想史的傾向の強い

近世私法史の著書，勢Privatrechtgeschichteder Neuzeit， 52を書いたのは

当然であった。乙の新じい領域における彼の地位は，本書を以て確立した

といってよい。さらに，本書を補なうものとして，持DasSozialmodell der 

klassischen Privatrechtsgesetzbucher und die Entwicklung der modernen 

Gesellschaft. V ortrag， 53; 株Grunderund Bewahrer. Rechtslehrer .der 

neuen deutschen Privatrechtgeschichte， 59がある。 民法プロパ~(乙関す

るものでは， 信義則の類型化をなしだ快Zurrechtstheoretischen Prazisie-

rung des !i 242 BGB， 56，解釈方法論をのべた， 持G巴setzund Richter-

kunst. Vortrag， 58が小冊子ながら重要である。 その他，民法解釈に関す

る論文，判例批評，書評が多く，現在最も活躍している私法学者の一人で

あり，とくに明快な頭脳と流麗な文章を以て知られている。

(48) Wolf， Ernst (エノレジストヴオノレブ) 1914年 10月26日 Mei-

ningen/Thuringenで生れる。 46年に Frankfurt/M.の講師，47年に助教授

となる。 58jF頃， Marburgへ移って教授となる。 民法，労働;下去を講ずる

白然法学者の一人である。業椋と Lて， Die Burgschaft fur laufendes Ge-

schaftskredit， insbes. beim Wechsel des Ges巴haftsinhabers(Dissertation)， 

43; Die Generalklausel im Schadensersatzrecht (Habi1itationsschrift); 

Das Pro~lem des Verlぬnisrechts，49に続き，本文で言及した持Anfang

und Ende der Rechtsfahigkeit des Menschen， 55 (mit Naujoks) ;勢Schei-
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商ドイヅ民法学の現況

den Sicherungsrechten an Fahrnis und Forderungen. Vortrag， 54であ

り，人や人格の概念にあてはめたのが，持Personund Persanlichkeit als 

Wert im Zivilrecht， 57である。その他，協同組合法にも関心を有し， Der 

Einzelne und die Gemeinschaft im Spiegel des Genossenschaftsrechts， 

57がある。最近の相隣法の改正にさいしては，特Welchegesetzlichen 

Masnahmen zur Luftreinhaltung undzur Verbesserung des Nachbar-

rechts sind erforderlich ? 58を書いた。その他，最近のものとしては，独

特な民法入門書，持Grundbegri妊edes BGB. Eine Einfuhrung an Hand 

von FalJen， 58カfある。

(47) Wieacker， Franz (ブラシツ・ヴィーアッカー 1909年8月5日，

Stargard/Pommernで生れる。 33年(こ Freiburgの講師， 371;:FにLeibzig

の助教授， 39年lと教授となる。戦後は， 48年に Freiburgの教授となり，

54年[と GottingenIご移る。 いまや， 代表的な私法学者の一人であるが，

もともとロマニストであり，またナチス時代にほ，土地法の建設者として

失11られていだ。すなわち，伎の学界へのスタートは，ナチス所有権概念の

基礎を作つだモノグラフィ， Wandlungen der Eigentumsverfassung， 35 

を以つてはじめられた。しかし，最初の研究はローマの組合法に捧げら

れ， その成果は Societas，Hausgem日inschaftund Erwerbsgesellschaft. 

Untersuchungen zur Geschichte des ramischen Gesellschaftsrechts， 36， 

354 S.として発表され， さらにそれを補うものとして Hausgenossen-

schaft und Erbeinsetzung. Uber die Anfange des romischen Testaments， 

40がある。 他方，土地J去を中心としだナチス的理論の研究もすすめられ

た <'"Bodenrecht，38; Zum System des deutschen Vermogensrechts， 41; 

Vielheit und Einheit der deutschen Bodenrechtswissenschaft der Gegen-

wart，42という一連の研究は，物権法を対象の相違lこより具体的に考察す

べきであるという主張に耳を傾けるべきであるが，彼の経歴の名誉あるぺ

~V'ではない。戦争末期には， ローマ法の思想史的研究に関心が移った。
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一手?で

附・ドイツ私法学者の:経歴と業績

義を批判した， Das Traditionsprinzip-Ein Atavismus des Sachenrechts; 

Festschrift fur M. Wolff， 52と， プライパνーについてのドイ Yで最初の

研究である，養Geheimsphareund moderne Technik， Festschrift fur H. 

Lehmann， 1， 56が注目される。

(45) Wesenberg， Gerhard (グノレハノレトヴェーぞシぺノレク.1908年

10月 16日， Kolbergで生れる。ローマ法学者 Koschakerの弟子である。

43年!cTubingenで教授資格を得， 44年に Rostockの講師をやった。戦

後は Kielに移仏教授となった。 57年暮になお壮年で死んだ。初期の業

績には， Der Zusammenfall in einer Person von Hauptschuld und Burg-

schaftsschuld im klassischen romischen Recht， 35がある Q 戦後は近世私

法史の方面で目さましい活躍をした。第三者のためにする契約についての

ローマ法以来の学説史である， Vertrage zugunsten Dritter， 49や，若き

Savignyの法学万法;命に関する Savigny，Juristische Methodenlehre (服

部択「法学方法論J)の出版に続き， i.Ltl世私法史の標準的教科書， 持Neuere

deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der europaischen Rechts-

entwicklung， 54を書き，今後を期待されていた。

(46) Westermann， Harry (ハリー・ヴェスターマシ 1909年 4月6

日， Grimersumで生れる。 40年にチェコの Pragで講師となる。 戦後，

49午に M泣nsterの教授となけ， 今円(二五る。 民ご主，民訴を専r'zする。物

1護法では第一人者である。利益法学の影響力f強い。戦前の業績としては，

Die Forstnutzungsrechte， 42が芯之、。 i決後，物権:去の新技利害，会Lehrbuch

des Sachenrechts， 51， 4. Aufl. 60が出るによえんで，一躍，一流の私法学者

の聞に伍するに至った。彼の利益法学の方法論は，その総長就任演説であ

る，勢Wesenund Grenzen der richterlichen Streitentscheidung im Zivil-

recht， 55にもっともよく表現されている。 その方法を譲渡担保に応用し

たものが， 特Interessenkollisionenund ihre richterliche Wertung bei 
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西ドイヅ民法学の現況

Nachdruck， 59; Verwirkung und Unzulassigkeit der Rechtsausubung， 

34 (成富「失効の原則J参照)が代表的であり， とくに後者はわが国にも影響

を与えた。 ついで，ナチス契約理言命のために， Die allgemeine Entwick-

lung des Vertragsbegri妊s，Dt. Landesreferate z. 2. Internat. Kongr. f. 

Rechtsvergleich. in Haag， 37 (我妻「ナチスの契約理論」杉山教授還暦観賞論文

集参照)を書いた。 Berlin時代は， ナチス労働法に関し多くの論文を発表

したが，ここでは省略する。戦後も，もっとも精力的に活動した私法学者

一人であった。 旬oergels，Kommentarへの執筆が民法上の最大の仕事で

あり，とくに第9版は自ら編者となって活躍することが期待されていたが

B. 1， 59'が出た直後に死亡した。 しかし， その 242条(信義則)の註釈

は，モニュメシタノレな業績として残るであろう。その他の業績としては，

者Privatrechtim Bereich offentlicher Verwaltung， Festschrift fur Nieder-

meyer， 53; Gesellschaftsvertrag und Erbrecht bei der Offenen Handels-

geseI!schaft， 54， 3. A u臼.58;持FaktischeVertragsverhaltnisse， 58カiある。

戦後も労働法に関する活路が目立ったが，ついに体系書を完成ずる;二五ろ

なかった。多くの論文のほか， Kommentar zum Betriebsverfassungs-

gesetz， 3. Aufl. 749 S. (mit Galperin)が，この分野での主業演である。

(44) Sus， Theodor (テオド ~Jレ・ジュース 1892trミ7月9日， Speyer 

で生れる。 1922'9'二に Gりttingenの講師となる。 24年より 26"ギまで，アメ

リカ[て滞存ーする。 28;10 iとFrankfurtの助教段， 29年に Breslauの教授と

なる。 35年l乙Berlinの商科大学に移る G 戦後は， Erlangenを経て， 49 

4ドより Kolnの教筏をしている。 民l荷i'1(t民日}f，吋際{'.'，;'ム i呆附止/2iiif

究している。戦前の業演では，見主流担保j去し少基礎的モノグラブィでお弓，

Wesen und Rechtsgrund der Gewahrleistung fur Sachmangel， 31 (一部紹

介，於保・論叢29巻3号)が代表的である。その他， Sachenrecht， 31; 1st die 

Klageerhebung eine Prozessvoraussetzung ?32; Die Privatversicherung 

im Kriege， 40があった。戦後，民法関係の論文としては，物権法の引渡主
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附・ドイツ私法学者の経歴と業績

schrift fur Schmidt回Rimpler，57; ，*Der Streit um den Person1ichkeits-

schutz nach dem Referentenentwurt des Bundesjustizministeriums， JZ 

59，41が注目される。

(42) Schmidt-Rimpler， Walter(ワノレター 'Vュミット =9~プラー)

生年ば 1885年。現在 Bonnの教授で， 商法学者として有名である。 初期

には， 民法の研究に従事し， Eigentum und Dienstbarkeit (Dissertation)， 

11 ; Eigentumerdienstbarkeit. Zugleich ein Beitrag zur Lehre von der 

Konfusion dinglicher Rechte， 11を発表している。その後は，商法上の業

績が多く，とくに問墜に関しては権威者である。 Geschichtedes Kommis-

sionsgeschafts in Deutschland， B. 1， 17; Der Handlungsagent， 28; Das 

Kommissionsgeschaft， 28がその代表的業績である。 最近は，民法の法律

行為理論に関心を示し，その客観的解釈を主張している。ナチス時代に，

Grundfragen einer Erneuerung des Vertragsrechts， AcP 147 (1941)を書

き，最近はその応用として， 行為基!i建論について， 吃umProblem der 

Geschaftsgrundlage， Festschrift fur Nipperdey， 55を，また錯誤論につい

て，一〉沼igenschaftsirrtumund Erklarungsirrtum， Festschrift fur Leh-

mann， 1， 56を書いている。

(43) Siebert， Wolfgang (ヴォルブガ γグ・グーペノレト 1905年4月

11円， MeseritzjMark Branclenburgで生れる。 Boehmerの{j子で， 32平

!こ Halleの講師， 35年[こ Kielの助教授， 37年にはそこの教授となる。 38

3下より Berlinに?多り，安までi舌問しだ。 Larenzとともに Kiel，苧派を

つくり，ナチスの契約理論および労働法理論の樹立に努力した。この活躍

がたたり，戦後は長らく Gottingenで正式の地位を得ず¥文筆活動を行な

っていた。 57年I[Heidelbergの教授に迎えられたが， まもなく， 59年

11月25日，働らきざかりで死んだ(成宮・ヲュリスト 196号)。彼の初期の研

究は民法lと捧げられた。 Dasrechtsgeschaftliche Treuhandverhaltnis， 33， 
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Wurdigung， JZ 56， 385が詳細であるu なお，異常に長文になった本稿は，

わが国で為されるべくして為されなかった， Rabelのネクロログィを兼ね

る意図を有する。

(40) Raiser， Ludwig (ノレートヴィヒ・ライザー 1904年 10月27日，

Stuttgartで生れる。 MartinW olffの弟子であり， 33年lとBerlinで教授

資格を主る。 42年に Strasburgの教授となり， 45年に Gottingen，56年

頃l乙Tubingen，ζ移って今日に至る。商法，経済法学者として著名であ

る。 戦前の業績としては， 'Die Wirkungen der Wechselerklarungen im 

Internationalen Privatrecht， 31; Das Recht der Allgemeinen Geschafts-

bedingungen， 35がある。 後者はこのテーマ関する代表的文献である。戦

後は発Wolff，Sachenrechtの改訂版を出し (10.Bearb. 56)，民法学者とし

ても知られるようになった。その他，民法上の論文としては， Eigentums-

anspruch und Recht zum Besitz， Festschrift fur M. Wol任， 52;Ver廿ags-

freiheit heute， JZ 58， 1 ;1]¥ あろ υ

(41) Reinhardt， Rudolf (ノレドノレプ・ライシハノレト 1902年6且7日，

Muhlhausenで生れる。 30年に Kolnの講師， 35年，CHalleの助教授，

38年に Konigsbergの教授となる。戦後は MarburgI乙移って今日に至る。

民・商法，経済法，労働法を講じている。初期の業績としては，人格権に

~ハてのまとまっナ:研究と Lて， Das Persanlichkeitsrecht in der geltenω 

den Rechtsordnung， 31がある。ナチス時代にもかなり活時した G 損害時

に問す三ちものとして， Der Ersatz des Drittschadens， 35; Beitrage zum 

Neubau des Schadensersatzrechts， AcP 148 (1942)があるほか， jj];'l~ の教

科書として， Handel und Gewerbe， 38を書いた。戦後の業績としては，

Einfuhrung in die Rechtswissenschaft， 49の編集のほか， Universitat 

und ~taat， 51がある。 民法l乙関する最近の論文としては， Die ¥l:盛 ini-
gung subjektiver und objektiver Gestaltungskrafte im Vertra調酔st-
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gerichtshδfen， 23がある。また，比較法の必要性を説いた小篇として，

Aufgabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung，25がある。 Beriin

では，一層大規模な比較法の研究が進められた。 とくに， 27年より Zeit"

schrift fur auslandisches und internationales Privatrechtを刊行したこと

は大きな意義があった。この雑誌は現在彼の名を冠した略称 (Rab~lsZ) を

用いて，世界一流の比較法雑誌となっている。 Rabelの比較法学の最高の

目標は私法の国際的統ーであった。ローマの私法統一国際研究所を中心と

してはじめられた動産売買の統一法の編纂において，彼は中心的役割を演

じた。 35年F:は彼の手による第一次草案が成立した。 DerEntwurf eines 

einheitlichen Kaufgesetzes， RabelsZ 9 (1935)がそれである。 さらに， こ

の杭一法のための基礎資料を提供するために， 合"DasRecht des Waren-

kaufs， 1， 36， II， 58が書かれた。これは本文で述べたごとく，比較法の最

高水準を行くものである。この仕事は，第二次大戦後も続けられ， 51年の

ハーグの国際会議でも Rabelは主たる役割を演じた。 この統一法運動は

Rabelの死後もお¥':jられて行くで九人弓 開際T~， i去も Rabel によって開

拓された領域であった。伎の功績は，従来の学説が思弁的または国家中心

的であったのに対し，比較法的基礎の上に国際私j去を発展させた点にあるo

Das Problem der Qualifikation， Rabels Z 5 (1931)， Sonderausgabe， 56は

との点での劃期的な論文であり，とくにわが閣において庄倒的な影響そ与

;;.. t:o Rabel白身， 同らしコjJ i'i: ~~t~Îì 去 AJ 々夫 1-jーしたが， u九f↓よアメリカにおい

て大著として完成しだ， The Conflict of Laws. A comparative study， 1， 

45， 2nd ed. 59， II， 47， IlI， 50， IV， 58がそれである。本書は， Rabelの名を

世界的ならしめだ才112で3s:， ，これまだわが同に大きな影響を与えている。
とのような Rabelのよ1ポffた ア、

J の弓七， r法学を全く新ら Lい理念

と刺戟で満たした」点で Savigny以来の最大の学者であると評した，

Martin Wol妊の言葉が最も印象的である。 Rabelの評伝として，前述のほ

か， .;B:teinstein， Gedachtnisrede fur Geheimrat Professor Dr. Ernst Ra-

bel，費量制istischeRundschau 56， 135; Husserl， Ernst Rabel-Versuch einet 
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た。その後まもなく， 55年9月7日，スイスの Zurichの病院で息を引き

とった。 時に81歳であった。一流のローマ法学者であり， ドイツ現代比

較法学の父であり，国際私法に新生面を開いた Rabelャは，たんにドイツの

代表的私法学者であったのみならず，文字通り世界的な私法学者であり，

類まれな天才法学者であった。彼の初期の研究はローマ法に捧げられた。

Habilitationsschriftである， Die Haftung des Verkaufers wegen Mangels 

imRechte， T. 1，は担保責任法の学説史的研究として， 劃期的なものであ

るのみならず， 今日の近世私法史学の先がけでもあり， 若き Rabelを

一躍有名ならしめた深作であった。 ついで発表された， Nachgeformte 

Rechtsgeschafte. Mit Beitragen zu den Lehren von der Injurezession 

und vom Pfandrecht， Savigny Z. Rom. 27 (1906)では， パピノレス学がとり

入れられ，比較法制史的なアプロ{チが見られる。 さらに， Die Unmりg-

lichkeit der Leistung. Eine kritische Studie zum Burgerlichen Gesetz-

buch， 07は学説史的研究にもとづく， BGBに対する批判である。 とのよ

うな Rabelのローマj去の研究は， Grundzuge des romischen Privatrechts， 

15， 2. Auf!， 55にまとめられているが， これまた今「i古 ftliiを 1ール守ヶー
!ノ」

いる名著である。 第一次大戦後の Rabelの関心は主として比較決!こ向:ナ

られたが， ローマj去の研究も続げられ，それは彼がドイツを去るときに了

った。 Rabelのローマ法学の特色は，パピノレス学をとり入れて，比較法制

史的1]i'去を推進したとと， および interpolatio研究の第一人者であつだが

その行きすぎを警戒しだととなどに求められよう(ローマ法学者としての

l{abelに関しては， Kunkel， Ernst Rabel als l(echtshi己tりriker，Festschrift 

fur Rabel， U， 54; H. J. Wolff， Ernst Rabelt Savigny Z. R0111. 73 (1936)を

参J!iUaRabelの比較法iこ刈する関心は，そのローマ法ルiiJr光υ

であるとともに，第一次大戦後の講和条約処理のための実際じの必要から

でもあった。彼自身， ドイツを代表して各種の会議に出席するとともに，

Munchenに比吸法研究室を設立して，組織的研究をはじめた。 この頃の

代表的業績としては， Rechtsvergleichung vor den gemischten Schieds-
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関するまとまった業績としては， Probleme aus dem internationalen Ehe-

recht， 32; Les rapports juridiques entre parents et enfants， 35; Staats輔

angehorigkeit und Scheidungsakt sowie internationale Zustandigkeit in 

Scheidungsprozessen， 43; Staatangehorigkeit kraft Eheschliesung unq 

kraft Abstammung， 48; Die Rechtsstellung des unehelichen Kindes nach 

dem neuen ltalienischen Zivilgesetzbuch， 48がある。

(39) Rabel，Ernst (エノレシスト・ラーペノレ 1874年1月28日 Wien

で弁護士の子として生れた。 大学で学位をとるまで， Wienで成長した。

彼のゴスモポ ~J タシ的性格はそこでっちかわれた。また，音楽の都の出身

にふさわしく，侠はピアノの名手であった。 Wienでしばらく弁護土をや

った後， 1899年，有名なロマニスト， Ludwig Mitteisに招かれて Leibzig

k向い，学者としての生活をはじめた。 1902年，早くもそこで講師となり

04年には助教授となった。 06{Fに Baselの教授となる。 10年[こ Kiel，

11年に Gottingen，16 jドに Munchenに移った。そこでは， Institut fur 

Rechtsvergleichungを設立し，比較法の組織的研究をはじめた。 26年[こ，

Berlin IC Kaiser-Wilhelm-Institut fur auslandisches und internationales 

Privatrechtが設立され，彼は初代所長として招かれ，同時に Berlin大学

の教授となった。この頃が，彼の活躍の頂点であった。ナチスが政権をと

るや，ユダヤ系である Rabelの不幸の日が始った。 35年には教授の地位

を奪われ， 37 j下[ては所長の席Yおさぞかされだ。 39:1'に(土，遂に若:をjそして

一家をあげてアメりカピ渡「た はじめは， American Law Institut iご迎

えられ， ついで Michiganおよび HarvardLaw 8choolで Res巴arch

Associateとして，国隙私;去の大著の執筆に専念した。 戦後は，ふたfごび

ドイツとの関係が復活し， Tubingenの名誉教授となり，また， Berlin自

由大学の Emeritusの地位を与えられた。しかし; Rabelは世界をとぴあ

るき，とくに戦前から関係していた国際動産売買法の統ーのために努力し

た。 54年には，二巻よりなる大記念論文集を世界中の学者から捧げられ
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Reform des Schadenersatzrechts， 40 (紹介， )11島・法協59巻4号)の編集をし

た.戦後はとくに労働法の商で活躍している。 各州の労働法規を集めた

Arbeitsrecht. Sammlling der …arbeitsrechtlichen Vorschriften， 49の編

集， Beck'sche Kommentare zlim Arbeitsrecht seit 1949 (mit Hueck)の

編集，労働判例を集めた ArbeitsrechtlichePraxis， 50任.(mit Hueck und 

Dietz)の編集をはじめ， 1948年より労働法の専門誌 Rechtder Arbeitを

編集している。さらに彼の編集にかかるものと Lては，ポシ基本権につい

ての， Die Grundrechte. Handbuch der Theorie und -Praxis der Grund-

rechte， 4 Bde， 54 ff. (mit Neumann， Scheuner und Bettermann)を逸する

ことができない。なお経済法に関しては， Die soziale Marktwirtschaft in 

der Verfassung der Bundesrepublik. Vortrag， 54が問題を投じている。

民法上でも大L、lこ活躍していること本文で述べたとおりである。

(38) Raape， Leo (レオ・ラーぺ 1878年6月 14日， Rheydtで生れる。

χitelmannの弟子で， 1906年に Bonnの講師 08平に Halleの助教授，

15年lこ同所で教授となり， 24年に HamburgIこ移る。現在すでに 80歳を

越えた老大家であるが，なお元気で活躍している。国際私j去の第一人者で

ある Raapeも本来はロマニストであり， 初期には民法上の業績が多

い。 Dasgesetzliche Verauserungsverbot des BGB， 08; Der Verfall des 

griechisch-agyptischen pfandes. Eine Studie， 12; Die Verfallklausel bei 

Pfand und Sicherungsubereignung， 13が代表的であり， その他， ナチス

時代には DieBeweislast bei positiver Vertragsverletzung， AcP 147， 

(1941)があり，今日でも価値ある論文とされている。 Raap巴の後半生は主

として間際私法の研究に棒げられている StaudingersKommentar zum 

BGB und EG， VI， 2， 9. Aufl. 31における国際私法規定の詳細な註釈に

はじまり InternationalesPr甘atrecht，38/39で一応完成した。この教科

書はその後も版を重ね (4.Aufl. 55)，戦前戦後を通じて最も標準的なもの

として，教育上，実務上lζ大きな影響を与えている。その他，国際私法に
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教授となる。以後どこへも移動しない。戦後は，連邦労働裁判所のノ長官を

兼ねている。文字通り，現在西ドイツ私法学を代表する学者であり，とく

に労働法では最高権威者といってよい。 最初より労働法に関心をもち"

Dissertafionとして， Grenzlinien der Erpressung durch Drohung untet 

bes. Berucks. der modernen Arbeitskampfe， 19がある。 ついで，第一次

大戦中，およびその後の法律現象に関心を示し， Habi1itationsschriftとな

った， Kontrahierungszwang und diktierter Vertrag， 20は契約自由の制

限の問題についての古典的名著であるし， Vertragstreue und Nichtzumut-

barkeit der Leistung， 21は事情変更の原則についての小篇である。 20

年代はもっぱら労働法に従事した。 Praktikum'des Arbeitsrechts， 22; 

Beitrage zum Tarifrecht， 24; Dienstvertrag， Staudingers Komm. zum 

BGB， 9. Auft. Bd. 2， 27/28がその主な あるが， これらは Hueckと

の共著の代表的教科書， Lehrbuch des Arbeitsrechts， Bd. 2， Kollektives 

Arbeitsrecht， 28， 6. Auft. 57 (ドイツ労働法研究会による献訳がすすめられて

川る)となって結集した。 その他， Nipperdeyの'万働;去に関する業績は，

各種の労働法規のコンメシターノレの編集や判例の編集，批判によってす

すめられた。 他方，当時の経済法lこ関する研究としては， Stromsperre， 

Zulassungszwang und Monopolmisbrauch， 29; Wettbewerb und Exis-

tenzvernichtung， 30などがある。 乙のように労働法や経済法を開拓した

Nipperdeyはワイマーノレ送、法の基本権に注目し， 自ら編集者となって綜合

的研究を完成しだ、 Die Grundrechte und Grundpftichten der Reichsver-

fassung， 3 Bde， 29-30がそれである(紹介，我妻・法協同巻8号)。 民法に関

しては，コ宅nneccerus，Allgemeiner Teilの改訂者となり， 13. Auft. 31を

出した。これは，戦後上下二冊にわか Nipperdeyの長大の業績となる

わけである。ナチス時代には， G巴setzzur Ordnung der nationalen Arbeit， 

Kommentar， 34， 4. Auft. 43 (mit Hueck und Dietz)があるほか，債権法の

改正問題応従事し， Neugestaltung der ungerechten Bereicherung， 37; 

Warum doch Gefahrdungshaftung， 39を書いたほか， Grundfragen der 
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(35) Muller-Freienfels， W olfram (グ寸ノレプラム・ミュラ.....=フライエ

シブェノレス 1916年6月3日， Konstanzで生れる。法学のほかに，政

治学のドクターの称号をもっ。 43年に Kδnigsbergの講師， 同年さらに

Giesenの助教授， 46年に Marburgの教授となり，最近 Frankfurtに移

った少壮教授である P 民法， 比較法を専攻する。 戦前の業績には Die

Bankaufsicht; 41; Der Staat unddie Krモeditbanken，42があり，戦後は，

*Die Vertretung beim Rechtsgeschaft， 5ftが代表的業績である。比較法，

とくに英米法の成果をとりいれて，新らしい Dogmatikを展開しようとし

ている点に特色を有する学者である。 Kipp-Wolff，Familienrechtの改訂

者であり，その成果が待たれる。そのためか，最近は親族法lζ関する論文

が多い。 Zurheutigen "SchlusselgewaltぺFestschriftfur Lehmann， 1， 

56 ;物Kernfragendes Gleichberechtigungsgesetzes， ]Z 57， 685; Equality 

of Husband and Wife in Family Law， 8 International and Comparative 

Law Quarterly (1959) 249; Der Einflus der Schuldigerklarung auf die 

Regelung der elterlichen Gewalt， ]Z 59， 339， 396などがそれで、ずれ

も力作である。

(36) Niederlander， Hubert (プ{ぺノレト・ニーダーレシダー) 生年不

詳。 Grazの教授から，最近 Heidelbergi乙移ったロマユスト。ローマ法の

業績としては，持DieBereicherungshaftung im klassischen romisch巴n

Recht，53がある。民法上では，いわゆる uberholendeKausalit況に関す

る論文が有名である。 Schadensersatzbei hypothetischen Schadensereig-

nissen， AcP 153， 41;執HypothetischeSchadensereignisse， JZ 59， 617が

それである。その他，比較法をも得意とする。

(37) Nipperdey， Hans Carl (ハシス・カ』ノレ・ニツパ~ダイ 1895年

1月21日， Bad Berkaで生れる。 HeinrichLehmannの弟子で， 1920年

にJenaの講師， 24年に同所で助教授となったが， 25年に早くも Kolnの
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(34) "Muller-Erzbaeh， RUdolf(ノレドノレプ・ミュラー=エノレツパッハ}

1874年3月23日， Perlebergで生れた。 1903年に Bonnの講師， 11年に

Konigsbergの助教授， 18年に Gδttingenの教授となり;25年に Munchen

lと移った。利益法学派の唯一の生き残りであったが， 85歳の誕生をすぎて

59年8月4日に死んだ。彼の一生は新らしい法学のための斗かいであった

といってよい。 Habilitationsschriftである DieGrundsatze der mittel・

baren Stellvertretung; aus derInteressenlage entwickelt， 05において，

早くも利益法学の璃芽が現われている。 BergrechtPreusens und die 

weiteren Deutschlands， 17 ~[続く， Deutsches Handelsrecht， 19/24， 2. U 

3. AufL 28はドイツ商法に関する劃期的な名教科書として今日も高く評価

されている。 30年代には， 利益法学の理論を展開し， Wohin fuhrt die 

Interessenjurisprudenz ? 32; Lassen sich das Recht und das Rechtsleben 

tiefer und sicherer erfassen? 34; Die Hinwendung der Rechtswissen-

schaft zum Leben und was sie hemmt， 39 (批判的紹介， 1[1島・法協58巻4号)

をあいついで発表した。ナチスの批判jに答えて，利益法学の発展が見られ

るとともに，ささやかながらナチス理論に対する抵抗も行なった。この聞

にあって方法論を具体的に適用した論文として， Die Erhaltung des Un-

ternehmens， ZHR 61 (1908); Gefahrdungshaftung und Gefahrtragung， 

12; Kundgebungen in fr官 ndenInteressenbereichen， Jher J 83 (1933); 

Das Recht des Besitzes， AcP 142 (1936) などがある。戦後は，利益以外の

要因をもとりあげる乙とによって， kausales Rechtsdenkenという理論に

到達し， Das private Recht der Mitgliedschaft als Prufstein eines kau-

salen Rechtsdenkens， 48 (紺介，崎回・新報63巻6号)において具t4(的な検討‘

をなした後， Die l~echtswissenschaft im Umbau， 50において綜合された。

Muller-'Erzbachの到達したこの方法は， 利益法学の進むべき道を示した

ものとして，将来のドイツ私法学にとってきわめて重要である(小林「利益

法学」法哲学講座4巻参照)。
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に関するものでは， 持Handwahre Hand， Festschrift der juristischen 

Fakultat d. frei Uni. Berlin zum 41..DJT， Jj5; Die Struktur der Pfand-

rechte und Reallasten. Zugleich eiri .8eitrag zum Problem der subjekt-

losen Rechte， Festschrift fur H. Lehmann， B. 1. 56がある。

J33) Molitor， Erich (エ-9ッヒ・モ Pトーノレ 1886年10月3丘，

Gottingenで生れ， Munsterで成長した。 1914年に Munsterの講師， 22 

年に Leipzigの助教授， 30年に Greifswaldの教授となる。 46年に Maing

k移って今日に至る。 Rheinland-Pfalzの最高労働裁判所の長官を兼ねて

いる。グノレマニストであり，労働法の大家として有名である。古くより労

働法iこ従事し， Das Wesen des Arbeitsvertrages， 25; Arbeitnehmer und 

Betrieb， zugl. ein Beitrag zur・ einheitlichenGrundlegung des Arbeits-

rechts， 29， ，乙続き， 解雇について， Zur Entwicklung des Kundigungs-

rechts， 31; Die Kundigung， 35，2. Auft. 51が発表され，この問題について

の代表的文献となった。ナチス時代には，さらに DeutschesArbeitsrecht， 

38があるほか， 産業法に関するものとして DeutschesBauern-und 

Agrarrecht. 36， 2. Auft. 39; Vom Wesen des Handwerks， 39がある。 法

史学の面では， 中世史lこ関し， Die Pfteghaften des Sachsenspiegels und 

das Siedlungsrecht im Sachsisthen Stammesgebiet， 41があり，戦後は近

世史に関する公私同)jの概説書が出た。 Grundzugeder ne ueren V erf as-

sungsgeschichte. 48 ;持Grundzugeder neueren Privatrechtsgeschichte， 

49がそれである。このように公私両i去に通ずる Molitorによって，可Jber

むff巴ntlichesRecht und Privatrecht， 49が書かれたのは当然であろう。 民

法に関しては，特殊研究はほとんどないが，債権法の要領のよい教科書と

して， う争Schuldrecht，1， 48， 6. Auft. 59， II， 49， 4. Auft. 58がある o そのf也

現在でも労働法に関する業績が多い乙と，いうまでもない。
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柏木「法と裁判官」私法6号参照)。そこには，一方に偏することのない穂健な

態度がうかがわれる。社会の進歩についていくが，伝統的理論を破壊する

ことはない。よかれあしかれ， Lehmannは今世紀前半めドイツ私法学を代

表する学者である。

(31) Lent， Friedrich (フリー十日ツヒ・レシト 1882年 1月6自に生

まれ， 1960年4月30日に死んだ。 代表的民訴学者であった。 1909年に

Strasburgの講師， 12年に Jenaの助教授， 18年に Erlangenの教授に就

任し，以来数年前に引退するまでそ乙にとどまった。民訴に関する業績は

Beck社の JuristischeKurzl巴hrbucher叢書中の三部作， Zivilprozesrecht， 

9. Aufl. 59; Zwangsvollstreckungs-und Konkursrecht， 7. Auft. 58; Frei-

willige Gerichtsbarkeit， 3. Auft. 58.に要約されよう。民法(こ関するものも

多く， Der Begri妊derauftragslosen Geschaftsfuhrung， 09; Die Gesetzes-

konkurrenz im burgerlichen l<.echt und Zivilprozes， 12; Wille und 

Interesse bei der Geschaftsfuhrung， 38が戦前の業績である。 戦後は，

ちachenrecht.Ein Studienbuch， 8. Auft. 60の著者として知られている。

(32) von Lubtow， Ulrich (クノレリツヒ・ブオシ.9ュプトク) 生年不詳。

戦時中にすでに Rostockの教授であった。戦後， 49年頃 Berlinに移る。

ロマニストであるが，現行民法制度に関するローマ法以来の学説史的研究

fJ多いι ii授?受じりモノゲヲブイとては， Schenkungen der Eltern an ihre 

minderjahrigen Kinder unter Vorbehalt dinglicher Rechte， 49;勢Beitrage

zm Lehre von der condictio nach romischem und geltendem Recht， 52 

りように民法に関1るも u)があるが，最近はローマj去の長年の研究の成果

と思われる業績が見られる。B¥uteund Verfa¥l der romischen Freiheit， 

53; Reftexionen uber Sein und Werden in der Rechtsgeschichte， 54; Das 

romische Volk， sein Staat und sein Recht， 55， 716 S.がそれである。最後

のものは，主著といえるであろう。その他，論文中にも力作が多い。民法
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schllft， Zeitschr. f. Handelsrecht LXXIX (1916)が初期の論文であるが，

ナチス時代には， Kritische Bemerkungen zum Entwurf eines Handels岨

gesetzbuchs fur das Kδnigreich Jugoslawien， 36; Die Generalklausel 

des neuen Aktiengesetzes， Festschrift fur Hedemann， 38とし、う論文のほ

か，教科書として， Handel und Gewerbe nebst dem Recht der Handels-

，geschafte， 38， 3. Aufl. 43を書いた。戦後は， Handelsrecht Teil II， Gesell-

schaftsrecht， 49， 2. Aufl. 59がある。 乙のほか，ナチス時代の業績として，

民法に関するものでは Reformder Kreditsicherung an Fahrnis und 

Forderungen. Denkschrift. 37が重要である。 つぎに経済法に関しては，

Lehmann は建設者としての名誉を有する。 Grundliniendes deutschen 

Industrierechts. Beitrag zur Festschrift fur Zit巴lman，B ，こよ}ってフコロク

ラムが示された後， Die K:riegsbeschlagnahme als Mittel der Organisation 

der Rohsto任-und Lebensmittelversorgung， 16; Wucher und Wucher-

bekampfung in Krieg und Frieden， 17; Glaubigerschutz，26という一連

のモノグラブィによって，この新らしい法領域の開拓がなされf二。労働法

については，比較的研究が少ない。しかし， Die Grundgedanken des neu巴n

Arbeitsrechts. Rektoratsrede， 22でキ Dスト教的述荷主義を主張したほ

か， Tarifvertrag und Nachwirkung， 27; Die Betriet】svereinbarung，in 

"Beitrage zum Wirtschaftsrecht"， 31; Wirtschaftskrise und Betriebsri-

siko， NZfAR， 32がある Q とと 7)で， Lehmannの業績ri1，最も庁名なのは

民法に関する三つの教科書である。デーLehrbuchdes Allgemeinen Teils des 

BGB， 19， 11. Aufl.. 58; "Familienrecht des BGB， 26， 3. Au乱.60が{皮κよ

って新らしく書かれたほか， 株Enneccerus，Recht der Schuldverhaltnisse 

は1930年の 11版より伎によって書き加えられていつ売。とれらはナチス

時代には中断したが，戦後さらに書き加えられて今日に至っている。さい

どに Lehmannにも法哲学に関するものが若干ある。 LoseGedanken 

zur Gesetzgebungsskunst， 18; Retht und Gerechtigkt;lIt; Die Wirkungs-

starke des Naturrechts， Festschrift fur Raape， 48などがそれである(なお
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績であるし， 吋..ehrbuchdes Schuldrechts， 1， 53， II，56，4. Aus. 60は今日
における代表的教科書である。その他，本文で述べたように，論文も多

く，また学会における活躍もめざましいものがある。なお，民法総則の教、

科書の執筆が予定されている。

得。) Lehmann， Heinrich (ハ-1y 9ッヒ・レーマシ 1876年 7月20日，

Pmm/Eifelで生れる。 Zitelmannの弟子であり， 1906年にボシの講師と

なる。 11年ICJena Iζ移って助教授， 翌年そこで教授となる。 18年に

Strasburg， 20年に KδlnIと移り， もはや動かない。現在80歳をすぎて，

なお元気に講義をし，研究を続けている ι 今世紀前半の最大の私法学者の

一人であり，文字通り Meisterである。乙乙では，とくに， 80歳記念論文

集 Dasdeutsche Privatrecht in der Mitte des 20. Jahrhunderts， 1， 56に

おける Nipperdeyの序文にしたがって， 比較的詳細にこの巨匠の全貌

を伝えよう。 Lehmannの初期の作品は民法の解釈に向けられた。 Die

Unterschrift im Tatbestand der schriftlichen Will巴nserklarung，04と題

する DissertationIC:続き， 民?去における不作為義務を論じた Habilita-

tionsschriftである。 DieUnter1assungspfiicht im burgerlichen Recht， 

06はLehmannを一躍有名にした。ついで関心は民訴に移る。 DerProzes-

vergleich， 11 (dazu， Esser， Heinrich Lehmann und die Lehre vom Prozeか

vergleich， Festschrift fur Lehmann， II)をはじめとし， Die Rechtsnatur 

des Klageanerkenntnisses， Festschrift fur Kruger， 12; Die Rechtferti-

gung des Guteverfahrens aus dem Endziel der Rechtspfiege， 16; Zivil-

prozesreform und Rechtsstaatsgedanke， 25へ続き， 1928年の Juristen-

tag における， dE畑訴訟手続の改正についての有名な Gutachten(Verhand-

lungen des 35. Deutschen Juristentages)に至る一連の研究がそれであ

る。それちを通じ，濫訴をいましめ，和解を奨励する点に特色がある。商

法5 とくに会社法もまた Lehmannの重要な研究領域である。 DieEnt・

haftung des ausgeschiedenen Gesellschafters. der 0任enenHandelsgeseil-
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dupgen und Erbschein.という 5つのDelikschriftとして完成した。 この

委員会の仕事は原則としてナチスの影響の外にあったと称せられているのl

で， 乙の点、での Langeの努力は高く評価されるべきであろう。他方， こ

の時代lζ実証的な中世刑法史の研究として DasVerbot der Berufsaus-

ubung im Mittelalter， 40を著わした。戦後における Langeの活躍は，比

較的乏しい。教科書として，持BGB，Allgemeiner Teil. Ein Studienbuch， 52， 

4. Aufl. 58があるほか， 論文としては， !'Hertschaft und Verfall der 

Lehre vom adaquaten Kausalzusammenhang， AcP 156， 114が注目され

る程度である。なお， Lehrbuch des Erbrechtsの近刊が予定されている。

(29) Larenz， Karl (カ{ノレ・ラーレシツ 1903年4月23日， Weselで

生れる。 29年lとGottingenの講師， 33年に早くも Kielの教授となり，以

後 Kiel学派の中心人物として， ナチス法思想、およびナチス私法学とくに

契約法の商において，積限的lこ活躍したことはあまりにも有名である O 戦

後も Kie!にとどまり，今日[て至る。 債権法では， いぜλ第一人者心地j¥1

を保持している。初期の業績としては， Rechts-und Staatsphilosophie 

der Gegenwart， 31， 2， Aufl. 35.があり，新へーグノレ派の法哲学を代表して

いる(邦訳，大西・伊藤「現代ドイツ法哲学J)。本書第二版のほか，ナチス時代の

法哲学l乙関するものとしては， Deutsche Rechtserneuerung und Rechts-

philosophie， 34 (紹介，大塚・時報7巻 1号); Uber Gegenstand und Methode 

des volkischen Rechtsdenkens， 38 (紹介，大西・論叢41巻 1号)があり， いわ

ゆる具体的技序思想を展開している。民法の面では，ナチス私法学の樹立

に努力した。 DieWandlung des Vertragsbegriffs， Deutsches Recht， 35， 

488 (紹介，我妻「ナチスの契約理論」杉山教授還暦祝賀論文集); Rechtsperson 

und subjektives Recht， 35 (紹介，小林・国家51巻4号jがそのあらわれである。

Vertrag und Unrecht.. Teill， 36， T. 2，37はナチスの債権法の教科書とし

て代表的である(紹介，谷口・時報9巻 11号)。 戦後も第一線で活躍している。

普Geschaftsgrundlageund. Vertragserfullung， 51， 2.' Aufl.. 57は劃期的業
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附・ドイツ私法学者の経歴と業績i

Veranderungen des Wirtschaftslebens auf Vertrage gesetzlieh zu regeln? 

Gutachten fur den 40. D]T， 53がそれに関する業績であるレ Kegelは国際

私法においても今や第一人者である。 DerGegenstand des internationalen 

Privatrechts， Festschrift fur Raape， 48をはじめとし，多くの論文がある

ほか，とくに Soergel，Kommentar， 8. Aufl. 55における国際私法の註釈は

彼の地位を決定的ならしめたものであり，さらに最近， InternationaI~s 

Ptivatrecht. Ein Studienbuch， 60が出版された。乙れは， ドイツにおける

戦後はじめての新教科書であり，わが国においても今後大いに利用される

ものと思われる。

(28) Lange， Heinrich (ハイシリッヒ・ラシグ 1900年3月25日，

Leipzigで生れる。 29年{七，そこで講師となる。 34年[と Breslauの教授と

なり 39年に MunchenIと移る。戦後は， Saarbruckenを経て，現在は

Wurzburgの教問である。 代表的ナチス私法学者の一人であった。初期の

業績と Lては Daskausale Element im Tatbestand der klassischen 

Eigentumstradition，30がある。 ナチス時代lと入るや，新らしい私法学の

あり方を唱えて， 多くのパシブレツト類を書いた。 Liberalismus，Natio-

nalismus und Burgerliches Recht. Vortrag， 33; Vom Gesetzesstaat zum 

Rechtsstaat. Vortrag， 34; Vom alten zum neuen Schuldrecht， 34 (紹介，

中Jli・論議 33巻 61才);Lage und Aufgabe der deutschen Privatrechtswissen-

schaft，37; Die Entwicklung der Wissenschaft vom Burgerlich巴nRecht 

seit 1933. Eine Privatrechtsgeschichte der neuesten Zeit， 41がそれであ

ろ。 この間にあって， ナチス物t伝去の教科書というべき Boden，Ware 

und Geld， Teil. 1-3， 37← 42そ著わした G さらに， Langeは相続法改正委員

会の委員長として活躍した。 その結果は， Das Recht des Testaments， 37 

(紹介，山田・民商7巻6号);Die Ordnung der gesetzlichen Erbfolge， 38 (紹介

山田・法協57巻8号); Die Regelung der Erbenhaftung， 39 ; Erwerb， Siche~ 

rung und Abwicklung der Erbschaft， 40; Erbeinsetzung， andere ZilweIi-
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153，297;発Grundsatzeder Interessenabwagung， AcP 155， 85; Die zwangト

vollstreckung in Persδnlichkeits-und Immaterialguterrechte， Festschrift 

fut工ehmann，II， 56; 恭Derzivilrechtliche Schutz der Personlichkeit 

gegen Indiskretion， JZ ¥57，521; Der burgerlichrechtliche Aufopferungs-

anspruch， JZ 58， 489がある。わが国では，無体財産法の専門家がいない

ζ とが嘆かれている今日， Hubmannのような行き方は一つの模範となる

であろう。

(26) Isele， Hellmut Georg (へjレムートグオノレグ・イゼーレ 1902年

3月2日， Bodenseeのほとりの Konstanzで生れる。 32年に Freiburgの

講師となる。 Kiel，Halleへ経て 40年lこWienで教授となる。 46:1ーに

Mainz の教授となり，今日[こ至る。民;'L の Jまかに，商法，注j斉 U~ ， 労働:去

を研究している。民法に関する戦前の業績としては， Geschaftsbesorgung. 

Umrisse eines Systems， 35; Fami1ien und Familienerbe， 38があ，:')， と

くに，前者は高く汗価されている ο 戦後(土 Archi¥ァ furdie civilistische 

Praxis (AcP)の編集をしているほか，民法上では目立った活躍をしていな

。
、‘tv 

(27) Kegel， Gerhard (グノレハノレト・ケーゲノレ 1912年6月26日，

Magdeburgで生れる。 4必6.:平F三に K王匂り引凶lnしλん1品l日帥jri却rij，5印0:午J子一に敦ほと

至る。民法，商法，国際私法，比較法の第一線で活躍している中里私法学

者の一人。業績としては，相殺制度の比較法的研究である， Probleme der 

Aufrechnung. Gegenseitigkeit und LiquidiWt r巴chtsvergleichenddarge-

stellt， 38 !と続き，戦時中よめ戦後lてかげでは，戦争の契約lと与えだ影響が

主たるテーマとなる， Die Einwirkung des Kri巴gesauf Vertrage (mit 

Rupp und Zweigert);戸 DieAbwicklung von Vorkriegsvertragen der deut-

schen Wirtschaft mit dem Ausland， 48; Aktuelle Grenzfragen des Ge-

schaftsgrundlage， 49; 持Empfieltes sich， den Einflus grundlegender 
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つの主著を世に問うた。 ついで Richtlinieund Kasuistik im Aufbau von 

Rechtsordnungen， 42を発表して終戦を迎えた6 日ippelの戦前の業績は，

現在の新らしい私法学の方法論lζ対し大きな影響を与えている。ナチス時

代lと大勢に迎合しなかった(たとえば， 'AcP 147，207を見よ)Hippelは，戦後

は Ra:dbruchなどとともに，ナチス法体制の批判と新しい法学の樹立に努

力した。Dienationalsozialistische Herrschaftsordnung als Warnung und 

Lehre， 2. Aufl. 47は， 法学者によってなされたナチス批判としては最も

すぐれたものの一つであったし，ついで， Vorbedingungen einer Wieder-

gesundung ~utigen Rechtsd~nkens，. 47は法学の今後の進むべき道を示

すものであった。 Hippelはまた Radbruchを尊敬し， その死f灸，遺稿の

編集をするほか(とくに KleinesRechtsbrevier， 54)， Gustav Radbruch 

als rechtsphilosophischer Denker， 51を箸わしたが， これは Radbruch，

Rechtsphilosophie中の ErikWolfの序文とともに，代表的な Radbruch

の評伝である。最近は，法秩序の哲学的考察に関するものが多い。 Die

Perversion von Rechtsordnung， 55は法秩序の倒錯という立場から，前述

のナチス批判を発展させ，他方，ソヴェト的体制とも対決しようとするも

のである。その他，吃umAufbau und Sinnwandel unser巴sPrivatrechts， 

57; Recht， Sittlichkeit und Religion im Aufbau von Sozialordnungen， 58 

がある。

(25) Hubmann， Heinrich (ハイシリッヒ・フープマシ) 生年不祥。

Munchenの講師から 56年頃に Erlangenの教授となった新鋭私法学者

である。民法のほかに，無休財産j去の分野で早くも第一人者である。業績

として，持DasPersδnlichkeitsrecht，53はその後の人格権ブームピ対して基

礎を提供した。ついで，人格権の発展として著作権法に研究が向けられた。

DasRecht des schδpferischen Geistes， 54; Urheber-und Verlagsrecht. 

Ein Studienbuch， 59がその成果である。 その他，雑誌論文にも法目ずべ

きものが多い。代表的なものとして， Naiurtecht und Rechtsgefuhl， ACP 
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Rechtswissenschaft， 19， 2. Aufl. 27 ;持Schuldrecht，21， 3. Aufl. 49 ;焚Sa-

一般条項の濫用を警告

ナチス時代に

chenrecht， 24， 3. Aufl. 60がそれである。

した DieFlucht in die Generalklauseln， 33も有名である。

さらl乙，

その中では，経済法lζ関する大著， Deutsches 

Wirtschaftsrecht， 39， 2. Aufl. 43 (紹介，吾妻・法協58巻 1号)が評価されるべ

きであろうか。 ナチス立法の最終段階ともいうべき Volksgesetzbuchの

作制では自ら主役を演じた。 DasVolksgesetzbuch der Deutschen. Ein 

しかし，は大勢に迎合した。

Bericht， 41; Das Volksgesetzbuch als Fundament Grosdeutschen Rechts・

lebens， 42; Volksgesetzbuch. Grundregeln und Buch 1. Entwurf und f 

"弓

戦後もいぜんとErlauterungen， 42が彼の名とともに残ることとなった。

独立の刊行教科書の新版を出したほか，して文筆活動をつづけて v、る。

Grundprobleme des Wohnungsrechts. Vortrag， 51; 持Die物としては，

Recht 58年の 80歳誕生凶には，Rechtsstellung der Frau， 52がある。

und Wirtschaftと題する祝賀論文集を捧げられた。

1897年4月 28von HippeI， Fritz (ブリッツ・ブオシ・ヒツぺノレ)(24) 

臼， Rostock において，刑法学者 Robertvon Hippelの子として生まれる。

裁判官をやっており，最初，Ernstとは兄弟である。Kolnの公法学者，

41年に33年には教授となり，1930年に FrankfurtjM.で講師となる。

教科書今日 l乙至る。戦後 (51年頃)Freiburg ピ移り，Marburgへ移る。

法哲民訴，わが国ではあまり知られていないが，民法，を書かないため，

二L教科書壬書かない代りに，そ講じている代主的弘法学者の俳人である。

初期の業績いずれも難解である。l
u
 

だたニークなモノグラブイが多い Q

Zur Gesetzmasigkeit juristischer Systembildu::J.g， 30; Gustav Hugos 

juristischer Arbeitsplan， 31; Formalismus und R巴chtsdogmatik，35に続

19世紀の法律行為理論を分析した DasProblem der r巴chtsgeschaft司

および民訴における姉妹編たる Wahrheits-

pflicht und Aufklarungspflicht der Parteien im Zivi1prozes， 39というこ

lichen Ptivatautonomie， 36， 

き
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von Gierkeの子。すでに 80裁をすぎた老大家である。 Gottingenの教授

で，商法学者として令名高い。民法上の著作としては，唱achenrechtdes

BGB， 25， 4. Aufl. 59がある。 その他，主な業績は以下のごとし。 Die

Versicherungsforderung bei Verauserung der versicherten Sache， 1899; 

Geschichte des deutschen Deichrecl託es，Bd. 1， 1901， Bd. II， 18; Begriff 

der Transportversicherung， 10; Die deutsche Hanse， 18; Handels-und . 

Schiffahrtsrecht， 21， 7. Aufl. 55; Die erste Reform des Freiherrn von 

Stein， 24; Die deutschen ~.βchtsbücher und ihre Handschriften， 31; Der 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nach deutschem Recht， 41; 

Versicherungsrecht， 1，37， II， 48; Grose deutsche Juristen der VergangEm-

heit in Reimspruchen， 49: Das Recht der Wertpapiere， 54. 

(23) Hedemann， Justus Wilhelm (ユストゥス・ヴイノレヘノレム・へーデマ

γ1878 )ド4月24日， Schlesienの Briegで生れる。 1903年に Breslau

で IWini~ となる。 06:下に Jena の助教授， 09 {I:に教授となる。 以後長ιく
Jenaで活躍し， 36年(こ Berlinに移る。現在は Emeritus(退職者)として，

執筆活動を続けている。いうまでもなく，民法と経済j去の領域において，

わが国に大きな影響を与えた私法学者である。以下，主な業績をあげよう。

初期の作品では， Der Vergleichsirrtum nach dem Recht des Deutschen 

E.eiches， 03; Die Vermutung nach dem Recht des Deutschen Reiches， 

04につづき，ライフワークと川うべき， Die Fortschritte d巴sZivilrechts 

im 19. Jahrhundert， 1， 10 (一部の紹介，我妻・志林 24巻 3，4，5号)が早くも公干Ij

されている。 オニ書は， JI '1， Das materielle Bodenrecht， 30 (紹介，我妻・志林

:=l:]巻9号¥， JI12， Die Entwic1dung des formellen Bodem・echts，35 (紹介，我

妻・法協 53巻10号)と続き，わが固に大きな影響を与えている。非常に早い

時期に BGBの註釈学派たることをやめた Hedemannは，さらに Werden

und Wachsen im Burgerlichen Recht， 13において，それを宣言した。 第

一次大戦後は， 独特な教科書をあいついで著わした。 Einfuhrungin die 

附 11 北法11(1・138) 138 



西ドイヅ民法学の現況

49， 2. Aufl. ()O，最近では，ドイツ比較法学の最高の業績といわれる持Grund-

satz und Normin der richterlichen Fortbildung des Privatrechts， 56が

ある。、その他，論文では， Die Zweispurigkeit unseres Haftpflichtrechts， 

}Z 53， 129; Interpretationund Rechtsneubi1dung im Fami1ienrecht， }Z 

53，521などが注目されている。 きわめてνャープな学者であり， 英米法

の影響をうけて，帰納的な方法を用いている。そのするどい書評は定評が

ある。今後，もっとも注目すべき学者である。

(-20) Flume， Werner (ヴエノレナー・ブJレーメ) 生年不詳。 ローマ法学

者 Schulzの弟子で， Bonnの講師から， Gottingenの教授となり，現在は

Bonnに戻っているロ民法， ローマj去のほか lk三ι町冗している ω 民法
関係の業績としては，本文で紹介しだ，長Eigenschaftsirrtumund Kauf， 

49 ;後DerWegfall der Bereicherung in der Entwicklung vom rりmischen

zum geltenden Recht， Festschrift fur Niedermeyer， 53が代表的である O

税法では， Steuerwesen und Rechtsordnung， 52がある。

(21) Gernhuber， Joachim (ヨアヒム・グノレンフーパー) 生年不滞。 30

代の新鋭グソレマニストである。 Bonnの講師を経て， Kielの教授となった

が， 60年lとTubingenIC移った。 ドイツ法制史， 民法， 商法を専攻する。

法制史の著述としては DieLandfriedensbewegung in Iieut旦chlandbis 

zum Mainzer Reichslandfrieden von 1235， 52がある。 民法でほ Dritt-

wirkungen im Schuldverhaltnis kraft Leistungsnahe， 58という小rllt王があ

る。近く，親族法の教科書がでる予定である。乙の lji面iの論文としては Das

eheliche Vermりgensrechtund die Verpl1ichtung zur ehelichen Lebens-

gemeinschaft， FamRZ 59，465; Testierfreiheit， Sittenordnung und Fami-

lie， FamRZ 60， 326が力作である。

(22) von Gierke， Juriu日(ユりヲス・フオシ・ギ~)レケ) 有名な Otto
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(17) Eichler， Hermann (ベノレマシ・アイヒラー) 生年不詳十日ナチス時

代より活躍している。現在は Nurnberg商科大学の教授である。民法，経

済法を専攻。 ナチス時代の業績とじては， Wandlungen desEigentums. 

begriffes in der deutschen Rechtsauffassung und Gesetzgebung， 38カfナ

チス的所有権概念を樹立しようとたものとして有名である(書評，我妻・法協

57巻5号)。戦後の業績としては，特DieRechtslehrevom Vertrauen， 50; 

Wirtschaftsrecht， 50 ;特Institutionendes Sachenrechts， 1; 54， II/1， 57， III 

2，60があり，かなり活躍している。

(18) Erman， Walter (ワノレター・ヱノレマγ1904年9月19日， Mun岨

sterjW.で生れる o 30 年に Munsterの講師となる。現在は Kolnの教授。

民商法，民訴を専攻。戦前の業績としては WissenschaftlichesEigentllm， 

29; Personalgesellschaften auf mangelhafter Vertragsgrundlageがあり，

戦後ば，持HandkommentarZllm BGB， 52， 2. Au臼 58の編集者として，名

を知られている。最;;15:の論究としては， ;~Zll den Rechten des Stuckkaufers 

alls島1angelnder Sache， ]Z 60， 41がある。

(19) Esser， Josef (ヨーゼブ・エッサー 1910年3月12日， Schwan-

heimjMainで生れる。 40年に FreiburgjBr.の講師 41年に Greifswald

の助教授， 43年には早くも Innsbrllckの教授となる。戦後， 49年lこMainz

k移り，今日 lこ至る。民法，民訴，法帯，比較法と各方面[と活躍しており

最も実力のある私法学者の一人である。今日までに，すでに注目すべき多

くの業績を発表している。戦前のものでは，プィクジヨシについて論じた

Wert llnd Bedeutung der Rechtsfiktionen， 40， 危険責イ寸.をとりあつかっ

たGrllndlagenllnd Entwicklung der Gefahrungshaftung， 41があり，い

ずれも今日高く評価されている。戦後の業績の中では，まず法の根本理論

を論じた Einfuhrungin die Grundbegri任edes Rechts und Staates， 49， 

ついで債権法の代表的教科書の一つである持Lehrbuchdes Schuldrechts， 
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(15) Dol1e， Hans (ハシス・デレ)ー 1893年8月25日， Berlinで生れる。

23年に Berlinの講師，翌24年に Bonnの教授となる。以後， Strasburg 

を経て， 46年K.Tubingenの教授となり， 同時に， .:Rabel; Heymannの

あとをつぎ，比較私法研究所の三代田の所長を兼ねた。 56年，研究所が

Hamburg I乙移転するにつれて，そこの教授となって今日に至る。 民法，

比較法，国際私法が専攻課目であるD 戦前の業績としては， Das materielle 

Ausgleichsrecht des Versai11eI: Friedensvertrages. 25; Der deutsche Ein-

heitsmietsvertrag， 36; Lehrbuch des Reichserbhofrechts， 35があり， ナ

チス時代にかなり活躍した。戦後は大きな仕事をしていないが，気のきい

た論文が多い。 代表的なものとしては，勢Grundsatzlicheszum Eheschei・

. dungsrecht， 46; Vom Stil der Rechtssprache， 49; 持Dasburgerliche 

Gesetzbuch in der Gegenwart. Funfzigjahrfeier des deutsch巴nBGB，50; 

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Familienrecht， JZ 53， 

353; Die kunstliche Samenubertragung， Festschrift fur Rabel， L S. 187-

250， 54; "Juristisch巴Entdeckungen，58などをあげることができょう。

(16) Dulckeit， Gerhard (グノレハノレト・ドウノレカイト 1904年6月6日

Rigaで生れる。 34年に Gottingenの講師， 38年に Heidelbergの教授と

なり， Strasburgを経て， 47年に Kiellc移る。 54年1月16日，比較的若

くして死んだι ロマニストであるが，民法，法哲学にも詳しい。へーグノレ

学派の一人であった。業績としては， Naturrecht und positives Recht bei 

Kant， 31; Erblass巴rwill巴undErwerbswille bei Antretung der Erbschaft， 

34; Rechtsbegriff und Rechtsgestalt， 36; Die Idee Gottes im Geiste der 

Philosophie Hegels， 47; Philosophie der Rechtsgeschicht巴，50(書評，平野・

名大法政論集1巻3号);Verdinglichung obligatorischer Rechte， 51 (紹介，林

脇・法学研究29巻9号。ただし，乙れは Westetmannの書評， AcP 152， 93のひきう

っしである。);RomischeRechtsgeschichte， 52がある。
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附・ドイツ私法学者の経歴と業績

Einheitlichen Wechsel-und Scheckrecht， 54を編集している。 1

(13) Coing， Helmut (へノレムート・ゴーイシグ 1912、年2月28日， Celle 

で生れる。 40年に FrankfurtjM.の講師，同年さらに助教授となり，以後

ど乙へも動かず， 48年に教授となる。法史学，法哲学，民法の三分野にわ

たってめざましい活躍をしている。 戦前は主として Frankfurtにおける

ローマ法継学の歴史的研究を行ない， 近世私法史の先鞭をつけだ。 Die

Frankfurter Reformation von 1578 und das gemeine Recht ihrer Zeit， 

35; Die Rezeption des rδmischen Rechts in FrankfurtjM.， 39 (紹介，久保・

法協 60巻4号)がそれである。戦後は，再生自然法論のチャシピオシの一人

としてj主目された。 Dieobersten Grundsatze des Rechts. Ein Versuch 

zur Neubegrundung des Naturrechts， 47に続く， Grundzuge der Rechts-

philosophie， 50は戦後初の体系的法哲学書として，わが国にも大きな影響

を与えた(紹介，小林・法協69巻3号)。 最近は民法の而での活躍がめざまし

[、 "StaudingerKommentar， B. 1. 11. Auft. 57 ;持Kipp-Coing，Erbrecht， 

9. Auft. 53は，模範的な改訂版として評価されている。その他，人格権に

関する，持Dassubjektive Recht und der Rechtsschutz der Personlichkeit， 

59 ;屯hrenschutzund Presserecht， 60や， 解釈論に関する， 特Diejuris-

tischen Auslegungsmethoden und die Lehren der allgemeinen Herme-

neutik，59が最近ψ業績である。

(14) Dietz， Rolf (ロノレプ・ディーツ 1902年 10月14日 Wurzburg

で 5:1~ れる。 32:ドに Köln の講白Ijî ， 35年 (ζGiesenの助教授， 37年lこそこ

で数民とな')，以後， Bres1au， Kie!， Munster 7"，経て，最近 Munchen(こ

迎えられた。代表的労働法学者の一人である。民法lと開する業績としては

Anspruchskonkurrenz. bei Vertragsverletzung und Delikt， 34 (紹介， JII島・

民法解釈学の諸問題， p. 263); Grundris des Familienrechts; 42 ;勢Grundris

des Erbrechts， 48がある。
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商てドイヅ民法学の現況

Boschは Ehegesetzの規定する強制民事婚主義に対しはげしい.攻撃を加

え，この点に関する多くの論説を発表している。

(11) Braga， Sevold (セヴオ jレトブラーガ 1914年2月23日，ノレー

マニヤで生れる。 49年ICErlangenの講師となり， 56年頃lとSaarbrucken

の教授となる ω 専門は国際私法であり， Staatsangehorigkeitsprinzip oder 

Wohnsitzprinzip? Ein Beitrag zur Reform des internationalen Privat-

rechts，54がその主著であるが， ここでは国籍主義より住所地主義の方が

すぐれているととが主張されている。民法に関するものでは，家族法の分

野で若干の論文がある。 ZurRechtsnatur des Pfiichtteils， AcP 153， 144; 

Das "eheguterrechtliche Erbrecht" des uberlebenden Ehegatten， Fam 

RZ 57，314など。

(12) von Caemmerer， Ernst lエノレンス J・ブ寸シ・ケメラー 1908;1ゴ

1月17日， Berlin-Charlottenburg で ~Ul る。 30 qよ川 39;1ーまで， JM'~ 

私法研究所の研究員 (Referent)として活躍。 Blomeyerとともに， Rabel 

の弟子の双壁である。 戦後， Frankfurtを経て， 47年に Freiburgi. Br. 

の教授となるι 民商・経済法，比較法，国際私法と活躍範囲はきわめて広

く，代表的私法学者の一人である。独立の著書はほとんどなく，その代り

に，多くのすぐれた論文がある。民法に闘する戦後心主な業禎としては，

Wahrungsgesetzgebung und Schuldverhiltnisse， Suddeutsehe JZ， 48; 

Obligationen als Substanzrechte， 51; Falschlieferung， Festschrift fur M. 

Wol妊， 52; Der verlangerte Eigentumsvorbehalt， 53; う'Bereicherung

und unerlaubte H旦ndlung，Festschrift fur Rabel. 1， 54; Das Problem 

des Kausalzt1sammenhangs im Privatrecht， 56; La responsabilite du 

fait des choses inanimees et le risque atomique， Revue inter. de droit 

compare，1957，673などがある。その他，統一手形小切手法に関する各国

の判例を集めたものとして， Internationale Rechtsprechung zum Genfer 
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附・ドイツ私法学者の経歴と業績

Neuordnung der gesetzlichen Erbfolge， 38を発表し，相続法の第一人者

としての地位を確立した。 ナチス時代の業績としては， この他K.，Die 

Rechtsstellung der Stiefkindes， 41; Die Vermogensverfassung des 

deutschen Hauses， 43がある。前者は継親子関係を親族関係として認める

べきことを主張したものであり， これは今日においても， Boehmerの好

んで論ずるテーマである。後者は，著者によれば，ナチスの世襲農場法を

批判したものである。 Boehmerの家族法観は，個人主義的傾向に反対し，

グルマシ法的要素を強調する点で，ナチス的家族法観と一致する点がある

が他方，相容れない面もあったようである。戦後の代表的業績は，本文で

とりあげたどとし勢Grundlagender burgerlichen Rechtsordnung， 1， 50， 

II/l， 51， II/2， 52 ;持Einfuhrungin das burgerliche Recht， 54である。明年

ii奇80歳を迎える教ほは，今[1もなお講義に研究に活躍している。

(10) Bosch， Friedrich (フリードリツヒ・ボッ νュ 1911年 12月2日

Kolnで生れる。 44"干に Strasburgで詩師となる。以後， Bonn， Frankfurt 

を経て， 49年lこBonnの教授となり，今日 lこ至る。カト日ックを代表する

家族法学者であるが，民訴学者としても独特の地位を築いている。戦前の

業績としては， Die Regelung der NachlaBverbindlichkeiten in Erbhof-

recht， 34をはじめ， 世襲農場法の研究が見られる。戦後は，まず民訴で

活t濯し， Zur gegenwartigen Lage der deutschen Zivilgerichtbarkeit， 48 ; 

Konkurs-Vergleichs-Vertragshilfe， 49のほか， Abstammungsklage I乙関

する論文が注目される。男女同権の問題が議論されるや，カトリックの立

場から最も精力的に活動した 持Familienrechtsreform，52は彼の家族法

観を最も分り易く表現している。 53年4月1日以後の事態に対しては，

Ehe uad Familie in der Rechtsordnug ab 1. Apr. 53， 54;卦NeueRechts-

ordnung in Ehe und Familie， 54によって自己の見解を主張するほか， 54 

年度より， Ehe undFamilie誌を発刊して，自ら編集の任にあたり，男女

同権法の成立に対して，大きな貢献をした。男女同権の問題のほかに，
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Raumbewirtschaftung， 48; *Das Wohnungsrecht als selbstandiges 

Rechtsgebiet， 49; 検Kommentarzum Mieterschutzgesefz und seinen 

Nebengesetzen， 55 f.; Grundfragen_ des Preisrechts fur Mieten und 

Pachten， 52などがある。

(8) Blomeyer， Arwed (アルクェト・プロマイヤー 1906年12月16日，

Wilhelmshavenで生れる。 Rabelの弟子で， 37年に Berlinの講師となり

Tubingenを経て， 42年に Jenaで教授となる。戦後は Wurzburgを経て

現在は古巣の Berlinの教授である。代表的比較法学者の一人であり， 民

商法，民訴を講じている。戦前の業績では， Studien zur Bedingungslehre， 

1， 38， II， 39が比較法的な研究として評価されている。 戦後の主著は，

特AllgemeinesSchuldrecht， 53である。 その他， Die Entwicklung des 

Zivilrechts in der sowyetischen Besatzungszone， 55がある。

(9) Boehmer， Gustav (グスターフ・ペーマー 1881年4月7日，東ド

イツの Pommern地方で生れる。 1909年， Greifswaldで講師， 13年に同

所で助教授となる。 さらにスイスの Neuchatelを経て， 20年に Halleで

教授となる。さらに， 34年に Frankfurt，36年に Marburgに移り，最後

に41年に Freiburgi. Br. I乙移り， ζζlと永住の地を見出した。 民法の専

門家であり，とくに債権法と親族相続法を得意とする。古くより概念法学

と斗ってきた一人である。業績はきわめて多いが，代表的なものをかかげ

ると， Die Konstruktion der befreienden Schuldubernahme， 07 (Disser-

tation); Der Erfullungswille， 10; Realvertrage im heutigen Rechte， 

Archiv f. Burgerl. Recht， 1903など初期には債権法関係が多かった。 つ

いで相続法に関心が集中する。 Erbfolgeund Erbenhaftung， 27は主著の

一つであり， Nipperdey， Grul)drechte und Grundpflichten der Reichs-

verfassungでは Art，154 (相続の規定)を担当し，唱taudinger，Erbrecht， 

10. Aufl.37では，有名な序文その他を執筆し， さらに， Vorschlage zur 
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現在はBerlinの教授。比較法と法哲学を専攻しており， とく 1[，英米法で

は第一人者である。 著書としては， Platons Gesetze und das griechische 

Familienrecht. Eine rechtsvergleicheride Untersuchung， 32; Der.Tat~ 

bestand der Luge. Einseitrag zur Abstimmung von Recht und Ethik， 

48; Das common law als Methode der Rechtsfindung， 52;持Gegenopfer

und Opferverwehrung， 58がある。本文で述べたように，独特の法哲学的

立場から比較法を展開しているが，文章が晦渋なため，近寄りがたい。

(6) Beitzke， Gunther (ギュシター-パイツケ 1909年4月26日，

Freiburg i. Br.で生れる。 38年に Giesenの講師となる。 Leipzigでも講

義をし， 39年に Jenaの助教授，さらに42年に Jenaの教授となる。その

後，長らく Gottingenにいたが， 59年に Bonnに移った。民法，商法，国

際私法が研究領域であるが，わが国では，とくに家族法学者として著名で

ある。 戦前の著書としては， Die Rechtsstellung der Bank fur internatio司

nalen Zahlungsausgleich， 31; Juristische Personen im International-

privatrecht und Fremdenrecht， 38がある。後者は，国際私法上の法人の

問題に関する基礎的な文献である。戦後は，持Familienrecht，47， 8. Aufl. 

59 ;・*DieGleichberechtigung von Mann und Frau， 50などで一躍， 家族

法の第一線に進出した。この方面では比較的保守的である。国際家族法で

は文字通り第一人者である。 その他， 持Nichtigkeit，Auflosung und Um-

gestaltung von Dauerrechtsverhaltnissen， 48も注目すべき業績である。

(7) settermann， Karl August (カーノレ・アクグスト・ベツターマシ)

1913 -q'. 8月4日， Wuppertalで生れる。 48年に Munsterの講師となり，

Bundesrichterを兼ねていだが，現在は Berlinの教授である。わが国では

借家法学者として有名であるが，現在の専門はむしろ憲法，行政法である。

住居法関係の著書としては， Wesen， Technik und Grenzen desMiet-und 

Pachtschutzes， 47; Deutsche Rechtsetzungsbefugnisauf den Gebieteder 
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続法改正委員として活躍した。 40年に Breslauの講師となる。戦後長ちく

Gδttingenで講師をしていたが，最近， Mainzの助教授 (a.o.Prof.)とな

る。相続法の専門家として著名であるが，経済法にも明るい。著書として

は， Die Stimmabgabe im System unserer Rechtshandlungen， 37; Die 

Kunst des Gesetzesauslegung， 51;後Erbrecht，54， 4. Aufl. 60があるほか，

ナチス時代の相続法改正委員会の業績の中には，彼の手になるものが多い。

とくに Lange，Erbeinsetzung， andere Zuwendungen und. Erbschein. 

Denkschrift は彼の執筆にかかる。

(4) Baur， Fritz (プりツツ・パヲノレ 1911年7月6日， Di11ingenで生

れる。 40年に Tubingenの請師。 Giesenを経て，現主lニは Mainzの教授。

民法，農業法，民訴が専門である。戦前の著書としては， Entwicklung und 

Reform des Schadensersatzrechts， 35; Die Bindung an Entscheidungen 

unter besonderer Berucksichtigung des Reichserbhofrechts， 40 (Habili-

tationsschrift)あるほか， Stoll， Deutsches Bauernrechtの改訂!仮を出し

ていた (3.-5.Aufl. 42-44)。戦後は土地法に|羽する j告書， Grundstucksrech t， 

48; Der Verkehr mit land-und forstwirtschaftlichen Grundstucken， 

Kommentar，49があるほか，農業法に関する論文が多く，この方i団では指

導的地位を占めている。民訴にも詳しく，非訟事件に関する体系的著書で

ある Freiwi11igeGerichtsbarkeit， 1， 55のほか， Justizaufsicht und richter-

liche Unabhangigkeit. Eine Gerichtsverfassungsrechtliche Untersuchung， 

54がある。なお近IIJとして Lehrbuchdes SachenrechtsがBeck位より 111

版されるようであるが，教授の以上の程照からいって期待できるであろう O

(5) Becker， Walter (ワノレター・ペツカー 1905年7月12日，ポーラシ

ドで生れる。 Kaiser-Wilhelm(現 Max-Planck)Institut fur auslandisches 

und internatiphales Privatrecht (以下，比較私法研究所と略称)でアメ P

カ法を専攻した。 37年に Hamburgの講師となる。 戦後， Mainzを経て.
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附・ドイツ私法学者の経歴と業績

五十嵐 清

現在西ドイツで大学教授として活躍している学者のうちJ民法を担当し，本文で

言及したものを中心とじて， ABC)慣に以下の表を作制した。 ただし，戦後活躍した

が，すでに死亡している学者も若干含まれている。他方， 資料不足のため除外したも

のや，かんたんにとどめたものも多い。精粗まちまちであるが，この程度でも， 何か

の役に立てば幸いである。なお業績のうち持印のあるものは，本文で言及したもので

ある。

(1) Aubin， Bernhard (ぺノレシハノレト・オパシ 1913"下 11月13日，

Dusseldorfで生れる。 比較法学者であり，現在 Saarbruckenの教授。著

書として Rechtsvergleichungim deutschen Hochschulunterricht， 52 

(mit Zweigert)は， ドイツの大学[ておげる比較法教育の現状を示すもの

として有益である(紹介，高木・法学新報61巻 10号)0 )1l:作 Derjuristische 

Hochschulunterricht in Frankreich und seine Reform， 58は最近のフラ

シスの大学法学教育の改正を論じた本格的な著書である。その他，ブラシ

ス法，ギ 9i/ヤ法，国際私j去に関する論文が多い。

(2) sallerstedt， Kurt (ケノレト・パヲジュテ、、。ト 1905午 12月2t口，

Hohensalzaで生れる。 47年lとHeidelbergの講師， 49年[と Kielの教授と

なり，現在は Bonn の教十乏民?去、やろが，む L 久 il~ir去や経済:去の学者とし

て有名である。民法に関する右書としては， I~ ( Erbrecht， Erbsitten und 

Grundbesitzzersplitterung in Polen， 39がある。

(3) Bartholomeyczik， Ho悶 t(ホノレスト・ノ4ノレトロマイチタ 1903年8

月13日， Goldenauで生れる。 ナチス時代lと， Heinrich Langeの下で相
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